
市 議 案 第 １ ４ 号  
一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す

る 条 例 の 設 定 に つ い て  
 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次

の よ う に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ２ 月 ２ ６ 日 提 出  
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

初 任 給 調 整 手 当 の 支 給 限 度 額 を 改 正 す る と と も に ， 任 期 付 常

勤 講 師 及 び 非 常 勤 講 師 の 給 与 を 改 正 す る た め ， 提 案 す る も の で

あ る 。  
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豊中市条例第  号 

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

一般職の職員の給与に関する条例（昭和２８年豊中市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（初任給調整手当） （初任給調整手当） 

第１５条の４ 第７条第１項第３号アに規定する医療職給料表(１)の適用を

受ける職員の職のうち，採用による欠員の補充が困難と認められる職又は初

任給の調整を行わなければ採用による欠員の補充が困難と認められる職で

市規則で定めるものに新たに採用された職員には，採用の日から３５年以内

の期間，月額２５１，２００円を超えない範囲内の額を，採用後市規則で定

める期間を経過した日から１年を経過するごとに一定の額を減じて，初任給

調整手当として支給する。 

第１５条の４ 第７条第１項第３号アに規定する医療職給料表(１)の適用を

受ける職員の職のうち，採用による欠員の補充が困難と認められる職又は初

任給の調整を行わなければ採用による欠員の補充が困難と認められる職で

市規則で定めるものに新たに採用された職員には，採用の日から３５年以内

の期間，月額２５１，７００円を超えない範囲内の額を，採用後市規則で定

める期間を経過した日から１年を経過するごとに一定の額を減じて，初任給

調整手当として支給する。 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

（法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員の給与） （法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員の給与） 

第３１条 （省 略） 第３１条 （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

３ 前項に規定する報酬の額は，勤務の実態及び職務の内容に応じて，月額３

２０，１００円，日額１９，０００円又は時間額２，８９０円の範囲内で他

の職員との権衡を考慮して，市規則で定める。 

３ 前項に規定する報酬の額は，勤務の実態及び職務の内容に応じて，月額３

２０，１００円，日額１９，０００円又は時間額２，９２０円の範囲内で他

の職員との権衡を考慮して，市規則で定める。 

４～７ （省 略） ４～７ （省 略） 

 別表第８を次のように改める。 

2



別表第８

円

１ １７８，３００
２ １７９，８００
３ １８１，３００
４ １８２，８００
５ １８４，５００
６ １８６，４００
７ １８８，２００
８ １９０，０００
９ １９１，７００

１０ １９３，７００
１１ １９５，７００
１２ １９７，５００
１３ １９９，２００
１４ ２０１，３００
１５ ２０３，３００
１６ ２０５，４００
１７ ２０７，４００
１８ ２１０，０００
１９ ２１２，３００
２０ ２１４，６００
２１ ２１７，０００
２２ ２１８，６００
２３ ２２０，０００
２４ ２２１，６００
２５ ２２２，９００
２６ ２２３，６００
２７ ２２４，３００
２８ ２２５，０００
２９ ２２５，８００
３０ ２２６，９００
３１ ２２８，７００
３２ ２３０，５００
３３ ２３１，８００
３４ ２３３，６００
３５ ２３５，４００
３６ ２３７，０００

号給 給　料　月　額

任 期 付 常 勤 講 師 給 料 表
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３７ ２３７，７００
３８ ２３９，３００
３９ ２４０，９００
４０ ２４２，５００
４１ ２４４，１００
４２ ２４５，４００
４３ ２４６，６００
４４ ２４７，９００
４５ ２４８，５００
４６ ２４９，９００
４７ ２５１，４００
４８ ２５２，９００
４９ ２５４，１００
５０ ２５５，３００
５１ ２５６，４００
５２ ２５７，３００
５３ ２５８，０００
５４ ２５９，２００
５５ ２６０，３００
５６ ２６１，４００
５７ ２６２，２００
５８ ２６３，２００
５９ ２６４，１００
６０ ２６５，０００
６１ ２６５，９００
６２ ２６７，０００
６３ ２６８，０００
６４ ２６９，０００
６５ ２６９，７００
６６ ２７０，９００
６７ ２７２，１００
６８ ２７３，３００
６９ ２７４，４００
７０ ２７５，５００
７１ ２７６，７００
７２ ２７７，９００
７３ ２７８，６００
７４ ２７９，８００
７５ ２８１，０００
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７６ ２８２，２００
７７ ２８３，４００
７８ ２８４，５００
７９ ２８５，５００
８０ ２８６，５００
８１ ２８７，５００
８２ ２８８，６００
８３ ２８９，７００
８４ ２９０，８００
８５ ２９１，６００
８６ ２９２，６００
８７ ２９３，６００
８８ ２９４，６００
８９ ２９５，４００
９０ ２９６，３００
９１ ２９７，２００
９２ ２９８，１００
９３ ２９８，５００
９４ ２９９，３００
９５ ３００，１００
９６ ３００，９００
９７ ３０１，８００
９８ ３０２，６００
９９ ３０３，４００

１００ ３０４，２００
１０１ ３０５，０００
１０２ ３０５，５００
１０３ ３０６，０００
１０４ ３０６，４００
１０５ ３０６，６００
１０６ ３０６，８００
１０７ ３０７，１００
１０８ ３０７，３００
１０９ ３０７，５００
１１０ ３０７，８００
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１１１ ３０８，０００
１１２ ３０８，３００
１１３ ３０８，５００
１１４ ３０８，８００
１１５ ３０９，１００
１１６ ３０９，４００
１１７ ３０９，６００
１１８ ３０９，９００
１１９ ３１０，２００
１２０ ３１０，４００
１２１ ３１０，６００
１２２ ３１０，８００
１２３ ３１１，０００
１２４ ３１１，２００
１２５ ３１１，４００
１２６ ３１１，６００
１２７ ３１１，８００
１２８ ３１２，０００
１２９ ３１２，２００
１３０ ３１２，４００
１３１ ３１２，６００
１３２ ３１２，８００
１３３ ３１３，０００
１３４ ３１３，２００
１３５ ３１３，４００
１３６ ３１３，６００
１３７ ３１３，８００
１３８ ３１４，０００
１３９ ３１４，２００
１４０ ３１４，４００
１４１ ３１４，６００
１４２ ３１４，８００
１４３ ３１５，０００
１４４ ３１５，２００
１４５ ３１５，４００
１４６ ３１５，６００
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１４７ ３１５，８００
１４８ ３１６，０００
１４９ ３１６，２００
１５０ ３１６，４００
１５１ ３１６，６００
１５２ ３１６，８００
１５３ ３１７，０００
１５４ ３１７，２００
１５５ ３１７，４００
１５６ ３１７，６００
１５７ ３１７，８００
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附 則 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は，この条例の施行の日に在職する職員については，令

和５年４月１日から適用する。 

３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては，この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は，改正後の条

例の規定による給与の内払とみなす。 

４ 前項に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，市長が定める。 
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市 議 案 第 １ ５ 号  
手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定 に つ い て  

 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す る も の

と す る 。  
 
  令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ２ 月 ２ ６ 日 提 出  
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  
 戸 籍 法 等 の 改 正 に 伴 い ， 本 籍 地 以 外 で の 戸 籍 謄 本 等 の 交 付 手  
数 料 等 を 新 設 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

   手数料条例の一部を改正する条例 

 手数料条例（平成１２年豊中市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

別表第１ 戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）関係 別表第１ 戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）関係 

 事務 名称 金額 

１ 第１０条第１項，第１０条の２

第１項から第５項まで若しく

は第１２６条の規定に基づく

戸籍の謄本若しくは抄本の交

付又は第１２０条第１項若し

くは第１２６条の規定に基づ

く磁気ディスクをもって調製

された戸籍に記録されている

事項の全部若しくは一部を証

明した書面の交付 

（省 略） 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 事務 名称 金額 

１ 第１０条第１項，第１０条の２

第１項から第５項まで若しく

は第１２６条の規定に基づく

戸籍の謄本若しくは抄本の交

付又は第１２０条第１項，第１

２０条の２第１項若しくは第

１２６条の規定に基づく戸籍

証明書の交付 

 

 

（省 略） 

（省 略） 

３ 第１２０条の３第２項の規定

に基づく戸籍電子証明書提供

用識別符号の発行（情報通信技

術を活用した行政の推進等に

関する法律（平成１４年法律第

１５１号）第７条第１項の規定

により同法第６条第１項に規

戸籍電子証

明書提供用

識別符号発

行手数料 

戸籍電子証明書提供用識別符

号１件 ４００円 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第１２条の２において準用す

る第１０条第１項若しくは第

（省 略） 

定する電子情報処理組織を使

用する方法（地方公共団体の手

数料の標準に関する政令（平成

１２年政令第１６号）本則の表

８の項の３の総務省令で定め

るものに限る。以下この表にお

いて同じ。）により戸籍電子証

明書提供用識別符号の発行を

行う場合（当該発行に係る戸籍

電子証明書の請求が同条第１

項の規定により同項に規定す

る電子情報処理組織を使用す

る方法により行われた場合に

限る。）における当該発行及び

戸籍電子証明書提供用識別符

号の発行に係る戸籍電子証明

書の請求を行う者が同時に当

該戸籍電子証明書が証明する

事項と同一の事項を証明する

戸籍の謄本若しくは抄本又は

戸籍証明書の請求を行う場合

における当該発行を除く。） 

４ 第１２条の２において準用す

る第１０条第１項若しくは第

（省 略） 

11



（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

１０条の２第１項から第５項

までの規定若しくは第１２６

条の規定に基づく除かれた戸

籍の謄本若しくは抄本の交付

又は第１２０条第１項若しく

は第１２６条の規定に基づく

磁気ディスクをもって調製さ

れた除かれた戸籍に記録され

ている事項の全部若しくは一

部を証明した書面の交付 

４ （省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０条の２第１項から第５項

までの規定若しくは第１２６

条の規定に基づく除かれた戸

籍の謄本若しくは抄本の交付

又は第１２０条第１項，第１２

０条の２第１項若しくは第１

２６条の規定に基づく除籍証

明書の交付 

 

 

５ （省 略） 

６ 第１２０条の３第２項の規定

に基づく除籍電子証明書提供

用識別符号の発行（情報通信技

術を活用した行政の推進等に

関する法律第７条第１項の規

定により同法第６条第１項に

規定する電子情報処理組織を

使用する方法により除籍電子

証明書提供用識別符号の発行

を行う場合（当該発行に係る除

籍電子証明書の請求が同項の

規定により同項に規定する電

子情報処理組織を使用する方

除籍電子証

明書提供用

識別符号発

行手数料 

除籍電子証明書提供用識別符

号１件 ７００円 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ （省 略） 

６ 第４８条第２項（第１１７条に

おいて準用する場合を含む。）

又は第１２６条の規定に基づ

く届書その他受理した書類に

記載した事項の証明書の交付 

 

 

 

届書その他

の書類の記

載事項証明

手数料 

（省 略） 

７ 第４８条第２項（第１１７条に

おいて準用する場合を含む。）

の規定に基づく届書その他受

理した書類を閲覧に供する事

届書その他

の書類の閲

覧手数料 

書類１件 ３５０円 

法により行われた場合に限

る。）における当該発行及び除

籍電子証明書提供用識別符号

の発行に係る除籍電子証明書

の請求を行う者が同時に当該

除籍電子証明書が証明する事

項と同一の事項を証明する除

かれた戸籍の謄本若しくは抄

本又は除籍証明書の請求を行

う場合における当該発行を除

く。） 

７ （省 略） 

８ 第４８条第２項（第１１７条に

おいて準用する場合を含む。）

若しくは第１２６条の規定に

基づく届書その他受理した書

類に記載した事項の証明書の

交付又は第１２０条の６第１

項の規定に基づく届書等情報

の内容の証明書の交付 

届書その他

の書類の記

載事項等証

明手数料 

（省 略） 

９ 第４８条第２項（第１１７条に

おいて準用する場合を含む。）

の規定に基づく届書その他受

理した書類を閲覧に供する事

届書その他

の書類等の

閲覧手数料 

書類又は届書等情報の内容を

表示したもの１件 ３５０円 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

務 

 

 

 
 

務又は第１２０条の６第１項

の規定に基づく届書等情報の

内容を表示したものを閲覧に

供する事務 
 

   附 則 

 この条例は，令和６年３月１日から施行する。 
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市 議 案 第 １ ６ 号  
執 行 機 関 の 附 属 機 関 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す  
る 条 例 の 設 定 に つ い て  

 執 行 機 関 の 附 属 機 関 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次

の よ う に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ２ 月 ２ ６ 日 提 出  
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 総 合 戦 略 に つ い て の 重 要 事 項 の 調 査

審 議 を 豊 中 市 総 合 計 画 審 議 会 で 行 う こ と に 伴 い ， 豊 中 市 ま ち ・

ひ と ・ し ご と 創 生 総 合 戦 略 委 員 会 を 廃 止 す る た め ， 提 案 す る も

の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例 

執行機関の附属機関に関する条例（昭和２８年豊中市条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（設置） （設置） 

第１条 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に別に定めのあるものを除

くほか，市に執行機関の附属機関として，次の委員会を置く。 

第１条 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に別に定めのあるものを除

くほか，市に執行機関の附属機関として，次の委員会を置く。 

附属機関の

属する執行

機関 

附属機関 担任事務 

市長 （省 略） 

豊中市まち・ひ

と・しごと創生総

合戦略委員会 

豊中市まち・ひと・しごと創生総合戦略について

の重要事項の調査審議に関する事務 

（省 略） 

（省 略） 
 

附属機関の

属する執行

機関 

附属機関 担任事務 

市長 （省 略） 

 

 

 

 

（省 略） 

（省 略） 
 

附 則 

この条例は，令和６年６月１日から施行する。 
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市 議 案 第 １ ７ 号  
豊 中 市 市 有 地 活 用 ・ 給 食 提 供 事 業 者 選 定 委 員 会 条  
例 の 設 定 に つ い て  

 豊 中 市 市 有 地 活 用 ・ 給 食 提 供 事 業 者 選 定 委 員 会 条 例 を 次 の よ

う に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ２ 月 ２ ６ 日 提 出  
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

市 長 の 附 属 機 関 と し て ， 豊 中 市 市 有 地 活 用 ・ 給 食 提 供 事 業 者

選 定 委 員 会 を 設 置 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊 中 市条 例 第   号  

豊 中 市市 有 地 活 用 ・ 給 食提 供 事 業 者 選 定 委員 会 条  

例  

（ 設 置）  

第 １ 条  本 市 に ， 市 有 地 の 活 用 及 び 市 立 中学 校 へ の 給 食 の 提供

を 行 う 事 業 者（ 以 下「 市 有地 活 用・給 食 提供 事 業 者 」と い う 。）

を 選 定す る た め ， 市 長 の附 属 機 関 と し て ，豊 中 市 市 有 地 活用

・ 給 食提 供 事 業 者 選 定 委員 会 （ 以 下 「 委 員会 」 と い う 。 ）を

置 く 。  

（ 所 掌事 項 ）  

第 ２ 条  委 員 会 は ， 市 長の 諮 問 に 応 じ て ，市 有 地 活 用 ・ 給 食提

供 事 業者 の 選 定 に 関 す る事 項 に つ い て 調 査審 議 す る 。  

（ 組 織）  

第 ３ 条  委 員 会 は ， 委 員７ 人 以 内 で 組 織 する 。  

２  委員 は ， 学 識 経 験 を有 す る 者 そ の 他 市長 が 必 要 と 認 め る者

の う ちか ら ， 市 長 が 委 嘱す る 。  

（ 任 期）  

第 ４ 条  委 員 は ， 第 ２ 条の 諮 問 に 係 る 市 有地 活 用 ・ 給 食 提 供事

業 者 の選 定 に 係 る 調 査 審議 が 終 了 し た と きは ， 解 嘱 さ れ るも

の と する 。  

２  市長 は ， 特 別 の 理 由が あ る と 認 め る 場合 は ， 前 項 の 規 定に

か か わら ず ， 委 員 を 解 嘱す る こ と が で き る。  

（ 会 長）  

第 ５ 条  委 員 会 に 会 長 を置 く 。  

２  会長 は ， 委 員 の 互 選に よ っ て 定 め る 。  

３  会長 は ， 委 員 会 の 事務 を 総 理 し ， 委 員会 を 代 表 す る 。  

４  会長 に 事 故 が あ る とき は ，あ ら か じ め会 長 の 定 め た 委 員が ，

そ の 職務 を 代 理 す る 。  

（ 関 係者 の 出 席 等 ）  

第 ６ 条  会 長 は ， 必 要 があ る と 認 め る と きは ， 関 係 者 の 出 席を

求 め ，そ の 説 明 又 は 意 見を 聴 く こ と が で きる 。  
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（ 委 員の 責 務 ）  

第 ７ 条  委 員 会 の 委 員 は， 職 務 上 知 り 得 た秘 密 を 漏 ら し て はな

ら な い。 そ の 職 を 退 い た後 も ， ま た ， 同 様と す る 。  

（ 報 酬等 ）  

第 ８ 条  委 員 の 報 酬 の 額は ， 日 額 ９ ， ７ ００ 円 と す る 。  

２  市の 常 勤 の 職 員 が 委員 の 職 を 兼 ね る 場合 に お い て は ， その

兼 ね る職 に 対 す る 報 酬 は， 支 給 し な い 。 ただ し ， 任 命 権 者の

承 認 があ っ た 場 合 は ， この 限 り で な い 。   

３  委員 に 対 す る 報 酬 は， そ の 都 度 支 給 する 。  

４  委員 が 公 務 の た め 旅行 す る と き は ， 費用 弁 償 と し て 旅 費を

支 給 する 。  

５  前項 の 旅 費 の 額 及 びそ の 支 給 方 法 に つい て は ， 豊 中 市 職員

旅 費 支給 条 例 （ 昭 和 ２ ３年 豊 中 市 条 例 第 ２７ 号 ） 中 市 長 に属

す る 事項 を 準 用 す る 。  

（ 委 任）  

第 ９ 条  こ の 条 例 に 定 める も の の ほ か ， 委員 会 の 組 織 及 び 運営

に 関 し必 要 な 事 項 は ， 市規 則 で 定 め る 。  

附  則  

１  この 条 例 は ， 市 規 則で 定 め る 日 か ら 施行 す る 。  

２  この 条 例 は ， 第 ２ 条の 諮 問 に 係 る 市 有地 活 用 ・ 給 食 提 供事

業 者 の選 定 に 係 る 調 査 審議 が 終 了 し た 日 限り ， そ の 効 力 を失

う 。  

 

19



市 議 案 第 １ ８ 号  
職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定 に つ い

て  
 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す る も

の と す る 。  
 
  令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ２ 月 ２ ６ 日 提 出  
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
内  繁  樹   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

市 長 部 局 ， 上 下 水 道 局 及 び 教 育 委 員 会 の 職 員 の 定 数 を 改 正 す

る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

職員定数条例の一部を改正する条例 

職員定数条例（昭和２７年豊中市条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第２条 職員の定数は，次の各号に掲げるとおりとする。 第２条 職員の定数は，次の各号に掲げるとおりとする。 

(１) 市長の補助機関たる職員（上下水道局の職員を除く。） １，８３７

人 

(１) 市長の補助機関たる職員（上下水道局の職員を除く。） １，８９４

人 

(２) 上下水道局の職員 ２５３人 (２) 上下水道局の職員 ２５２人 

(３) 教育委員会の職員（教育機関の職員を含む。） ２８９人 (３) 教育委員会の職員（教育機関の職員を含む。） ２９３人 

(４)～(６) （省 略） (４)～(６) （省 略） 

附 則 

この条例は，令和６年４月１日から施行する。 
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市 議 案 第 １ ９ 号  
委 員 等 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 の 設 定 に つ い て  
 委 員 等 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の

よ う に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ２ 月 ２ ６ 日 提 出  
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  
 い じ め 防 止 等 対 策 審 議 会 及 び い じ め 問 題 再 調 査 委 員 会 の 委 員  
の 報 酬 の 額 を 改 正 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

   委員等の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例 

 委員等の報酬及び費用弁償条例（昭和３１年豊中市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第２条 委員等に対しては，次の区分により報酬を支給する。 第２条 委員等に対しては，次の区分により報酬を支給する。 

(１)～(53) （省 略） (１)～(53) （省 略） 

 (54) いじめ防止等対策審議会 

委員 日額 ９，７００円 

(54) いじめ防止等対策審議会  

委員 日額 ９，７００円 

ただし，豊中市いじめ問題対策連絡協議会等条例（平成２８年豊中市条

例第１９号）第２条第２項第２号に掲げる事項について調査審議する場合

は，日額２７，６００円とする。 

(55) いじめ問題再調査委員会 

委員 日額 ９，７００円 

(55) いじめ問題再調査委員会  

 委員 日額 ２７，６００円  

(56)～(80) （省 略） (56)～(80) （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

   附 則 

 この条例は，令和６年４月１日から施行する。 
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市 議 案 第 ２ ０ 号  
手 数 料 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定 に つ い

て  
 手 数 料 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す る も

の と す る 。  
 
  令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ２ 月 ２ ６ 日 提 出  
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  
 宅 地 造 成 等 規 制 法 の 改 正 に 伴 い ， 特 定 盛 土 等 に 関 す る 工 事 の

許 可 等 に 係 る 手 数 料 の 額 を 定 め る と と も に ， そ の 他 所 要 の 規 定

を 整 備 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

手数料条例等の一部を改正する条例 

（手数料条例の一部改正） 

第１条 手数料条例（平成１２年豊中市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

別表第７ 宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年法律第５５号）

による改正前の宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）関係 

別表第７ 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）関係 

 事務 名称 金額 

１ 第８条第１項本文

の規定に基づく宅

地造成に関する工

事の許可の申請に

対する審査 

宅地造成工

事許可申請

手数料 

切土又は盛土をする土地（以下この表にお

いて「切土等の土地」という。）の面積が

５００平方メートル以内のものは１３，０

００円，５００平方メートルを超え１，０

００平方メートル以内のものは２３，００

０円，１，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内のものは３３，０

００円，２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のものは５１，０

００円，５，０００平方メートルを超え１

０，０００平方メートル以内のものは７

３，０００円，１０，０００平方メートル

を超え２０，０００平方メートル以内のも

のは１２０，０００円，２０，０００平方

メートルを超え４０，０００平方メートル

以内のものは１８０，０００円，４０，０

 事務 名称 金額 

１ 第１２条第１項の

規定に基づく宅地

造成又は特定盛土

等に関する工事の

許可の申請に対す

る審査 

宅地造成又

は特定盛土

等工事許可

申請手数料 

盛土又は切土をする土地（以下この表にお

いて「盛土等の土地」という。）の面積が

５００平方メートル以内のものは１４，３

００円，５００平方メートルを超え１，０

００平方メートル以内のものは２５，９０

０円，１，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内のものは３７，３

００円，２，０００平方メートルを超え３，

０００平方メートル以内のものは５７，３

００円，３，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のものは７１，６

００円，５，０００平方メートルを超え１

０，０００平方メートル以内のものは９

６，３００円，１０，０００平方メートル

を超え２０，０００平方メートル以内のも

のは１５０，６００円，２０，０００平方
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

００平方メートルを超え７０，０００平方

メートル以内のものは２７０，０００円，

７０，０００平方メートルを超え１００，

０００平方メートル以内のものは３６０，

０００円，１００，０００平方メートルを

超えるものは４６０，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メートルを超え４０，０００平方メートル

以内のものは２３５，２００円，４０，０

００平方メートルを超え７０，０００平方

メートル以内のものは３７７，２００円，

７０，０００平方メートルを超え１００，

０００平方メートル以内のものは５４１，

５００円，１００，０００平方メートルを

超えるものは７２３，６００円 

２ 第１２条第１項の

規定に基づく土石

の堆積に関する工

事の許可の申請に

対する審査 

土石の堆積

工事許可申

請手数料 

土石の堆積を行う土地（以下この表におい

て「土石の堆積の土地」という。）の面積

が５００平方メートル以内のものは１２，

１００円，５００平方メートルを超え１，

０００平方メートル以内のものは１５，１

００円，１，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内のものは１７，８

００円，２，０００平方メートルを超え３，

０００平方メートル以内のものは２２，０

００円，３，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のものは３０，８

００円，５，０００平方メートルを超え１

０，０００平方メートル以内のものは３

４，８００円，１０，０００平方メートル

を超え２０，０００平方メートル以内のも

のは４１，７００円，２０，０００平方メ
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第１２条第１項の

規定に基づく宅地

造成に関する工事

の変更許可の申請

に対する審査 

宅地造成工

事変更許可

申請手数料 

変更許可申請１件につき，次に掲げる額を

合算した額。ただし，その額が４６０，０

００円を超えるときは，その手数料の額

は，４６０，０００円とする。 

ア 切土等の土地に係る宅地造成に関す

る工事の計画の変更（イのみに該当する

場合を除く。）については，切土等の土

地の面積（イに規定する変更を伴う場合

（併せて当該計画の変更前の切土等の

土地の面積が減少する場合を除く。）に

あっては当該計画の変更前の切土等の

土地の面積，当該計画の変更前の切土等

の土地の面積が減少する場合にあって

は当該計画の変更前の切土等の土地の

面積から当該減少に係る切土等の土地

の面積を減じた面積）に応じこの表の１

ートルを超え４０，０００平方メートル以

内のものは５６，７００円，４０，０００

平方メートルを超え７０，０００平方メー

トル以内のものは７７，４００円，７０，

０００平方メートルを超え１００，０００

平方メートル以内のものは１１５，４００

円，１００，０００平方メートルを超える

ものは１４４，２００円 

３ 第１６条第１項の

規定に基づく宅地

造成又は特定盛土

等に関する工事の

変更許可の申請に

対する審査 

宅地造成又

は特定盛土

等工事変更

許可申請手

数料 

変更許可申請１件につき，次に掲げる額を

合算した額。ただし，その額が７２３，６

００円を超えるときは，その手数料の額

は，７２３，６００円とする。 

ア 盛土等の土地に係る宅地造成又は特

定盛土等に関する工事の計画の変更（イ

のみに該当する場合を除く。）について

は，盛土等の土地の面積（イに規定する

変更を伴う場合（併せて当該計画の変更

前の盛土等の土地の面積が減少する場

合を除く。）にあっては当該計画の変更

前の盛土等の土地の面積，当該計画の変

更前の盛土等の土地の面積が減少する

場合にあっては当該計画の変更前の盛

土等の土地の面積から当該減少に係る

盛土等の土地の面積を減じた面積）に応

 

27



（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

の項に規定する額に１０分の１を乗じ

て得た額 

イ 新たに切土等の土地を加える宅地造

成に関する工事の計画の変更について

は，新たに加える切土等の土地の面積に

応じこの表の１の項に規定する額 

 

ウ その他の変更については，１２，００

０円 
 

じこの表の１の項に規定する額に１０

分の１を乗じて得た額 

イ 新たに盛土等の土地を加える宅地造

成又は特定盛土等に関する工事の計画

の変更については，新たに加える盛土等

の土地の面積に応じこの表の１の項に

規定する額 

ウ その他の変更については，１３，５０

０円 

４ 第１６条第１項の

規定に基づく土石

の堆積に関する工

事の変更許可の申

請に対する審査 

土石の堆積

工事変更許

可申請手数

料 

変更許可申請１件につき，次に掲げる額を

合算した額。ただし，その額が１４４，２

００円を超えるときは，その手数料の額

は，１４４，２００円とする。 

ア 土石の堆積の土地に係る土石の堆積

に関する工事の計画の変更（イのみに該

当する場合を除く。）については，土石

の堆積の土地の面積（イに規定する変更

を伴う場合（併せて当該計画の変更前の

土石の堆積の土地の面積が減少する場

合を除く。）にあっては当該計画の変更

前の土石の堆積の土地の面積，当該計画

の変更前の土石の堆積の土地の面積が

減少する場合にあっては当該計画の変

更前の土石の堆積の土地の面積から当
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

該減少に係る土石の堆積の土地の面積

を減じた面積）に応じこの表の２の項に

規定する額に１０分の１を乗じて得た

額 

イ 新たに土石の堆積の土地を加える土

石の堆積に関する工事の計画の変更に

ついては，新たに加える土石の堆積の土

地の面積に応じこの表の２の項に規定

する額 

ウ その他の変更については，１３，５０

０円 

５ 第１８条第１項の

規定に基づく宅地

造成又は特定盛土

等に関する工 事

（第１５条第１項

の規定により第１

２条第１項の許可

があったものとみ

なされた工事を除

く。）の中間検査 

宅地造成又

は特定盛土

等工事中間

検査手数料 

盛土等の土地の面積が５００平方メート

ル以内のものは３，９００円，５００平方

メートルを超え１，０００平方メートル以

内のものは４，３００円，１，０００平方

メートルを超え２，０００平方メートル以

内のものは４，８００円，２，０００平方

メートルを超え３，０００平方メートル以

内のものは５，５００円，３，０００平方

メートルを超え５，０００平方メートル以

内のものは６，１００円，５，０００平方

メートルを超え１０，０００平方メートル

以内のものは７，０００円，１０，０００

平方メートルを超え２０，０００平方メー
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

トル以内のものは９，２００円，２０，０

００平方メートルを超え４０，０００平方

メートル以内のものは１２，６００円，４

０，０００平方メートルを超え７０，００

０平方メートル以内のものは１８，１００

円，７０，０００平方メートルを超え１０

０，０００平方メートル以内のものは２

４，６００円，１００，０００平方メート

ルを超えるものは３１，８００円 
 

（豊中市環境の保全等の推進に関する条例の一部改正） 

第２条 豊中市環境の保全等の推進に関する条例（平成１７年豊中市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

別表第２ 別表第２ 

環境配慮対象事業 環境配慮対象事業 

１～３ （省 略） １～３ （省 略） 

４ 宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年法律第５５号）によ

る改正前の宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号。以下「旧宅地

造成等規制法」という。）第８条第１項の許可を受けて行う宅地造成の事

業 

４ 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第１２条

第１項の許可を受けて行う宅地造成等の事業 

５～７ （省 略） ５～７ （省 略） 

別表第３ 別表第３ 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

環境影響評価対象事業 環境影響評価対象事業 

１～５ （省 略） １～５ （省 略） 

６ 旧宅地造成等規制法第８条第１項の許可を受けて行う宅地造成の事業 ６ 宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条第１項の許可を受けて行う宅

地造成等の事業 

７～９ （省 略） ７～９ （省 略） 

（豊中市都市景観条例の一部改正） 

第３条 豊中市都市景観条例（平成１２年豊中市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(１)～(４) （省 略） (１)～(４) （省 略） 

(５) 法令等の手続 建築基準法第６条第１項又は第６条の２第１項（これ

らの規定を同法第８８条において準用する場合を含む。）に規定する確認

の申請，都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項に規定

する開発許可の申請，宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年

法律第５５号）による改正前の宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９

１号）第８条第１項に規定する許可の申請その他法令及び条例の手続で別

に定めるものをいう。 

(５) 法令等の手続 建築基準法第６条第１項又は第６条の２第１項（これ

らの規定を同法第８８条において準用する場合を含む。）に規定する確認

の申請，都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項に規定

する開発許可の申請，宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第

１９１号）第１２条第１項に規定する許可の申請その他法令及び条例の手

続で別に定めるものをいう。 

附 則 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。 
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２ 宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年法律第５５号）附則第２条第２項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地

造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第８条第１項本文の許可を受けた宅地造成に関する工事の変更許可の申請に対する審査に係る第１条の規定による

改正前の手数料条例別表第７の２の項の規定による手数料については，なお従前の例による。 
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市 議 案 第 ２ １ 号  
手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定 に つ い て  

 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す る も の

と す る 。  
 
  令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ２ 月 ２ ６ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  
 地 方 公 共 団 体 の 手 数 料 の 標 準 に 関 す る 政 令 の 改 正 に 伴 い 高 圧

ガ ス 製 造 許 可 申 請 手 数 料 の 額 の 改 正 を す る と と も に ， そ の 他 所

要 の 規 定 を 改 正 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

手数料条例の一部を改正する条例 

手数料条例（平成１２年豊中市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

別表第５ 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）関係 別表第５ 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）関係 

 事務 名称 金額 

（省 略） 

５ 租税特別措置法施行令（昭和３

２年政令第４３号）第２０条の

２第１４項又は第３８条の４

第２４項に規定する特定の民

間再開発事業の認定の申請に

対する審査 

特定の民間

再開発事業

認定申請手

数料 

３１，０００円

６ 租税特別措置法施行令第２５

条の４第２項に規定する特定

民間再開発事業の認定の申請

に対する審査 

 

（省 略） 

７

・８ 

（省 略） 

 

 事務 名称 金額 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

５ 租税特別措置法施行令（昭和３

２年政令第４３号）第２５条の

４第２項に規定する特定民間

再開発事業の認定の申請に対

する審査 

（省 略） 

６

・７ 

（省 略） 

 

別表第２１ 高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０４号）関係 別表第２１ 高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０４号）関係 

 事務 名称 金額 

（省 略） 

 事務 名称 金額 

（省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

２ 第５条第１項第１号に該当す

る者（移動式製造設備（高圧ガ

スの製造のための設備で移動

することができるように設計

したものをいう。以下この表に

おいて同じ。）のみを使用して

高圧ガスの製造をするものに

限る。）が行う同項の規定に基

づく高圧ガスの製造の許可の

申請に対する審査 

高圧ガス製

造許可申請

手数料 

設備の処理容積が１００立方

メートル以上２００立方メー

トル未満のものは７，４００

円，２００立方メートル以上

１，０００立方メートル未満の

ものは１１，０００円，１，０

００立方メートル以上５，００

０立方メートル未満のものは

１３，０００円，５，０００立

方メートル以上２５，０００立

方メートル未満のものは１６，

０００円，２５，０００立方メ

ートル以上１００，０００立方

メートル未満のものは２１，０

００円，１００，０００立方メ

ートル以上５００，０００立方

メートル未満のものは２７，０

００円，５００，０００立方メ

ートル以上１，０００，０００

立方メートル未満のものは４

４，０００円，１，０００，０

００立方メートル以上５，００

０，０００立方メートル未満の

ものは６０，０００円，５，０

２ 第５条第１項第１号に該当す

る者（移動式製造設備（高圧ガ

スの製造のための設備で移動

することができるように設計

したものをいう。以下この表に

おいて同じ。）のみを使用して

高圧ガスの製造をするものに

限る。）が行う同項の規定に基

づく高圧ガスの製造の許可の

申請に対する審査 

高圧ガス製

造許可申請

手数料 

設備の処理容積が１００立方

メートル以上２００立方メー

トル未満のものは７，４００

円，２００立方メートル以上

１，０００立方メートル未満の

ものは１１，０００円，１，０

００立方メートル以上５，００

０立方メートル未満のものは

１３，０００円，５，０００立

方メートル以上２５，０００立

方メートル未満のものは１６，

０００円，２５，０００立方メ

ートル以上１００，０００立方

メートル未満のものは２１，０

００円，１００，０００立方メ

ートル以上５００，０００立方

メートル未満のものは２７，０

００円，５００，０００立方メ

ートル以上１，０００，０００

立方メートル未満のものは４

４，０００円，１，０００，０

００立方メートル以上５，００

０，０００立方メートル未満の

ものは６０，０００円，５，０
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

００，０００立方メートル以上

１０，０００，０００立方メー

トル未満のものは７５，０００

円，１０，０００，０００立方

メートル以上のものは９１，０

００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

（省 略） 

９ 第２０条第１項の規定に基づ

く高圧ガスの製造のための施

設の完成検査 

高圧ガス製

造施設の完

成検査手数

料 

この表の１の項若しくは２の

項の右欄に掲げる処理容積又

は同表の３の項の右欄に掲げ

る冷凍能力の区分に応じ，それ

ぞれ同欄に定める金額に４分

の３を乗じて得た額に相当す

る金額（第５条第１項の許可に

係る液化石油ガスの製造のた

めの施設であって，液化石油ガ

００，０００立方メートル以上

１０，０００，０００立方メー

トル未満のものは７５，０００

円，１０，０００，０００立方

メートル以上のものは９１，０

００円 

ただし，当該移動式製造設備に

ついて液化石油ガスの保安の

確保及び取引の適正化に関す

る法律（昭和４２年法律第１４

９号）第３７条の４第１項の許

可を受けた者の許可の申請に

対する審査にあっては，６，０

００円 

（省 略） 

９ 第２０条第１項の規定に基づ

く高圧ガスの製造のための施

設の完成検査 

高圧ガス製

造施設の完

成検査手数

料 

この表の１の項若しくは２の

項の右欄に掲げる処理容積又

は同表の３の項の右欄に掲げ

る冷凍能力の区分に応じ，それ

ぞれ同欄に定める金額に４分

の３を乗じて得た額に相当す

る金額（第５条第１項の許可に

係る液化石油ガスの製造のた

めの施設であって，液化石油ガ
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

スの保安の確保及び取引の適

正化に関する法律（昭和４２年

法律第１４９号）第３７条の３

第１項の完成検査を受け，同法

第３７条の技術上の基準に適

合していると認められたもの

の完成検査にあっては，６，１

００円） 

（省 略） 
 

スの保安の確保及び取引の適

正化に関する法律第３７条の

３第１項の完成検査を受け，同

法第３７条の技術上の基準に

適合していると認められたも

のの完成検査にあっては，６，

１００円） 

 

（省 略） 
 

備考 （省 略） 備考 （省 略） 

別表第２８の２ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４

号）関係 

別表第２８の２ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４

号）関係 

表の部分 （省 略） 表の部分 （省 略） 

備考 備考 

１ （省 略）  １ （省 略） 

２ この表において「登録住宅性能評価機関等」とは，次の(１)から(３)

までに掲げる場合の区分に応じ，当該(１)から(３)までに定める者をい

う。 

 ２ この表において「登録住宅性能評価機関等」とは，次の(１)から(３)

までに掲げる場合の区分に応じ，当該(１)から(３)までに定める者をい

う。 

(１) 非住宅建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費

性能判定機関（建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平

成２７年法律第５３号）第１５条第１項に規定する登録建築物エネル

ギー消費性能判定機関をいう。以下この表において同じ。） 

(１) 非住宅建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費

性能判定機関（建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

（平成２７年法律第５３号）第１５条第１項に規定する登録建築物エ

ネルギー消費性能判定機関をいう。以下この表において同じ。） 

(２)・(３) （省 略）   (２)・(３) （省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

３～13 （省 略） ３～13 （省 略） 

別表第３１ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法

律第５３号）関係 

別表第３１ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２７年

法律第５３号）関係 

 事務 名称 金額 

（省 略） 

４ 建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律

施行規則（平成２８年国

土交通省令第５号）第１

１条の規定に基づく書面

の交付 

（省 略） 

（省 略） 

９ 建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律

施行規則第２９条の規定

に基づく書面の交付（当

該書面の交付に係る軽微

な変更（第３６条第１項

の規定に基づく軽微な変

更をいう。以下この表に

おいて同じ。）に係る建

築物エネルギー消費性能

向上計画の評価方法が直

近の認定建築物エネルギ

（省 略） 

 事務 名称 金額 

（省 略） 

４ 建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法

律施行規則（平成２８年

国土交通省令第５号）第

１１条の規定に基づく書

面の交付 

（省 略） 

（省 略） 

９ 建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法

律施行規則第２９条の規

定に基づく書面の交付

（当該書面の交付に係る

軽微な変更（第３６条第

１項の規定に基づく軽微

な変更をいう。以下この

表において同じ。）に係

る建築物エネルギー消費

性能向上計画の評価方法

が直近の認定建築物エネ

（省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

ー消費性能向上計画の認

定等に係る評価方法と同

一である場合を除く。） 

 

１０ 建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律

施行規則第２９条の規定

に基づく書面の交付（当

該書面の交付に係る軽微

な変更に係る建築物エネ

ルギー消費性能向上計画

の評価方法が直近の認定

建築物エネルギー消費性

能向上計画の認定等に係

る評価方法と同一である

場合に限る。） 

（省 略） 

（省 略） 
 

ルギー消費性能向上計画

の認定等に係る評価方法

と同一である場合を除

く。） 

１０ 建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法

律施行規則第２９条の規

定に基づく書面の交付

（当該書面の交付に係る

軽微な変更に係る建築物

エネルギー消費性能向上

計画の評価方法が直近の

認定建築物エネルギー消

費性能向上計画の認定等

に係る評価方法と同一で

ある場合に限る。） 

（省 略） 

（省 略） 
 

備考 備考 

 １～21 （省 略）  １～21 （省 略） 

 22 この表の１１の項において「適合判定通知書等」とは，次に掲げるも

のをいう。 

 22 この表の１１の項において「適合判定通知書等」とは，次に掲げるも

のをいう。 

  (１) （省 略）   (１) （省 略） 

  (２) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第２

５条第１項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

  (２) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第

２５条第１項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

の通知に係る書面及び検査済証 定の通知に係る書面及び検査済証 

  (３) （省 略）   (３) （省 略） 

   附 則 

 この条例は，令和６年４月１日から施行する。ただし，別表第５の改正規定は，公布の日から施行する。 
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市 議 案 第 ２ ２ 号  
生 活 援 護 資 金 貸 付 基 金 条 例 の 廃 止 等 に 関 す る 条 例

の 設 定 に つ い て  
 生 活 援 護 資 金 貸 付 基 金 条 例 の 廃 止 等 に 関 す る 条 例 を 次 の よ う

に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ２ 月 ２ ６ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  
 生 活 援 護 資 金 貸 付 基 金 の 額 を 減 額 し ，同 基 金 を 廃 止 す る た め ，

提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

   生活援護資金貸付基金条例の廃止等に関する条例 

（生活援護資金貸付基金条例の廃止） 

第１条 生活援護資金貸付基金条例（昭和３８年豊中市条例第２２号）は，廃止する。 

（生活援護資金貸付基金条例の一部改正） 

第２条 生活援護資金貸付基金条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（基金の額） （基金の額） 

第２条 基金の額は，２４５，０００，０００円とする。 第２条 基金の額は，２３７，１３３，１１８円とする。 

   附 則 

１ この条例は，令和６年３月２９日から施行する。ただし，第２条の規定は，公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の日前に第１条の規定による廃止前の生活援護資金貸付基金条例の規定により貸し付けた生活援護資金については，なお従前の例による。 
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市 議 案 第 ２ ３ 号  
豊 中 市 立 児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 の 設 定 に つ い て  
 豊 中 市 立 児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を

次 の よ う に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ２ 月 ２ ６ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  
 児 童 福 祉 法 の 改 正 に 伴 い ， 豊 中 市 立 児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー の

役 割 の 明 確 化 を 図 る と と も に ， 所 要 の 規 定 を 整 備 す る た め ， 提

案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

   豊中市立児童発達支援センター条例の一部を改正する条例 

 豊中市立児童発達支援センター条例（昭和４０年豊中市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（設置） （設置） 

第１条 障害又は発達に課題のある児童を地域全体で育むため，日常生活にお

ける指導，訓練，医療等の支援を総合的に提供する施設として，豊中市に児

童発達支援センターを設置する。 

第１条 児童発達支援及び相談，専門的な助言，医療等の支援を総合的に提供

し，障害又は発達に課題のある児童を地域全体で育むための中核的な役割を

果たす施設として，豊中市に児童発達支援センターを設置する。 

（施設の構成） （施設の構成） 

第３条 豊中市立児童発達支援センター（以下「センター」という。）は，次

に掲げる施設をもって構成する。 

第３条 豊中市立児童発達支援センター（以下「センター」という。）は，次

に掲げる施設をもって構成する。 

(１) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第４

３条第１号に規定する福祉型児童発達支援センター 

(１) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第４

３条に規定する児童発達支援センター 

(２)・(３) （省 略） (２)・(３) （省 略） 

（事業） （事業） 

第４条 センターは，次に掲げる事業を行う。 第４条 センターは，次に掲げる事業を行う。 

(１) （省 略） (１) （省 略） 

(２) 法第６条の２の２第４項に規定する放課後等デイサービスに関する

事業（以下「放課後等デイサービス事業」という。） 

(２) 法第６条の２の２第３項に規定する放課後等デイサービスに関する

事業（以下「放課後等デイサービス事業」という。） 

(３) 法第６条の２の２第６項に規定する保育所等訪問支援に関する事業

（以下「保育所等訪問支援事業」という。） 

(３) 法第６条の２の２第５項に規定する保育所等訪問支援に関する事業

（以下「保育所等訪問支援事業」という。） 

(４) 法第６条の２の２第７項に規定する障害児相談支援事業（以下「障害 (４) 法第６条の２の２第６項に規定する障害児相談支援事業（以下「障害
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

児相談支援事業」という。） 児相談支援事業」という。） 

(５)～(８) （省 略） (５)～(８) （省 略） 

２～４ （省 略） ２～４ （省 略） 

附 則 

 この条例は，令和６年４月１日から施行する。 
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市 議 案 第 ２ ４ 号  
豊 中 市 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準

を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定 に つ い

て  
 豊 中 市 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条

例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ２ 月 ２ ６ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 の 改 正 に 伴 い ， 所

要 の 規 定 を 改 正 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

豊中市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

豊中市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年豊中市条例第５９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（最低基準の目的） （最低基準の目的） 

第３条 この条例で定める基準（以下「最低基準」という。）は，児童福祉施

設に入所している者が，明るくて，衛生的な環境において，素養があり，か

つ，適切な訓練を受けた職員の指導により，心身ともに健やかにして，社会

に適応するように育成されることを保障するものとする。 

第３条 この条例で定める基準（以下「最低基準」という。）は，児童福祉施

設に入所している者が，明るくて，衛生的な環境において，素養があり，か

つ，適切な訓練を受けた職員の指導又は支援により，心身ともに健やかにし

て，社会に適応するように育成されることを保障するものとする。 

（自立支援計画の策定） （自立支援計画の策定） 

第３０条 母子生活支援施設の長は，前条の目的を達成するため，入所中の

個々の母子について，母子やその家庭の状況等を勘案して，その自立を支援

するための計画を策定しなければならない。 

第３０条 母子生活支援施設の長は，前条の目的を達成するため，入所中の

個々の母子について，年齢，発達の状況その他の当該母子の事情に応じ意見

聴取その他の措置をとることにより，母子それぞれの意見又は意向，母子や

その家庭の状況等を勘案して，その自立を支援するための計画を策定しなけ

ればならない。 

（関係機関との連携） （関係機関との連携） 

第３３条 母子生活支援施設の長は，福祉事務所，母子・父子自立支援員，児

童の通学する学校，児童相談所，母子・父子福祉団体及び公共職業安定所並

びに必要に応じ児童家庭支援センター，婦人相談所等関係機関と密接に連携

して，母子の保護及び生活支援に当たらなければならない。 

第３３条 母子生活支援施設の長は，福祉事務所，母子・父子自立支援員，児

童の通学する学校，児童相談所，母子・父子福祉団体及び公共職業安定所並

びに必要に応じ児童家庭支援センター，里親支援センター，女性相談支援セ

ンター等関係機関と密接に連携して，母子の保護及び生活支援に当たらなけ

ればならない。 

   附 則 

 この条例は，令和６年４月１日から施行する。 
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市 議 案 第 ２ ５ 号  
豊 中 市 指 定 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 ， 設 備 及 び 運  
営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る  
条 例 の 設 定 に つ い て  

 豊 中 市 指 定 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 ， 設 備 及 び 運 営 に 関 す る

基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す

る も の と す る 。  
 
  令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ２ 月 ２ ６ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

児 童 福 祉 法 に 基 づ く 指 定 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 ， 設 備 及 び

運 営 に 関 す る 基 準 の 改 正 に 伴 い ， 所 要 の 規 定 を 改 正 す る た め ，

提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

 豊中市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 

 豊中市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（令和元年豊中市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

目次 目次 

第１章・第２章 （省 略） 第１章・第２章 （省 略） 

第３章 医療型児童発達支援 第３章 削除 

第１節 基本方針（第６７条）  

第２節 人員に関する基準（第６８条・第６９条）  

第３節 設備に関する基準（第７０条）  

第４節 運営に関する基準（第７１条―第７７条）  

第４章～第８章 （省 略） 第４章～第８章 （省 略） 

附則 附則 

（指定障害児通所支援事業者等の一般原則） （指定障害児通所支援事業者の一般原則） 

第３条 指定障害児通所支援事業者等は，通所給付決定保護者及び障害児の意

向，障害児の適性，障害の特性その他の事情を踏まえた計画（第２８条第１

項において「通所支援計画」という。）を作成し，これに基づき障害児に対

して指定通所支援を提供するとともに，その効果について継続的な評価を実

施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果

的に指定通所支援を提供しなければならない。 

第３条 指定障害児通所支援事業者は，通所給付決定保護者及び障害児の意

向，障害児の適性，障害の特性その他の事情を踏まえた計画（第２８条第１

項において「通所支援計画」という。）を作成し，これに基づき障害児に対

して指定通所支援を提供するとともに，その効果について継続的な評価を実

施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果

的に指定通所支援を提供しなければならない。 

２ 指定障害児通所支援事業者等は，当該指定障害児通所支援事業者等を利用

する障害児の意思及び人格を尊重して，常に障害児の立場に立った指定通所

２ 指定障害児通所支援事業者は，当該指定障害児通所支援事業者を利用する

障害児の意思及び人格を尊重して，常に当該障害児の立場に立った指定通所
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

支援の提供に努めなければならない。 支援の提供に努めなければならない。 

３ 指定障害児通所支援事業者等は，地域及び家庭との結び付きを重視した運

営を行い，都道府県，市町村，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第１項に規定する障

害福祉サービス（以下「障害福祉サービス」という。）を行う者，児童福祉

施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に

努めなければならない。 

３ 指定障害児通所支援事業者は，地域及び家庭との結び付きを重視した運営

を行い，都道府県，市町村，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第１項に規定する障害

福祉サービス（以下「障害福祉サービス」という。）を行う者，児童福祉施

設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努

めなければならない。 

４ 指定障害児通所支援事業者等は，当該指定障害児通所支援事業者等を利用

する障害児の人権の擁護，虐待の防止等のため，必要な体制の整備を行うと

ともに，その従業者に対し，研修を実施する等の措置を講じなければならな

い。 

４ 指定障害児通所支援事業者は，当該指定障害児通所支援事業者を利用する

障害児の人権の擁護，虐待の防止等のため，必要な体制の整備を行うととも

に，その従業者に対し，研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

（指定障害児通所支援事業者の指定の要件） （指定障害児通所支援事業者の指定の要件） 

第４条 法第２１条の５の１５第３項第１号（法第２１条の５の１６第４項及

び法第２１条の５の２０第２項において準用する場合を含む。）の条例で定

める者は，法人とする。ただし，法第６条の２の２第３項に規定する医療型

児童発達支援（病院又は診療所により行われるものに限る。）に係る指定の

申請については，この限りでない。 

第４条 法第２１条の５の１５第３項第１号（法第２１条の５の１６第４項及

び法第２１条の５の２０第２項において準用する場合を含む。）の条例で定

める者は，法人とする。 

第５条 児童発達支援に係る指定通所支援（以下「指定児童発達支援」という。）

の事業は，障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し，並

びに集団生活に適応することができるよう，当該障害児の身体及び精神の状

況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を

行うものでなければならない。 

第５条 児童発達支援に係る指定通所支援（以下「指定児童発達支援」という。）

の事業は，障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し，並

びに集団生活に適応することができるよう，当該障害児の身体及び精神の状

況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援をし，又はこ

れに併せて治療（上肢，下肢又は体幹の機能の障害のある児童に対して行わ

れるものに限る。以下同じ。）を行うものでなければならない。 

第７条 （省 略） 第７条 （省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

 ３ 前２項に掲げる従業者のほか，指定児童発達支援事業所において治療を行

う場合には，医療法（昭和２３年法律第２０５号）に規定する診療所として

必要とされる数の従業者を置かなければならない。 

３ 前項の規定に基づき，機能訓練担当職員等を置いた場合においては，当該

機能訓練担当職員等の数を児童指導員及び保育士の総数に含めることがで

きる。 

４ 第２項の規定に基づき，機能訓練担当職員等を置いた場合においては，当

該機能訓練担当職員等の数を児童指導員及び保育士の総数に含めることが

できる。 

４ 前２項の規定にかかわらず，主として難聴児を通わせる指定児童発達支援

事業所には，第１項各号に掲げる従業者のほか，次の各号に掲げる従業者（第

２項ただし書各号のいずれかに該当する場合にあっては，第３号に掲げる看

護職員を除く。）を置かなければならない。この場合において，当該各号に

掲げる従業者については，その数を児童指導員及び保育士の総数に含めるこ

とができる。 

(１) 言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに４以上 

(２) 機能訓練担当職員（日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に

限る。） 機能訓練を行うために必要な数 

(３) 看護職員（日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に

受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合に限る。） 医

療的ケアを行うために必要な数 

  

５ 第２項及び第３項の規定にかかわらず，主として重症心身障害児を通わせ

る指定児童発達支援事業所には，第１項各号に掲げる従業者のほか，次の各

号に掲げる従業者を置かなければならない。この場合において，当該各号に

掲げる従業者については，その数を児童指導員及び保育士の総数に含めるこ

とができる。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

(１) 看護職員 １以上 

(２) 機能訓練担当職員 １以上 

６ 第３項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第１

項第２号アの児童指導員及び保育士の総数の半数以上は，児童指導員又は保

育士でなければならない。 

５ 前項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第１項

第２号アの児童指導員及び保育士の総数の半数以上は，児童指導員又は保育

士でなければならない。 

７ 第１項第２号ア，第４項第１号及び次項の指定児童発達支援の単位は，指

定児童発達支援であって，その提供が同時に１又は複数の障害児に対して一

体的に行われるものをいう。 

６ 第１項第２号ア及び次項の指定児童発達支援の単位は，指定児童発達支援

であって，その提供が同時に１又は複数の障害児に対して一体的に行われる

ものをいう。 

８ 第１項から第５項まで（第１項第１号を除く。）に規定する従業者は，専

ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援

の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければなら

ない。ただし，障害児の支援に支障がない場合は，第１項第３号の栄養士及

び同項第４号の調理員については，併せて設置する他の社会福祉施設の職務

に従事させることができる。 

７ 第１項（第１号を除く。），第２項及び第４項に規定する従業者は，専ら

当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援の

単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければならな

い。ただし，障害児の支援に支障がない場合は，第１項第３号の栄養士及び

同項第４号の調理員については，併せて設置する他の社会福祉施設の職務に

従事させることができる。 

 ８ 第３項に規定する従業者は，専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従

事する者でなければならない。ただし，障害児の支援に支障がない場合は，

障害児の保護に直接従事する従業者を除き，併せて設置する他の社会福祉施

設の職務に従事させることができる。 

９ 前項の規定にかかわらず，保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し，

又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業

所に通所している障害児を交流させるときは，障害児の支援に支障がない場

合に限り，障害児の支援に直接従事する従業者については，これら児童への

保育に併せて従事させることができる。 

９ 前２項の規定にかかわらず，保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所

し，又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事

業所に通所している障害児を交流させるときは，障害児の支援に支障がない

場合に限り，障害児の支援に直接従事する従業者については，これら児童へ

の保育に併せて従事させることができる。 

（管理者） （管理者） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第８条 指定児童発達支援事業者は，指定児童発達支援事業所ごとに専らその

職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし，指定児童発達支援

事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は，当該指定児童発達支援事

業所の他の職務に従事させ，又は同一敷地内にある他の事業所，施設等の職

務に従事させることができる。 

第８条 指定児童発達支援事業者は，指定児童発達支援事業所ごとに専らその

職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし，指定児童発達支援

事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は，当該指定児童発達支援事

業所の他の職務に従事させ，又は当該指定児童発達支援事業所以外の事業

所，施設等の職務に従事させることができる。 

（設備） （設備） 

第１０条 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものを除

く。）には，指導訓練室のほか，指定児童発達支援の提供に必要な設備及び

備品等を備えなければならない。 

第１０条 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものを除

く。）には，発達支援室のほか，指定児童発達支援の提供に必要な設備及び

備品等を備えなければならない。 

２ 前項に規定する指導訓練室には，訓練に必要な機械器具等を備えなければ

ならない。 

２ 前項に規定する発達支援室には，支援に必要な機械器具等を備えなければ

ならない。 

３ （省 略） ３ （省 略） 

第１１条 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものに限

る。以下この条において同じ。）には，指導訓練室，遊戯室，屋外遊戯場（指

定児童発達支援事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以

下この項において同じ。），医務室，相談室，調理室及び便所並びに指定児

童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。ただ

し，主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあって

は，遊戯室，屋外遊戯場，医務室及び相談室は，障害児の支援に支障がない

場合は，設けないことができる。 

第１１条 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものに限

る。以下この条において同じ。）には，発達支援室，遊戯室，屋外遊戯場（指

定児童発達支援事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。），

医務室，相談室，調理室，便所及び静養室並びに指定児童発達支援の提供に

必要な設備及び備品等を設けなければならない。 

 ２ 指定児童発達支援事業所において治療を行う場合には，前項に規定する設

備（医務室を除く。）に加えて，医療法に規定する診療所として必要な設備

を設けなければならない。 

２ 前項に規定する設備の基準は，次のとおりとする。ただし，主として難聴 ３ 第１項に規定する設備の基準は，次のとおりとする。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

児を通わせる指定児童発達支援事業所又は主として重症心身障害児を通わ

せる指定児童発達支援事業所にあっては，この限りでない。 

(１) 指導訓練室 (１) 発達支援室 

ア・イ （省 略） ア・イ （省 略） 

(２) （省 略） (２) （省 略） 

３ 第１項に規定する設備のほか，主として知的障害のある児童を通わせる指

定児童発達支援事業所には静養室を，主として難聴児を通わせる指定児童発

達支援事業所には聴力検査室を設けなければならない。 

 

４ 第１項及び前項に規定する設備は，専ら当該指定児童発達支援の事業の用

に供するものでなければならない。ただし，障害児の支援に支障がない場合

は，併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。 

４ 第１項及び第２項に規定する設備は，専ら当該指定児童発達支援の事業の

用に供するものでなければならない。ただし，障害児の支援に支障がない場

合は，第２項に掲げる設備を除き，併せて設置する他の社会福祉施設の設備

に兼ねることができる。 

（利用定員） （利用定員） 

第１２条 指定児童発達支援事業所は，その利用定員を１０人以上とする。た

だし，主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあって

は，利用定員を５人以上とすることができる。 

第１２条 指定児童発達支援事業所は，その利用定員を１０人以上とする。た

だし，主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所（児童発

達支援センターであるものを除く。）にあっては，利用定員を５人以上とす

ることができる。 

（通所利用者負担額の受領） （通所利用者負担額の受領） 

第２４条 （省 略） 第２４条 （省 略） 

２ 指定児童発達支援事業者は，法定代理受領を行わない指定児童発達支援を

提供した際は，通所給付決定保護者から，当該指定児童発達支援に係る指定

通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。 

２ 指定児童発達支援事業者は，法定代理受領を行わない指定児童発達支援を

提供した際は，通所給付決定保護者から，次の各号に掲げる区分に応じ，当

該各号に定める額の支払を受けるものとする。 

 (１) 次号に掲げる場合以外の場合 当該指定児童発達支援に係る指定通
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

所支援費用基準額 

 (２) 治療を行う場合 前号に掲げる額のほか，当該指定児童発達支援のう

ち肢体不自由児通所医療（食事療養（健康保険法（大正１１年法律第７０

号）第６３条第２項第１号に規定する食事療養をいう。）を除く。以下同

じ。）に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例

により算定した費用の額 

３～６ （省 略） ３～６ （省 略） 

（通所利用者負担額に係る管理） （通所利用者負担額に係る管理） 

第２５条 指定児童発達支援事業者は，通所給付決定に係る障害児が同一の月

に当該指定児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の指定

障害児通所支援事業者等が提供する指定通所支援を受けた場合において，当

該障害児の通所給付決定保護者から依頼があったときは，当該指定児童発達

支援及び当該他の指定通所支援に係る通所利用者負担額の合計額（以下この

条において「通所利用者負担額合計額」という。）を算定しなければならな

い。この場合において，当該指定児童発達支援事業者は，当該指定児童発達

支援及び当該他の指定通所支援の状況を確認の上，通所利用者負担額合計額

を市町村に報告するとともに，当該通所給付決定保護者及び当該他の指定通

所支援を提供した指定障害児通所支援事業者等に通知しなければならない。 

第２５条 指定児童発達支援事業者は，通所給付決定に係る障害児が同一の月

に当該指定児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の指定

障害児通所支援事業者が提供する指定通所支援を受けた場合において，当該

障害児の通所給付決定保護者から依頼があったときは，当該指定児童発達支

援及び当該他の指定通所支援に係る通所利用者負担額の合計額（以下この条

において「通所利用者負担額合計額」という。）を算定しなければならない。

この場合において，当該指定児童発達支援事業者は，当該指定児童発達支援

及び当該他の指定通所支援の状況を確認の上，通所利用者負担額合計額を市

町村に報告するとともに，当該通所給付決定保護者及び当該他の指定通所支

援を提供した指定障害児通所支援事業者に通知しなければならない。 

（障害児通所給付費の額に係る通知等） （障害児通所給付費の額に係る通知等） 

第２６条 指定児童発達支援事業者は，法定代理受領により指定児童発達支援

に係る障害児通所給付費の支給を受けた場合は，通所給付決定保護者に対

し，当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費の額を通知しなければ

ならない。 

第２６条 指定児童発達支援事業者は，法定代理受領により指定児童発達支援

に係る障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受けた場合

は，通所給付決定保護者に対し，当該通所給付決定保護者に係る障害児通所

給付費及び肢体不自由児通所医療費の額を通知しなければならない。 

２ （省 略） ２ （省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（指定児童発達支援の取扱方針） （指定児童発達支援の取扱方針） 

第２７条 指定児童発達支援事業者は，次条第１項に規定する児童発達支援計

画に基づき，障害児の心身の状況等に応じて，その者の支援を適切に行うと

ともに，指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配

慮しなければならない。 

第２７条 指定児童発達支援事業者は，第２８条第１項に規定する児童発達支

援計画に基づき，障害児の心身の状況等に応じて，その者の支援を適切に行

うとともに，指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよ

う配慮しなければならない。 

 ２ 指定児童発達支援事業者は，障害児が自立した日常生活又は社会生活を営

むことができるよう，障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊

重するための配慮をしなければならない。 

２ （省 略） ３ （省 略） 

 ４ 指定児童発達支援事業者は，障害児の適性，障害の特性その他の事情を踏

まえた指定児童発達支援（治療に係る部分を除く。以下この条及び次条にお

いて同じ。）の確保並びに次項に規定する指定児童発達支援の質の評価及び

その改善の適切な実施の観点から，指定児童発達支援の提供に当たっては，

心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援を行わなければならない。 

３ （省 略） ５ （省 略） 

４ 指定児童発達支援事業者は，前項の規定により，その提供する指定児童発

達支援の質の評価及び改善を行うに当たっては，次に掲げる事項について，

自ら評価を行うとともに，当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児の

保護者による評価を受けて，その改善を図らなければならない。 

６ 指定児童発達支援事業者は，前項の規定により，その提供する指定児童発

達支援の質の評価及び改善を行うに当たっては，次に掲げる事項について，

当該指定児童発達支援事業所の従業者による評価を受けた上で，自ら評価

（以下この条において「自己評価」という。）を行うとともに，当該指定児

童発達支援事業者を利用する障害児の通所給付決定保護者（以下この条にお

いて「保護者」という。）による評価（以下この条において「保護者評価」

という。）を受けて，その改善を図らなければならない。 

(１)～(７) （省 略） (１)～(７) （省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

５ 指定児童発達支援事業者は，おおむね１年に１回以上，前項の評価及び改

善の内容をインターネットの利用その他の方法により公表しなければなら

ない。 

７ 指定児童発達支援事業者は，おおむね１年に１回以上，自己評価及び保護

者評価並びに前項に規定する改善の内容を，保護者に示すとともに，インタ

ーネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 

 第２７条の２ 指定児童発達支援事業者は，指定児童発達支援事業所ごとに指

定児童発達支援プログラム（前条第４項に規定する領域との関連性を明確に

した指定児童発達支援の実施に関する計画をいう。）を策定し，インターネ

ットの利用その他の方法により公表しなければならない。 

 （障害児の地域社会への参加及び包摂の推進） 

第２７条の３ 指定児童発達支援事業者は，障害児が指定児童発達支援を利用

することにより，地域の保育，教育等の支援を受けることができるようにす

ることで，障害の有無にかかわらず，全ての児童が共に成長できるよう，障

害児の地域社会への参加及び包摂（以下「インクルージョン」という。）の

推進に努めなければならない。 

（児童発達支援計画の作成等） （児童発達支援計画の作成等） 

第２８条 （省 略） 第２８条 （省 略） 

２ 児童発達支援管理責任者は，児童発達支援計画の作成に当たっては，適切

な方法により，障害児について，その有する能力，その置かれている環境及

び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の

希望する生活並びに課題等の把握（以下この条において「アセスメント」と

いう。）を行い，障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をし

なければならない。 

２ 児童発達支援管理責任者は，児童発達支援計画の作成に当たっては，適切

な方法により，障害児について，その有する能力，その置かれている環境及

び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の

希望する生活並びに課題等の把握（以下この条において「アセスメント」と

いう。）を行うとともに，障害児の年齢及び発達の程度に応じて，その意見

が尊重され，その最善の利益が優先して考慮され，心身ともに健やかに育成

されるよう障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなけ

ればならない。 

３ （省 略） ３ （省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

４ 児童発達支援管理責任者は，アセスメント及び支援内容の検討結果に基づ

き，通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向，障害児に対する総

合的な支援目標及びその達成時期，生活全般の質を向上させるための課題，

指定児童発達支援の具体的内容，指定児童発達支援を提供する上での留意事

項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなければ

ならない。この場合において，障害児の家族に対する援助及び当該指定児童

発達支援事業所が提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービス又は

福祉サービスとの連携も含めて児童発達支援計画の原案に位置付けるよう

努めなければならない。 

４ 児童発達支援管理責任者は，アセスメント及び支援内容の検討結果に基づ

き，通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向，障害児に対する総

合的な支援目標及びその達成時期，生活全般の質を向上させるための課題，

第２７条第４項に規定する領域との関連性及びインクルージョンの観点を

踏まえた指定児童発達支援の具体的内容，指定児童発達支援を提供する上で

の留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成し

なければならない。この場合において，障害児の家族に対する援助及び当該

指定児童発達支援事業所が提供する指定児童発達支援以外の保健医療サー

ビス又は福祉サービスとの連携も含めて児童発達支援計画の原案に位置付

けるよう努めなければならない。 

５ 児童発達支援管理責任者は，児童発達支援計画の作成に当たっては，障害

児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議

（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）

を活用して行うことができるものとする。）を開催し，児童発達支援計画の

原案について意見を求めるものとする。 

５ 児童発達支援管理責任者は，児童発達支援計画の作成に当たっては，障害

児の意見が尊重され，その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した

上で，障害児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して

行う会議（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」

という。）を活用して行うことができるものとする。）を開催し，児童発達

支援計画の原案について意見を求めるものとする。 

６ （省 略） ６ （省 略） 

７ 児童発達支援管理責任者は，児童発達支援計画を作成した際には，当該児

童発達支援計画を通所給付決定保護者に交付しなければならない。 

７ 児童発達支援管理責任者は，児童発達支援計画を作成した際には，当該児

童発達支援計画を通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者に対し

て指定障害児相談支援（法第２４条の２６第２項に規定する指定障害児相談

支援をいう。）を提供する者に交付しなければならない。 

８～10 （省 略） ８～10 （省 略） 

（児童発達支援管理責任者の責務） （児童発達支援管理責任者の責務） 

第２９条 （省 略） 第２９条 （省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

 ２ 児童発達支援管理責任者は，業務を行うに当たっては，障害児が自立した

日常生活又は社会生活を営むことができるよう，障害児及び通所給付決定保

護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない。 

（指導，訓練等） （支援） 

第３１条 指定児童発達支援事業者は，障害児の心身の状況に応じ，障害児の

自立の支援と日常生活の充実に資するよう，適切な技術をもって指導，訓練

等を行わなければならない。 

第３１条 指定児童発達支援事業者は，障害児の心身の状況に応じ，障害児の

自立の支援と日常生活の充実に資するよう，適切な技術をもって支援を行わ

なければならない。 

２ （省 略） ２ （省 略） 

３ 指定児童発達支援事業者は，障害児の適性に応じ，障害児ができる限り健

全な社会生活を営むことができるよう，より適切に指導，訓練等を行わなけ

ればならない。 

３ 指定児童発達支援事業者は，障害児の適性に応じ，障害児ができる限り健

全な社会生活を営むことができるよう，より適切に支援を行わなければなら

ない。 

４ 指定児童発達支援事業者は，常時１人以上の従業者を指導，訓練等に従事

させなければならない。 

４ 指定児童発達支援事業者は，常時１人以上の従業者を支援に従事させなけ

ればならない。 

５ 指定児童発達支援事業者は，障害児に対して，当該障害児に係る通所給付

決定保護者の負担により，指定児童発達支援事業所の従業者以外の者による

指導，訓練等を受けさせてはならない。 

５ 指定児童発達支援事業者は，障害児に対して，当該障害児に係る通所給付

決定保護者の負担により，指定児童発達支援事業所の従業者以外の者による

支援を受けさせてはならない。 

（通所給付決定保護者に関する市町村への通知） （通所給付決定保護者に関する市町村への通知） 

第３６条 指定児童発達支援事業者は，指定児童発達支援を受けている障害児

に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給

付費若しくは特例障害児通所給付費の支給を受け，又は受けようとしたとき

は，遅滞なく，意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

第３６条 指定児童発達支援事業者は，指定児童発達支援を受けている障害児

に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給

付費若しくは特例障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を

受け，又は受けようとしたときは，遅滞なく，意見を付してその旨を市町村

に通知しなければならない。 

（定員の遵守） （定員の遵守） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第４０条 指定児童発達支援事業者は，利用定員及び指導訓練室の定員を超え

て，指定児童発達支援の提供を行ってはならない。ただし，災害，虐待その

他のやむを得ない事情がある場合は，この限りでない。 

第４０条 指定児童発達支援事業者は，利用定員及び発達支援室の定員を超え

て，指定児童発達支援の提供を行ってはならない。ただし，災害，虐待その

他のやむを得ない事情がある場合は，この限りでない。 

（安全計画の策定等） （安全計画の策定等） 

第４１条の２ （省 略） 第４１条の２ （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

３ 指定児童発達支援事業者は，障害児の安全の確保に関して保護者との連携

が図られるよう，保護者に対し，安全計画に基づく取組の内容等について周

知しなければならない。 

３ 指定児童発達支援事業者は，障害児の安全の確保に関して通所給付決定保

護者との連携が図られるよう，通所給付決定保護者に対し，安全計画に基づ

く取組の内容等について周知しなければならない。 

４ （省 略） ４ （省 略） 

（協力医療機関） （協力医療機関） 

第４３条 指定児童発達支援事業者は，障害児の病状の急変等に備えるため，

あらかじめ，協力医療機関を定めておかなければならない。 

第４３条 指定児童発達支援事業者（治療を行うものを除く。）は，障害児の

病状の急変等に備えるため，あらかじめ，協力医療機関を定めておかなけれ

ばならない。 

（利益供与等の禁止） （利益供与等の禁止） 

第５０条 指定児童発達支援事業者は，障害児相談支援事業者若しくは障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条第１８項に

規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者（次項におい

て「障害児相談支援事業者等」という。），障害福祉サービスを行う者等又

はその従業者に対し，障害児又はその家族に対して当該指定児童発達支援事

業者を紹介することの対償として，金品その他の財産上の利益を供与しては

ならない。 

第５０条 指定児童発達支援事業者は，障害児相談支援事業者若しくは障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条第１９項に

規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者（次項におい

て「障害児相談支援事業者等」という。），障害福祉サービスを行う者等又

はその従業者に対し，障害児又はその家族に対して当該指定児童発達支援事

業者を紹介することの対償として，金品その他の財産上の利益を供与しては

ならない。 

２ （省 略） ２ （省 略） 
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（設備） （設備） 

第６１条 基準該当児童発達支援事業所には，指導訓練を行う場所を確保する

とともに，基準該当児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなけ

ればならない。 

第６１条 基準該当児童発達支援事業所には，発達支援を行う場所を確保する

とともに，基準該当児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなけ

ればならない。 

２ 前項に規定する指導訓練を行う場所には，訓練に必要な機械器具等を備え

なければならない。 

２ 前項に規定する発達支援を行う場所には，支援に必要な機械器具等を備え

なければならない。 

３ （省 略） ３ （省 略） 

第３章 医療型児童発達支援 

第１節 基本方針 

第６７条 医療型児童発達支援に係る指定通所支援（以下「指定医療型児童発

達支援」という。）の事業は，障害児が日常生活における基本的動作及び知

識技能を習得し，並びに集団生活に適応することができるよう，当該障害児

の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果

的な指導及び訓練並びに治療を行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第６８条 指定医療型児童発達支援の事業を行う者（以下「指定医療型児童発

達支援事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定医療型児童

発達支援事業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は，次のとおり

とする。 

(１) 医療法（昭和２３年法律第２０５号）に規定する診療所として必要と

される従業者 同法に規定する診療所として必要とされる数 

(２) 児童指導員 １以上 

(３) 保育士（特区法第１２条の５第５項に規定する事業実施区域内にある

第３章 削除 

 

第６７条から第７７条まで 削除 
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指定医療型児童発達支援事業所にあっては，保育士又は当該事業実施区域

に係る国家戦略特別区域限定保育士） １以上 

(４) 看護職員 １以上 

(５) 理学療法士又は作業療法士 １以上 

(６) 児童発達支援管理責任者 １以上 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか，指定医療型児童発達支援事業所において

日常生活を営むのに必要な言語訓練等を行う場合には，機能訓練担当職員を

置かなければならない。 

３ 第１項各号及び前項に規定する従業者は，専ら当該指定医療型児童発達支

援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし，障害児の支援に

支障がない場合は，障害児の保護に直接従事する従業者を除き，併せて設置

する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。 

４ 前項の規定にかかわらず，保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し，

又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定医療型児童発達支

援事業所に通所している障害児を交流させるときは，障害児の支援に支障が

ない場合に限り，障害児の支援に直接従事する従業者については，これら児

童への保育に併せて従事させることができる。 

（準用） 

第６９条 第８条の規定は，指定医療型児童発達支援の事業について準用す

る。 

第３節 設備に関する基準 

（設備） 

第７０条 指定医療型児童発達支援事業所の設備の基準は，次のとおりとす

る。 
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(１) 医療法に規定する診療所として必要とされる設備を有すること。 

(２) 指導訓練室，屋外訓練場，相談室及び調理室を有すること。 

(３) 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を有する

こと。 

２ 指定医療型児童発達支援事業所は，その階段の傾斜を緩やかにしなければ

ならない。 

３ 第１項各号に掲げる設備は，専ら当該指定医療型児童発達支援の事業の用

に供するものでなければならない。ただし，障害児の支援に支障がない場合

は，同項第１号に掲げる設備を除き，併せて設置する他の社会福祉施設の設

備に兼ねることができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用定員） 

第７１条 指定医療型児童発達支援事業所は，その利用定員を１０人以上とす

る。 

（通所利用者負担額の受領） 

第７２条 指定医療型児童発達支援事業者は，指定医療型児童発達支援を提供

した際は，通所給付決定保護者から当該指定医療型児童発達支援に係る通所

利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定医療型児童発達支援事業者は，法定代理受領を行わない指定医療型児

童発達支援を提供した際は，通所給付決定保護者から，次の各号に掲げる費

用の額の支払を受けるものとする。 

(１) 当該指定医療型児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額 

(２) 当該指定医療型児童発達支援のうち肢体不自由児通所医療（食事療養

（健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６３条第２項第１号に規定す
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る食事療養をいう。）を除く。以下同じ。）に係るものにつき健康保険の

療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額 

３ 指定医療型児童発達支援事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，指定

医療型児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち，次の各号

に掲げる費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。 

(１) 食事の提供に要する費用 

(２) 日用品費 

(３) 前２号に掲げるもののほか，指定医療型児童発達支援において提供さ

れる便宜に要する費用のうち，日常生活においても通常必要となるものに

係る費用であって，通所給付決定保護者に負担させることが適当と認めら

れるもの 

４ 前項第１号に掲げる費用については，基準府令第６０条第４項のこども家

庭庁長官が定めるところによるものとする。 

５ 指定医療型児童発達支援事業者は，第１項から第３項までの費用の額の支

払を受けた場合は，当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給

付決定保護者に対し交付しなければならない。 

６ 指定医療型児童発達支援事業者は，第３項の費用に係るサービスの提供に

当たっては，あらかじめ，通所給付決定保護者に対し，当該サービスの内容

及び費用について説明を行い，通所給付決定保護者の同意を得なければなら

ない。 

（障害児通所給付費の額に係る通知等） 

第７３条 指定医療型児童発達支援事業者は，法定代理受領により指定医療型

児童発達支援に係る障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給

を受けた場合は，通所給付決定保護者に対し，当該通所給付決定保護者に係
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る障害児通所給付費及び肢体不自由児通所医療費の額を通知しなければな

らない。 

２ 指定医療型児童発達支援事業者は，前条第２項の法定代理受領を行わない

指定医療型児童発達支援に係る費用の額の支払を受けた場合は，その提供し

た指定医療型児童発達支援の内容，費用の額その他必要と認められる事項を

記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付しなけれ

ばならない。 

（通所給付決定保護者に関する市町村への通知） 

第７４条 指定医療型児童発達支援事業者は，指定医療型児童発達支援を受け

ている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって

障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医

療費の支給を受け，又は受けようとしたときは，遅滞なく，意見を付してそ

の旨を市町村に通知しなければならない。 

（運営規程） 

第７５条 指定医療型児童発達支援事業者は，指定医療型児童発達支援事業所

ごとに，次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程

を定めておかなければならない。 

(１) 事業の目的及び運営の方針 

(２) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(３) 営業日及び営業時間 

(４) 利用定員 

(５) 指定医療型児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領

する費用の種類及びその額 

(６) 通常の事業の実施地域（当該指定医療型児童発達支援事業所が通常時
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に指定医療型児童発達支援を提供する地域をいう。） 

(７) サービスの利用に当たっての留意事項 

(８) 緊急時等における対応方法 

(９) 非常災害対策 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) その他運営に関する重要事項 

（情報の提供等） 

第７６条 指定医療型児童発達支援事業者は，指定医療型児童発達支援を利用

しようとする障害児が，これを適切かつ円滑に利用できるように，当該指定

医療型児童発達支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行

うよう努めなければならない。 

２ 指定医療型児童発達支援事業者は，当該指定医療型児童発達支援事業者に

ついて広告をする場合において，その内容を虚偽のもの又は誇大なものとし

てはならない。 

（準用） 

第７７条 第１３条から第２３条まで，第２５条，第２７条（第４項及び第５

項を除く。）から第３５条まで，第３７条，第３９条から第４２条まで，第

４４条から第４８条まで，第５０条から第５３条まで及び第５５条の規定

は，指定医療型児童発達支援の事業について準用する。この場合において，

第１３条第１項中「第３８条」とあるのは「第７５条」と，第１７条中「い

う。第３８条第６号及び」とあるのは「いう。」と，第２３条第２項中「次

条」とあるのは「第７２条」と，第２７条第１項及び第２８条中「児童発達

支援計画」とあるのは「医療型児童発達支援計画」と，第３５条中「医療機

関」とあるのは「他の専門医療機関」と，第４４条第１項中「従業者の勤務
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の体制，前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と，第５

５条第２項第２号中「児童発達支援計画」とあるのは「医療型児童発達支援

計画」と，同項第３号中「第３６条」とあるのは「第７４条」と読み替える

ものとする。 

第７８条 放課後等デイサービスに係る指定通所支援（以下「指定放課後等デ

イサービス」という。）の事業は，障害児が生活能力の向上のために必要な

訓練を行い，及び社会との交流を図ることができるよう，当該障害児の身体

及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指

導及び訓練を行うものでなければならない。 

第７８条 放課後等デイサービスに係る指定通所支援（以下「指定放課後等デ

イサービス」という。）の事業は，障害児が生活能力の向上のために必要な

支援を行い，及び社会との交流を図ることができるよう，当該障害児の身体

及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支

援を行うものでなければならない。 

（設備） （設備） 

第８１条 指定放課後等デイサービス事業所には，指導訓練室のほか，指定放

課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を設けなければならな

い。 

第８１条 指定放課後等デイサービス事業所には，発達支援室のほか，指定放

課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を設けなければならな

い。 

２ 前項に規定する指導訓練室には，訓練に必要な機械器具等を備えなければ

ならない。 

２ 前項に規定する発達支援室には，支援に必要な機械器具等を備えなければ

ならない。 

３ （省 略） ３ （省 略） 

（設備） （設備） 

第８７条 基準該当放課後等デイサービス事業所には，指導訓練を行う場所を

確保するとともに，基準該当放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び

備品等を備えなければならない。 

第８７条 基準該当放課後等デイサービス事業所には，発達支援を行う場所を

確保するとともに，基準該当放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び

備品等を備えなければならない。 

２ 前項に規定する指導訓練を行う場所には，訓練に必要な機械器具等を備え

なければならない。 

２ 前項に規定する発達支援を行う場所には，支援に必要な機械器具等を備え

なければならない。 

３ （省 略） ３ （省 略） 
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（従業者の員数） （従業者の員数） 

第９１条 （省 略） 第９１条 （省 略） 

２ 前項第１号に掲げる訪問支援員は，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，

看護職員若しくは保育士（特区法第１２条の５第５項に規定する事業実施区

域内にある指定居宅訪問型児童発達支援事業所にあっては，保育士又は当該

事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士）の資格を取得後又は児童

指導員若しくは心理指導担当職員（学校教育法に基づく大学（短期大学を除

く。）若しくは大学院において，心理学を専修する学科，研究科若しくはこ

れに相当する課程を修めて卒業した者であって，個人及び集団心理療法の技

術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をい

う。）として配置された日以後，障害児について，入浴，排せつ，食事その

他の介護を行い，及び当該障害児の介護を行う者に対して介護に関する指導

を行う業務又は日常生活における基本的な動作の指導，知識技能の付与，生

活能力の向上のために必要な訓練その他の支援（以下「訓練等」という。）

を行い，及び当該障害児の訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行

う業務その他職業訓練又は職業教育に係る業務に３年以上従事した者でな

ければならない。 

２ 前項第１号に掲げる訪問支援員は，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，

看護職員若しくは保育士（特区法第１２条の５第５項に規定する事業実施区

域内にある指定居宅訪問型児童発達支援事業所にあっては，保育士又は当該

事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士）の資格を取得後又は児童

指導員若しくは心理担当職員（学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）

若しくは大学院において，心理学を専修する学科，研究科若しくはこれに相

当する課程を修めて卒業した者であって，個人及び集団心理療法の技術を有

するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。）とし

て配置された日以後，障害児について，入浴，排せつ，食事その他の介護を

行い，及び当該障害児の介護を行う者に対して介護に関する指導を行う業務

又は日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得，生活能力の向上の

ために必要な支援その他の支援（以下この項において単に「支援」という。）

を行い，並びに当該障害児の支援を行う者に対して支援に関する指導を行う

業務その他職業訓練若しくは職業教育に係る業務に３年以上従事した者で

なければならない。 

３ （省 略） ３ （省 略） 

（準用） （準用） 

第９７条 第１３条から第２３条まで，第２５条，第２６条，第２７条（第４

項及び第５項を除く。），第２８条から第３１条まで，第３３条，第３５条

から第３７条まで，第３９条，第３９条の２，第４１条の２，第４１条の３

第１項，第４２条から第４６条まで，第４８条，第５０条，第５１条，第５

２条第１項，第５３条から第５５条まで及び第７６条の規定は，指定居宅訪

第９７条 第１３条から第２３条まで，第２５条，第２６条，第２７条（第６

項及び第７項を除く。），第２７条の２，第２８条から第３１条まで，第３

３条，第３５条から第３７条まで，第３９条，第３９条の２，第４１条の２，

第４１条の３第１項，第４２条から第４６条まで，第４８条から第５１条ま

で，第５２条第１項及び第５３条から第５５条までの規定は，指定居宅訪問
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問型児童発達支援の事業について準用する。この場合において，第１３条第

１項中「第３８条」とあるのは「第９６条」と，第１７条中「いう。第３８

条第６号及び第５２条第２項において同じ。」とあるのは「いう。」と，第

２３条第２項中「次条」とあるのは「第９５条」と，第２６条第２項中「第

２４条第２項」とあるのは「第９５条第２項」と，第２７条第１項，第２８

条及び第５５条第２項第２号中「児童発達支援計画」とあるのは「居宅訪問

型児童発達支援計画」と読み替えるものとする。 

型児童発達支援の事業について準用する。この場合において，第１３条第１

項中「第３８条」とあるのは「第９６条」と，第１７条中「いう。第３８条

第６号及び第５２条第２項において同じ。」とあるのは「いう。」と，第２

３条第２項中「次条第１項」とあるのは「第９５条第１項」と，第２６条第

２項中「第２４条第２項」とあるのは「第９５条第２項」と，第２７条第１

項，第２８条及び第５５条第２項第２号中「児童発達支援計画」とあるのは

「居宅訪問型児童発達支援計画」と，第２８条第４項中「関連性及びインク

ルージョンの観点」とあるのは「関連性」と，第４９条第１項中「行わなけ

れば」とあるのは「行うよう努めなければ」と読み替えるものとする。 

（準用） （準用） 

第１０２条 第１３条から第２３条まで，第２５条，第２６条，第２７条（第

４項及び第５項を除く。），第２８条から第３１条まで，第３３条，第３５

条から第３７条まで，第３９条，第３９条の２，第４１条の２，第４１条の

３第１項，第４２条，第４４条から第４６条まで，第４８条，第５０条，第

５１条，第５２条第１項，第５３条から第５５条まで，第７６条及び第９４

条から第９６条までの規定は，指定保育所等訪問支援の事業について準用す

る。この場合において，第１３条第１項中「第３８条」とあるのは「第１０

２条において準用する第９６条」と，第１７条中「いう。第３８条第６号及

び第５２条第２項において同じ。」とあるのは「いう。」と，第２３条第２

項中「次条第１項」とあるのは「第１０２条において準用する第９５条第１

項」と，第２６条第２項中「第２４条第２項」とあるのは「第１０２条にお

いて準用する第９５条第２項」と，第２７条第１項及び第２８条中「児童発

達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と，第４４条第１項中「従

業者の勤務の体制，前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」

第１０２条 第１３条から第２３条まで，第２５条，第２６条，第２７条（第

４項を除く。），第２７条の３，第２８条から第３１条まで，第３３条，第

３５条から第３７条まで，第３９条，第３９条の２，第４１条の２，第４１

条の３第１項，第４２条，第４４条から第４６条まで，第４８条から第５１

条まで，第５２条第１項，第５３条から第５５条まで及び第９４条から第９

６条までの規定は，指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場

合において，第１３条第１項中「第３８条」とあるのは「第１０２条におい

て準用する第９６条」と，第１７条中「いう。第３８条第６号及び第５２条

第２項において同じ。」とあるのは「いう。」と，第２３条第２項中「次条

第１項」とあるのは「第１０２条において準用する第９５条第１項」と，第

２６条第２項中「第２４条第２項」とあるのは「第１０２条において準用す

る第９５条第２項」と，第２７条第１項及び第２８条中「児童発達支援計画」

とあるのは「保育所等訪問支援計画」と，第２７条第６項中「を受けて」と

あるのは「及び当該事業所の訪問支援員が当該障害児に対して保育所等訪問
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と，第５５条第２項第２号中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪

問支援計画」と読み替えるものとする。 

支援を行うに当たって訪問する施設（以下「訪問先施設」という。）による

評価（以下「訪問先施設評価」という。）を受けて」と，同項第５号中「保

護者」とあるのは「保護者並びに当該訪問先施設」と，同条第７項中「及び

保護者評価」とあるのは「，保護者評価及び訪問先施設評価」と，「保護者」

とあるのは「保護者及び訪問先施設」と，第２８条第４項中「第２７条第４

項に規定する領域との関連性及びインクルージョン」とあるのは「インクル

ージョン」と，同条第５項中「担当者等」とあるのは「担当者及び当該障害

児に係る訪問先施設の担当者等」と，第４４条第１項中「従業者の勤務の体

制，前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と，第４９条

第１項中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」と，第５５

条第２項第２号中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」

と読み替えるものとする。 

（従業者の員数に関する特例） （従業者の員数に関する特例） 

第１０３条 多機能型事業所（この条例に規定する事業のみを行う多機能型事

業所に限る。）に係る事業を行う者に対する第６条第１項から第３項まで及

び第５項，第７条（第３項及び第６項を除く。），第６８条，第７９条第１

項から第３項まで及び第５項，第９１条第１項並びに第９９条第１項の規定

の適用については，第６条第１項中「事業所（以下「指定児童発達支援事業

所」という。）」とあるのは「多機能型事業所」と，同項第１号中「指定児

童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と，「指定児童発達支援

の」とあるのは「指定通所支援の」と，同条第２項中「指定児童発達支援事

業所」とあるのは「多機能型事業所」と，同条第３項及び第５項中「指定児

童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と，第７条第１項中「指定児童発

達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と，同項第２号ア中「指定児

第１０３条 多機能型事業所（この条例に規定する事業のみを行う多機能型事

業所に限る。）に係る事業を行う者に対する第６条第１項から第３項まで及

び第５項，第７条（第４項及び第５項を除く。），第７９条第１項から第３

項まで及び第５項，第９１条第１項並びに第９９条第１項の規定の適用につ

いては，第６条第１項中「事業所（以下「指定児童発達支援事業所」という。）」

とあるのは「多機能型事業所」と，同項第１号中「指定児童発達支援事業所」

とあるのは「多機能型事業所」と，「指定児童発達支援の」とあるのは「指

定通所支援の」と，同条第２項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多

機能型事業所」と，同条第３項及び第５項中「指定児童発達支援」とあるの

は「指定通所支援」と，第７条第１項中「指定児童発達支援事業所」とある

のは「多機能型事業所」と，同項第２号ア中「指定児童発達支援」とあるの
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童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と，同条第２項及び第４項中「指

定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と，同項第１号中「指

定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と，同条第５項中「指定児童

発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と，同条第７項中「指定児

童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と，同条第８項中「指定児童発達

支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と，「指定児童発達支援の」と

あるのは「指定通所支援の」と，第６８条第１項中「事業所（以下「指定医

療型児童発達支援事業所」という。）」とあり，並びに同項第３号並びに同

条第２項及び第３項中「指定医療型児童発達支援事業所」とあるのは「多機

能型事業所」と，第７９条第１項中「事業所（以下「指定放課後等デイサー

ビス事業所」という。）」とあるのは「多機能型事業所」と，同項第１号中

「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と，「指

定放課後等デイサービスの」とあるのは「指定通所支援の」と，同条第２項

中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と，

同条第３項及び第５項中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通

所支援」と，第９１条第１項中「事業所（以下「指定居宅訪問型児童発達支

援事業所」という。）」とあるのは「多機能型事業所」と，第９９条第１項

中「事業所（以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。）」とあるのは

「多機能型事業所」とする。 

は「指定通所支援」と，同条第２項及び第３項中「指定児童発達支援事業所」

とあるのは「多機能型事業所」と，同条第６項中「指定児童発達支援」とあ

るのは「指定通所支援」と，同条第７項中「指定児童発達支援事業所」とあ

るのは「多機能型事業所」と，「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通

所支援の」と，同条第８項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機

能型事業所」と，第７９条第１項中「事業所（以下「指定放課後等デイサー

ビス事業所」という。）」とあるのは「多機能型事業所」と，同項第１号中

「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と，「指

定放課後等デイサービスの」とあるのは「指定通所支援の」と，同条第２項

中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と，

同条第３項及び第５項中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通

所支援」と，第９１条第１項中「事業所（以下「指定居宅訪問型児童発達支

援事業所」という。）」とあるのは「多機能型事業所」と，第９９条第１項

中「事業所（以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。）」とあるのは

「多機能型事業所」とする。 

２ （省 略） ２ （省 略） 

（利用定員に関する特例） （利用定員に関する特例） 

第１０５条 多機能型事業所（この条例に規定する事業のみを行う多機能型事

業所に限る。）は，第１２条，第７１条及び第８２条の規定にかかわらず，

その利用定員を，当該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援の事業を通

第１０５条 多機能型事業所（この条例に規定する事業のみを行う多機能型事

業所に限る。）は，第１２条及び第８２条の規定にかかわらず，その利用定

員を，当該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援の事業を通じて１０人
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じて１０人以上とすることができる。 以上とすることができる。 

２ 利用定員の合計が２０人以上である多機能型事業所（この条例に規定する

事業のみを行う多機能型事業所を除く。）は，第１２条，第７１条及び第８

２条の規定にかかわらず，指定児童発達支援，指定医療型児童発達支援又は

指定放課後等デイサービスの利用定員を５人以上（指定児童発達支援の事

業，指定医療型児童発達支援の事業又は指定放課後等デイサービスの事業を

併せて行う場合にあっては，これらの事業を通じて５人以上）とすることが

できる。 

２ 利用定員の合計が２０人以上である多機能型事業所（この条例に規定する

事業のみを行う多機能型事業所を除く。）は，第１２条及び第８２条の規定

にかかわらず，指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービスの利用定員

を５人以上（指定児童発達支援の事業又は指定放課後等デイサービスの事業

を併せて行う場合にあっては，これらの事業を通じて５人以上）とすること

ができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず，主として重症心身障害児を通わせる多機能型

事業所は，第１２条，第７１条及び第８２条の規定にかかわらず，その利用

定員を５人以上とすることができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず，主として重症心身障害児を通わせる多機能型

事業所は，第１２条及び第８２条の規定にかかわらず，その利用定員を５人

以上とすることができる。 

４ 第２項の規定にかかわらず，多機能型事業所は，主として重度の知的障害

及び重度の上肢，下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者につき行

う生活介護の事業を併せて行う場合にあっては，第１２条，第７１条及び第

８２条の規定にかかわらず，その利用定員を，当該多機能型事業所が行う全

ての事業を通じて５人以上とすることができる。 

４ 第２項の規定にかかわらず，多機能型事業所は，主として重度の知的障害

及び重度の上肢，下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者につき行

う生活介護の事業を併せて行う場合にあっては，第１２条及び第８２条の規

定にかかわらず，その利用定員を，当該多機能型事業所が行う全ての事業を

通じて５人以上とすることができる。 

（電磁的記録等） （電磁的記録等） 

第１０６条 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は，作成，保存その

他これらに類するもののうち，この条例の規定において書面（書面，書類，

文書，謄本，抄本，正本，副本，複本その他文字，図形等人の知覚によって

認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この

条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの（第１

４条第１項（第５９条，第６３条，第７７条，第８４条，第８５条，第８９

条，第９７条及び第１０２条において準用する場合を含む。），第１８条（第

第１０６条 指定障害児通所支援事業者及びその従業者は，作成，保存その他

これらに類するもののうち，この条例の規定において書面（書面，書類，文

書，謄本，抄本，正本，副本，複本その他文字，図形等人の知覚によって認

識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条

において同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの（第１４

条第１項（第５９条，第６３条，第８４条，第８５条，第８９条，第９７条

及び第１０２条において準用する場合を含む。），第１８条（第５９条，第
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５９条，第６３条，第７７条，第８４条，第８５条，第８９条，第９７条及

び第１０２条において準用する場合を含む。）及び次項に規定するものを除

く。）については，書面に代えて，当該書面に係る電磁的記録（電子的方式，

磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られ

る記録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）

により行うことができる。 

６３条，第８４条，第８５条，第８９条，第９７条及び第１０２条において

準用する場合を含む。）及び次項に規定するものを除く。）については，書

面に代えて，当該書面に係る電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人

の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって，電子

計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができ

る。 

２ 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は，交付，説明，同意その他

これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち，この条例の規定に

おいて書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては，当

該交付等の相手方の承諾を得て，当該交付等の相手方が障害児又は通所給付

決定保護者である場合には当該障害児又は当該通所給付決定保護者に係る

障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ，書面に代えて，電磁的方

法（電子的方法，磁気的方法その他人の知覚によって認識することができな

い方法をいう。）によることができる。 

２ 指定障害児通所支援事業者及びその従業者は，交付，説明，同意その他こ

れらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち，この条例の規定にお

いて書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては，当該

交付等の相手方の承諾を得て，当該交付等の相手方が障害児又は通所給付決

定保護者である場合には当該障害児又は当該通所給付決定保護者に係る障

害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ，書面に代えて，電磁的方法

（電子的方法，磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない

方法をいう。）によることができる。 

附 則 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。ただし，第５０条第１項の改正規定は，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一

部を改正する法律（令和４年法律第１０４号）附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に指定を受けているこの条例による改正前の豊中市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「旧

指定通所支援基準条例」という。）第７条第４項に規定する主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所及び同条第５項に規定する主として重症心身障

害児を通わせる指定児童発達支援事業所については，この条例による改正後の豊中市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例

（以下「新指定通所支援基準条例」という。）第７条及び第１２条の規定にかかわらず，令和９年３月３１日までの間，なお従前の例によることができる。 

３ この条例の施行の際現に指定を受けている旧指定通所支援基準条例第７条第４項に規定する主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所及び同条第

５項に規定する主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所については，新指定通所支援基準条例第１１条の規定にかかわらず，当分の間，な
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お従前の例によることができる。 

４ 新指定通所支援基準条例第２７条の２（新指定通所支援基準条例第５９条，第６３条，第８４条，第８５条，第８９条及び第９７条において準用する場合を

含む。）の規定の適用については，令和７年３月３１日までの間，新指定通所支援基準条例第２７条の２中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努め

なければ」とする。 
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市 議 案 第 ２ ６ 号  
豊 中 市 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事

業 の 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 の 設 定 に つ い て  
 豊 中 市 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 運 営 に

関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設

定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ２ 月 ２ ６ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  
 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 並 び に 特 定 子 ど

も ・ 子 育 て 支 援 施 設 等 の 運 営 に 関 す る 基 準 の 改 正 に 伴 い ， 所 要

の 規 定 を 改 正 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

豊中市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 豊中市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成２６年豊中市条例第４９号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（掲示） （掲示等） 

第２３条 特定教育・保育施設は，当該特定教育・保育施設の見やすい場所に，

運営規程の概要，職員の勤務の体制，利用者負担その他の利用申込者の特定

教育・保育施設の選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければなら

ない。 

第２３条 特定教育・保育施設は，当該特定教育・保育施設の見やすい場所に，

運営規程の概要，職員の勤務の体制，利用者負担その他の利用申込者の特定

教育・保育施設の選択に資すると認められる重要事項を掲示するとともに，

電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されるこ

とを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい，放送

又は有線放送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければな

らない。 

（電磁的記録等） （電磁的記録等） 

第５３条 （省 略） 第５３条 （省 略） 

２ 特定教育・保育施設等は，この条例の規定による書面等の交付又は提出に

ついては，当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には，当該書

面等の交付又は提出に代えて，第４項で定めるところにより，教育・保育給

付認定保護者の承諾を得て，当該書面等に記載すべき事項（以下この条にお

いて「記載事項」という。）を電子情報処理組織（特定教育・保育施設等の

使用に係る電子計算機と，教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算

機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条におい

て同じ。）を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって

次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供

２ 特定教育・保育施設等は，この条例の規定による書面等の交付又は提出に

ついては，当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には，当該書

面等の交付又は提出に代えて，第４項で定めるところにより，教育・保育給

付認定保護者の承諾を得て，当該書面等に記載すべき事項（以下この条にお

いて「記載事項」という。）を電子情報処理組織（特定教育・保育施設等の

使用に係る電子計算機と，教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算

機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条におい

て同じ。）を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって

次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

することができる。この場合において，当該特定教育・保育施設等は，当該

書面等を交付又は提出したものとみなす。 

することができる。この場合において，当該特定教育・保育施設等は，当該

書面等を交付又は提出したものとみなす。 

(１) （省 略） (１) （省 略） 

(２) 磁気ディスク，シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により

一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファ

イルに記載事項を記録したものを交付する方法 

(２) 電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもって調製

するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 

３～６ （省 略） ３～６ （省 略） 

   附 則 

この条例は，公布の日から施行する。ただし，第２３条の改正規定は，令和６年４月１日から施行する。 
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市 議 案 第 ２ ７ 号  
豊 中 市 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 の 人 員 ， 設 備

及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 等 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 の 設 定 に つ い て  
 豊 中 市 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 の 人 員 ， 設 備 及 び 運 営 に

関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う

に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ２ 月 ２ ６ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
内  繁  樹   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の

法 律 に 基 づ く 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 等 の 人 員 ， 設 備 及 び

運 営 に 関 す る 基 準 等 の 改 正 に 伴 い ，所 要 の 規 定 を 改 正 す る た め ，

提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

   豊中市指定障害福祉サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例 

（豊中市指定障害福祉サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正） 

第１条 豊中市指定障害福祉サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年豊中市条例第６０号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

目次 目次 

第１章～第７章 （省 略） 第１章～第７章 （省 略） 

第８章 自立訓練（機能訓練） 第８章 自立訓練（機能訓練） 

第１節～第４節 （省 略） 第１節～第４節 （省 略） 

第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準（第１４９条の２―第１４

９条の４） 

第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準（第１４９条の２―第１４

９条の５） 

第６節 （省 略） 第６節 （省 略） 

第９章～第１７章 （省 略） 第９章～第１７章 （省 略） 

附則 附則 

（管理者） （管理者） 

第７条 指定居宅介護事業者は，指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従

事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし，指定居宅介護事業所

の管理上支障がない場合は，当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事さ

せ，又は同一敷地内にある他の事業所，施設等の職務に従事させることがで

きるものとする。 

第７条 指定居宅介護事業者は，指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従

事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし，指定居宅介護事業所

の管理上支障がない場合は，当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事さ

せ，又は当該指定居宅介護事業所以外の事業所，施設等の職務に従事させる

ことができるものとする。 

（準用） （準用） 

第８条 前２条の規定は，重度訪問介護，同行援護及び行動援護に係る指定障 第８条 前２条の規定は，重度訪問介護，同行援護及び行動援護に係る指定障
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

害福祉サービスの事業について準用する。この場合において，重度訪問介護

について準用する第６条第１項中「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣」と

あるのは，「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。 

害福祉サービスの事業について準用する。この場合において，重度訪問介護

に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する第６条第１項中「こど

も家庭庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは，「厚生労働大臣」と読み替え

るものとする。 

（指定居宅介護の具体的取扱方針） （指定居宅介護の具体的取扱方針） 

第２６条 指定居宅介護事業所の従業者が提供する指定居宅介護の方針は，次

に掲げるところによるものとする。 

第２６条 指定居宅介護事業所の従業者が提供する指定居宅介護の方針は，次

に掲げるところによるものとする。 

(１) （省 略） (１) （省 略） 

 (２) 指定居宅介護の提供に当たっては，利用者が自立した日常生活又は社

会生活を営むことができるよう，利用者の意思決定の支援に配慮するこ

と。 

(２)～(４) （省 略） (３)～(５) （省 略） 

（居宅介護計画の作成） （居宅介護計画の作成） 

第２７条 （省 略） 第２７条 （省 略） 

２ サービス提供責任者は，前項の居宅介護計画を作成したときは，利用者及

びその同居の家族にその内容を説明するとともに，当該居宅介護計画を交付

しなければならない。 

２ サービス提供責任者は，前項の居宅介護計画を作成したときは，利用者及

びその同居の家族にその内容を説明するとともに，当該居宅介護計画を利用

者及びその同居の家族並びに当該利用者又は障害児の保護者に対して指定

計画相談支援（法第５１条の１７第２項に規定する指定計画相談支援をい

う。以下同じ。）又は指定障害児相談支援（児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第２４条の２６第２項に規定する指定障害児相談支援をいう。）

を行う者（以下これらを総称して「指定特定相談支援事業者等」という。）

に交付しなければならない。 

３ サービス提供責任者は，居宅介護計画作成後においても，当該居宅介護計 ３ サービス提供責任者は，第１項の居宅介護計画の作成後においても，当該
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

画の実施状況の把握を行い，必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うも

のとする。 

居宅介護計画の実施状況の把握を行い，必要に応じて当該居宅介護計画の変

更を行うものとする。 

４ （省 略） ４ （省 略） 

（管理者及びサービス提供責任者の責務） （管理者及びサービス提供責任者の責務） 

第３１条 （省 略） 第３１条 （省 略） 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

 ４ サービス提供責任者は，業務を行うに当たっては，利用者の自己決定の尊

重を原則とした上で，利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合

には，適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならな

い。 

（苦情解決） 

第４０条 （省 略） 

２・３ （省 略） 

４ 指定居宅介護事業者は，その提供した指定居宅介護に関し，法第１１条第

２項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定居宅介護の提供の

記録，帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの

質問に応じ，及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行

う調査に協力するとともに，都道府県知事から指導又は助言を受けた場合

は，当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

 

５～７ （省 略） 

（苦情解決） 

第４０条 （省 略） 

２・３ （省 略） 

４ 指定居宅介護事業者は，その提供した指定居宅介護に関し，法第１１条第

２項の規定により都道府県知事（指定都市にあっては，指定都市の市長。以

下この項において同じ。）が行う報告若しくは指定居宅介護の提供の記録，

帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問

に応じ，及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調

査に協力するとともに，都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は，当

該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

５～７ （省 略） 

（管理者） （管理者） 

第４６条 基準該当居宅介護事業者は，基準該当居宅介護事業所ごとに専らそ 第４６条 基準該当居宅介護事業者は，基準該当居宅介護事業所ごとに専らそ
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

の職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし，基準該当居宅介

護事業所の管理上支障がない場合は，当該基準該当居宅介護事業所の他の職

務に従事させ，又は同一敷地内にある他の事業所，施設等の職務に従事させ

ることができるものとする。 

の職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし，基準該当居宅介

護事業所の管理上支障がない場合は，当該基準該当居宅介護事業所の他の職

務に従事させ，又は当該基準該当居宅介護事業所以外の事業所，施設等の職

務に従事させることができるものとする。 

（運営に関する基準） （運営に関する基準） 

第４９条 （省 略） 第４９条 （省 略） 

２ 第５条第２項から第４項まで並びに第４節（第２２条第１項，第２３条，

第２４条第１項，第２８条，第３３条，第３６条の２及び第４４条を除く。）

並びに第４５条から前条までの規定は，重度訪問介護，同行援護及び行動援

護に係る基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合にお

いて，第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第４９条第２項において

準用する第３２条」と，第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第４

９条第２項において準用する次条第２項」と，第２４条第２項中「第２２条

第２項」とあるのは「第４９条第２項において準用する第２２条第２項」と，

第２６条第１号中「次条第１項」とあるのは「第４９条第２項において準用

する次条第１項」と，第２７条第１項中「第６条第２項」とあるのは「第４

５条第２項」と，第３１条第３項中「第２７条」とあるのは「第４９条第２

項において準用する第２７条」と，第３２条中「第３６条第１項」とあるの

は「第４９条第２項において準用する第３６条第１項」と，第４８条第１項

第２号中「第４５条第２項」とあるのは「第４９条第２項において準用する

第４５条第２項」と，同条第２項中「次条第１項」とあるのは「第４９条第

２項」と読み替えるほか，重度訪問介護について準用する場合に限り，第４

５条第１項中「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働

大臣」と読み替えるものとする。 

２ 第５条第２項から第４項まで並びに第４節（第２２条第１項，第２３条，

第２４条第１項，第２８条，第３３条，第３６条の２及び第４４条を除く。）

並びに第４５条から前条までの規定は，重度訪問介護，同行援護及び行動援

護に係る基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合にお

いて，第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第４９条第２項において

準用する第３２条」と，第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第４

９条第２項において準用する次条第２項」と，第２４条第２項中「第２２条

第２項」とあるのは「第４９条第２項において準用する第２２条第２項」と，

第２６条第１号中「次条第１項」とあるのは「第４９条第２項において準用

する次条第１項」と，第２７条第１項中「第６条第２項」とあるのは「第４

５条第２項」と，第３１条第３項中「第２７条」とあるのは「第４９条第２

項において準用する第２７条」と，第３２条中「第３６条第１項」とあるの

は「第４９条第２項において準用する第３６条第１項」と，第４８条第１項

第２号中「第４５条第２項」とあるのは「第４９条第２項において準用する

第４５条第２項」と，同条第２項中「次条第１項」とあるのは「第４９条第

２項」と読み替えるほか，重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービスの

事業について準用する場合に限り，第４５条第１項中「こども家庭庁長官及

び厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第５１条 （省 略） 第５１条 （省 略） 

２～６ （省 略） ２～６ （省 略） 

７ 指定療養介護事業者が，医療型障害児入所施設（児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）第４２条第２号に規定する医療型障害児入所施設をいう。

以下この項及び第５３条第３項において同じ。）に係る指定障害児入所施設

（同法第２４条の２第１項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下同

じ。）の指定を受け，かつ，指定療養介護と指定入所支援（同項に規定する

指定入所支援をいう。次項及び第５３条第３項において同じ。）とを同一の

施設において一体的に提供している場合については，大阪府指定障害児入所

施設の指定並びに指定障害児入所施設等の人員，設備及び運営に関する基準

を定める条例（平成２４年大阪府条例第１０５号）第５３条に規定する人員

に関する基準を満たすことをもって，前各項に規定する基準を満たしている

ものとみなすことができる。 

７ 指定療養介護事業者が，医療型障害児入所施設（児童福祉法第４２条第２

号に規定する医療型障害児入所施設をいう。以下この項及び第５３条第３項

において同じ。）に係る指定障害児入所施設（同法第２４条の２第１項に規

定する指定障害児入所施設をいう。以下同じ。）の指定を受け，かつ，指定

療養介護と指定入所支援（同項に規定する指定入所支援をいう。次項及び第

５３条第３項において同じ。）とを同一の施設において一体的に提供してい

る場合については，大阪府指定障害児入所施設の指定並びに指定障害児入所

施設等の人員，設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年大阪府

条例第１０５号）第５４条に規定する人員に関する基準を満たすことをもっ

て，前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

８ 指定療養介護事業者が，指定発達支援医療機関（児童福祉法第６条の２の

２第３項に規定する指定発達支援医療機関をいう。）の設置者である場合で

あって，療養介護と指定入所支援とを同一の機関において一体的に提供して

いるときは，指定発達支援医療機関として適切な医療その他のサービスを提

供するのに必要な人員を確保していることをもって，第１項から第６項まで

に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

８ 指定療養介護事業者が，指定発達支援医療機関（児童福祉法第７条第２項

に規定する指定発達支援医療機関をいう。）の設置者である場合であって，

療養介護と指定入所支援とを同一の機関において一体的に提供していると

きは，指定発達支援医療機関として適切な医療その他のサービスを提供する

のに必要な人員を確保していることをもって，第１項から第６項までに規定

する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（指定療養介護の取扱方針） （指定療養介護の取扱方針） 

第５９条 （省 略） 第５９条 （省 略） 

 ２ 指定療養介護事業者は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう，利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

２・３ （省 略） ３・４ （省 略） 

（療養介護計画の作成等） （療養介護計画の作成等） 

第６０条 （省 略） 第６０条 （省 略） 

２ サービス管理責任者は，療養介護計画の作成に当たっては，適切な方法に

より，利用者について，その有する能力，その置かれている環境及び日常生

活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握（以下

この章において「アセスメント」という。）を行い，利用者が自立した日常

生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をし

なければならない。 

２ サービス管理責任者は，療養介護計画の作成に当たっては，適切な方法に

より，利用者について，その有する能力，その置かれている環境及び日常生

活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握（以下

この章において「アセスメント」という。）を行うとともに，利用者の自己

決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ，利用者が自立した日常生活を

営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなけれ

ばならない。 

 ３ アセスメントに当たっては，利用者が自ら意思を決定することに困難を抱

える場合には，適切に意思決定の支援を行うため，当該利用者の意思及び選

好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。 

３・４ （省 略） ４・５ （省 略） 

５ サービス管理責任者は，療養介護計画の作成に係る会議（利用者に対する

指定療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいい，テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。）を開催し，前項に規定

する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。 

６ サービス管理責任者は，療養介護計画の作成に係る会議（利用者及び当該

利用者に対する指定療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議

をいい，テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を開

催し，当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに，前項に

規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。 

６ サービス管理責任者は，第４項に規定する療養介護計画の原案の内容につ

いて利用者又はその家族に対して説明し，文書により利用者の同意を得なけ

ればならない。 

７ サービス管理責任者は，第５項に規定する療養介護計画の原案の内容につ

いて利用者又はその家族に対して説明し，文書により利用者の同意を得なけ

ればならない。 

７ サービス管理責任者は，療養介護計画を作成したときは，当該療養介護計 ８ サービス管理責任者は，療養介護計画を作成したときは，当該療養介護計
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

画を利用者に交付しなければならない。 画を利用者及び指定特定相談支援事業者等に交付しなければならない。 

８・９ （省 略） ９・10 （省 略） 

10 第２項から第７項までの規定は，第８項に規定する療養介護計画の変更に

ついて準用する。 

11 第２項から第８項までの規定は，第９項に規定する療養介護計画の変更に

ついて準用する。 

（サービス管理責任者の責務） （サービス管理責任者の責務） 

第６１条 （省 略） 第６１条 （省 略） 

 ２ サービス管理責任者は，業務を行うに当たっては，利用者の自己決定の尊

重を原則とした上で，利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合

には，適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならな

い。 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第８０条 指定生活介護の事業を行う者（以下「指定生活介護事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定生活介護事業所」という。）に置くべ

き従業者及びその員数は，次のとおりとする。 

第８０条 指定生活介護の事業を行う者（以下「指定生活介護事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定生活介護事業所」という。）に置くべ

き従業者及びその員数は，次のとおりとする。 

(１) （省 略） (１) （省 略） 

(２) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章，

第８章及び第９章において同じ。），理学療法士又は作業療法士及び生活

支援員 

(２) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章，

第８章及び第９章において同じ。），理学療法士，作業療法士又は言語聴

覚士及び生活支援員 

ア 看護職員，理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は，指定

生活介護の単位ごとに，常勤換算方法で，(ア)から(ウ)までに掲げる平

均障害支援区分（基準命令第７８条第１項第２号イの厚生労働大臣が定

めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。）

に応じ，それぞれ(ア)から(ウ)までに掲げる数とする。 

ア 看護職員，理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の

総数は，指定生活介護の単位ごとに，常勤換算方法で，(ア)から(ウ)ま

でに掲げる平均障害支援区分（基準命令第７８条第１項第２号イの厚生

労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。

以下同じ。）に応じ，それぞれ(ア)から(ウ)までに掲げる数とする。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

(ア)～(ウ) （省 略） (ア)～(ウ) （省 略） 

イ （省 略） イ （省 略） 

ウ 理学療法士又は作業療法士の数は，利用者に対して日常生活を営むの

に必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は，指定生活介護

の単位ごとに，当該訓練を行うために必要な数とする。 

ウ 理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士の数は，利用者に対して日常

生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は，

指定生活介護の単位ごとに，当該訓練を行うために必要な数とする。 

エ （省 略） エ （省 略） 

(３) （省 略） (３) （省 略） 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

４ 第１項第２号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合

には，これらの者に代えて，日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止す

るための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員とし

て置くことができる。 

４ 第１項第２号の理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士を確保することが

困難な場合には，これらの者に代えて，日常生活を営むのに必要な機能の減

退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練

指導員として置くことができる。 

５～７ （省 略） ５～７ （省 略） 

（職場への定着のための支援等の実施） （職場への定着のための支援等の実施） 

第８７条の２ 指定生活介護事業者は，障害者の職場への定着を促進するた

め，当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所

に新たに雇用された障害者について，障害者就業・生活支援センター等の関

係機関と連携して，当該障害者が就職した日から６月以上，職業生活におけ

る相談等の支援の継続に努めなければならない。 

第８７条の２ 指定生活介護事業者は，障害者の職場への定着を促進するた

め，当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所

に新たに雇用された障害者について，障害者就業・生活支援センター（障害

者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）第２７条第２

項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。）等の関係

機関と連携して，当該障害者が就職した日から６月以上，職業生活における

相談等の支援の継続に努めなければならない。 

２ （省 略） ２ （省 略） 

（共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準） （共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準） 
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第９５条の４ 共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事

業者（指定地域密着型サービス基準第６３条第１項に規定する指定小規模多

機能型居宅介護事業者をいう。），指定看護小規模多機能型居宅介護事業者

（指定地域密着型サービス基準第１７１条第１項に規定する指定看護小規

模多機能型居宅介護事業者をいう。）又は指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業者（指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３６号。以下「指定地

域密着型介護予防サービス基準」という。）第４４条第１項に規定する指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。）（以下「指定

小規模多機能型居宅介護事業者等」という。）が当該事業に関して満たすべ

き基準は，次のとおりとする。 

第９５条の４ 共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事

業者（指定地域密着型サービス基準第６３条第１項に規定する指定小規模多

機能型居宅介護事業者をいう。），指定看護小規模多機能型居宅介護事業者

（指定地域密着型サービス基準第１７１条第１項に規定する指定看護小規

模多機能型居宅介護事業者をいう。）又は指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業者（指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３６号。以下「指定地

域密着型介護予防サービス基準」という。）第４４条第１項に規定する指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。）（以下「指定

小規模多機能型居宅介護事業者等」という。）が当該事業に関して満たすべ

き基準は，次のとおりとする。 

(１) 指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準第

６３条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。），

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準第

１７１条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をい

う。）又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型

介護予防サービス基準第４４条第１項に規定する指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。）（以下「指定小規模多機能型

居宅介護事業所等」という。）の登録定員（当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所等の登録者（指定地域密着型サービス基準第６３条第１項若し

くは第１７１条第１項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第４４

条第１項に規定する登録者をいう。以下同じ。）の数と共生型生活介護，

共生型自立訓練（機能訓練）（第１４９条の２に規定する共生型自立訓練

(１) 指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準第

６３条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。），

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準第

１７１条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をい

う。）又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型

介護予防サービス基準第４４条第１項に規定する指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。）（以下「指定小規模多機能型

居宅介護事業所等」という。）の登録定員（当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所等の登録者（指定地域密着型サービス基準第６３条第１項若し

くは第１７１条第１項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第４４

条第１項に規定する登録者をいう。以下同じ。）の数と共生型生活介護，

共生型自立訓練（機能訓練）（第１４９条の２に規定する共生型自立訓練
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（機能訓練）をいう。）若しくは共生型自立訓練（生活訓練）（第１５９

条の２に規定する共生型自立訓練（生活訓練）をいう。）又は共生型児童

発達支援（指定通所支援基準第５４条の２に規定する共生型児童発達支援

をいう。）若しくは共生型放課後等デイサービス（指定通所支援基準第７

１条の２に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。）（以下「共生

型通いサービス」という。）を利用するために当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限を

いう。以下この条，第１４９条の３及び第１５９条の３において同じ。）

を２９人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密

着型サービス基準第６３条第７項に規定するサテライト型指定小規模多

機能型居宅介護事業所をいう。），サテライト型指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準第１７１条第８項に規定す

るサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）又はサ

テライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型

介護予防サービス基準第４４条第７項に規定するサテライト型指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第９７条において同じ。）（以

下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。）にあ

っては，１８人）以下とすること。 

（機能訓練）をいう。）若しくは共生型自立訓練（生活訓練）（第１５９

条の２に規定する共生型自立訓練（生活訓練）をいう。）又は共生型児童

発達支援（指定通所支援基準第５４条の２に規定する共生型児童発達支援

をいう。）若しくは共生型放課後等デイサービス（指定通所支援基準第７

１条の２に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。）（以下「共生

型通いサービス」という。）を利用するために当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限を

いう。以下この条，第１４９条の４及び第１５９条の３において同じ。）

を２９人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密

着型サービス基準第６３条第７項に規定するサテライト型指定小規模多

機能型居宅介護事業所をいう。），サテライト型指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準第１７１条第８項に規定す

るサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）又はサ

テライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型

介護予防サービス基準第４４条第７項に規定するサテライト型指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第９７条において同じ。）（以

下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。）にあ

っては，１８人）以下とすること。 

(２) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能

型居宅介護（指定地域密着型サービス基準第６２条に規定する指定小規模

多機能型居宅介護をいう。），指定看護小規模多機能型居宅介護（指定地

域密着型サービス基準第１７０条に規定する指定看護小規模多機能型居

宅介護をいう。）又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護（指定地域密

着型介護予防サービス基準第４３条に規定する指定介護予防小規模多機

(２) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能

型居宅介護（指定地域密着型サービス基準第６２条に規定する指定小規模

多機能型居宅介護をいう。），指定看護小規模多機能型居宅介護（指定地

域密着型サービス基準第１７０条に規定する指定看護小規模多機能型居

宅介護をいう。）又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護（指定地域密

着型介護予防サービス基準第４３条に規定する指定介護予防小規模多機
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能型居宅介護をいう。以下同じ。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護

等」という。）のうち通いサービス（指定地域密着型サービス基準第６３

条第１項若しくは第１７１条第１項又は指定地域密着型介護予防サービ

ス基準第４４条第１項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。）の利

用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用

者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の

１日当たりの上限をいう。以下この条，第１４９条の３及び第１５９条の

３において同じ。）を登録定員の２分の１から１５人（登録定員が２５人

を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては登録定員に応

じて次の表に定める利用定員，サテライト型指定小規模多機能型居宅介護

事業所等にあっては１２人）までの範囲内とすること。 

次の表 （省 略） 

能型居宅介護をいう。以下同じ。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護

等」という。）のうち通いサービス（指定地域密着型サービス基準第６３

条第１項若しくは第１７１条第１項又は指定地域密着型介護予防サービ

ス基準第４４条第１項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。）の利

用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用

者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の

１日当たりの上限をいう。以下この条，第１４９条の４及び第１５９条の

３において同じ。）を登録定員の２分の１から１５人（登録定員が２５人

を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては登録定員に応

じて次の表に定める利用定員，サテライト型指定小規模多機能型居宅介護

事業所等にあっては１２人）までの範囲内とすること。 

次の表 （省 略） 

(３)～(５) （省 略） (３)～(５) （省 略） 

（指定短期入所の取扱方針） （指定短期入所の取扱方針） 

第１０６条 （省 略） 第１０６条 （省 略） 

 ２ 指定短期入所事業者は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう，利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。 

２・３ （省 略） ３・４ （省 略） 

（指定重度障害者等包括支援の取扱方針） （指定重度障害者等包括支援の取扱方針） 

第１２０条 （省 略） 第１２０条 （省 略） 

 ２ 指定重度障害者等包括支援事業者は，利用者が自立した日常生活又は社会

生活を営むことができるよう，利用者の意思決定の支援に配慮しなければな

らない。 
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２・３ （省 略） ３・４ （省 略） 

（重度障害者等包括支援計画の作成） （重度障害者等包括支援計画の作成） 

第１２１条 （省 略） 第１２１条 （省 略） 

２ サービス提供責任者は，重度障害者等包括支援計画を作成したときは，利

用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに，当該重度障害者等

包括支援計画を交付しなければならない。 

２ サービス提供責任者は，重度障害者等包括支援計画を作成したときは，利

用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに，当該重度障害者等

包括支援計画を利用者及びその同居の家族並びに指定特定相談支援事業者

等に交付しなければならない。 

３・４ （省 略） ３・４ （省 略） 

（準用） （準用） 

第１２３条 第１０条から第２２条まで，第２４条，第２９条，第３０条，第

３４条（第１項及び第２項を除く。）から第４３条まで及び第６８条の規定

は，指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。この場合において，

第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１２２条」と，第２１条第２

項中「次条第１項」とあるのは「第１２３条において準用する次条第１項」

と，第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第１２３条において

準用する第２２条第２項」と読み替えるものとする。 

第１２３条 第１０条から第２２条まで，第２４条，第２９条，第３０条，第

３１条第４項，第３４条（第１項及び第２項を除く。）から第４３条まで及

び第６８条の規定は，指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。

この場合において，第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１２２条」

と，第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第１２３条において準用

する次条第１項」と，第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第

１２３条において準用する第２２条第２項」と読み替えるものとする。 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第１４３条 指定自立訓練（機能訓練）の事業を行う者（以下「指定自立訓練

（機能訓練）事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定自立

訓練（機能訓練）事業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は，次

のとおりとする。 

第１４３条 指定自立訓練（機能訓練）の事業を行う者（以下「指定自立訓練

（機能訓練）事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定自立

訓練（機能訓練）事業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は，次

のとおりとする。 

(１) 看護職員，理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 (１) 看護職員，理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員 

ア 看護職員，理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は，指定 ア 看護職員，理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の
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自立訓練（機能訓練）事業所ごとに，常勤換算方法で，利用者の数を６

で除した数以上とする。 

総数は，指定自立訓練（機能訓練）事業所ごとに，常勤換算方法で，利

用者の数を６で除した数以上とする。 

イ （省 略） イ （省 略） 

ウ 理学療法士又は作業療法士の数は，指定自立訓練（機能訓練）事業所

ごとに，１以上とする。 

ウ 理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士の数は，指定自立訓練（機能

訓練）事業所ごとに，１以上とする。 

エ （省 略） エ （省 略） 

(２) （省 略） (２) （省 略） 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

４ 第１項第１号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合

には，これらの者に代えて，日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止す

るための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員とし

て置くことができる。 

４ 第１項第１号の理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士を確保することが

困難な場合には，これらの者に代えて，日常生活を営むのに必要な機能の減

退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練

指導員として置くことができる。 

５～８ （省 略） ５～８ （省 略） 

（準用） （準用） 

第１４９条 第１０条から第２１条まで，第２３条，第２４条，第２９条，第

３４条の２，第３６条の２から第４２条まで，第５９条から第６２条まで，

第６８条，第７０条から第７２条まで，第７６条，第７７条及び第８７条の

２から第９４条までの規定は，指定自立訓練（機能訓練）の事業について準

用する。この場合において，第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第

１４９条において準用する第９１条」と，第２１条第２項中「次条第１項」

とあるのは「第１４６条第１項」と，第２４条第２項中「第２２条第２項」

とあるのは「第１４６条第２項」と，第５９条第１項中「次条第１項」とあ

るのは「第１４９条において準用する次条第１項」と，「療養介護計画」と

第１４９条 第１０条から第２１条まで，第２３条，第２４条，第２９条，第

３４条の２，第３６条の２から第４２条まで，第５９条から第６２条まで，

第６８条，第７０条から第７２条まで，第７６条，第７７条及び第８７条の

２から第９４条までの規定は，指定自立訓練（機能訓練）の事業について準

用する。この場合において，第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第

１４９条において準用する第９１条」と，第２１条第２項中「次条第１項」

とあるのは「第１４６条第１項」と，第２４条第２項中「第２２条第２項」

とあるのは「第１４６条第２項」と，第５９条第１項中「次条第１項」とあ

るのは「第１４９条において準用する次条第１項」と，「療養介護計画」と
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

あるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と，第６０条中「療養介護計画」と

あるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と，同条第８項中「６月」とあるの

は「３月」と，第６１条中「前条」とあるのは「第１４９条において準用す

る前条」と，第７７条第２項第１号中「第６０条」とあるのは「第１４９条

において準用する第６０条」と，「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機

能訓練）計画」と，同項第２号中「第５５条第１項」とあるのは「第１４９

条において準用する第２０条第１項」と，同項第３号中「第６７条」とある

のは「第１４９条において準用する第９０条」と，同項第４号から第６号ま

での規定中「次条」とあるのは「第１４９条」と，第９１条中「第９４条第

１項」とあるのは「第１４９条において準用する第９４条第１項」と，第９

４条第１項中「前条」とあるのは「第１４９条において準用する前条」と読

み替えるものとする。 

あるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と，第６０条中「療養介護計画」と

あるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と，同条第９項中「６月」とあるの

は「３月」と，第６１条中「前条」とあるのは「第１４９条において準用す

る前条」と，第７７条第２項第１号中「第６０条」とあるのは「第１４９条

において準用する第６０条」と，「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機

能訓練）計画」と，同項第２号中「第５５条第１項」とあるのは「第１４９

条において準用する第２０条第１項」と，同項第３号中「第６７条」とある

のは「第１４９条において準用する第９０条」と，同項第４号から第６号ま

での規定中「次条」とあるのは「第１４９条」と，第９１条中「第９４条第

１項」とあるのは「第１４９条において準用する第９４条第１項」と，第９

４条第１項中「前条」とあるのは「第１４９条において準用する前条」と読

み替えるものとする。 

 （共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定通所リハビリテーション事業

者の基準） 

 第１４９条の３ 共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定通所リハビリ

テーション事業者（指定居宅サービス等基準第１１１条第１項に規定する指

定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。）が当該事業に関して

満たすべき基準は，次のとおりとする。 

 (１) 指定通所リハビリテーション事業所（指定居宅サービス等基準第１１

１条第１項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同

じ。）の専用の部屋等の面積（当該指定通所リハビリテーション事業所が

介護老人保健施設（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２８

項に規定する介護老人保健施設をいう。）又は介護医療院（同条第２９項

に規定する介護医療院をいう。）である場合にあっては，当該専用の部屋
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

等の面積に利用者用に確保されている食堂（リハビリテーションに供用さ

れるものに限る。）の面積を加えるものとする。第１５０条第２号におい

て同じ。）を，指定通所リハビリテーション（指定居宅サービス等基準第

１１０条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。）の

利用者の数と共生型自立訓練（機能訓練）の利用者の数の合計数で除して

得た面積が３平方メートル以上であること。 

 (２) 指定通所リハビリテーション事業所の従業者の員数が，当該指定通所

リハビリテーション事業所が提供する指定通所リハビリテーションの利

用者の数を指定通所リハビリテーションの利用者の数及び共生型自立訓

練（機能訓練）の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定

通所リハビリテーション事業所として必要とされる数以上であること。 

 (３) 共生型自立訓練（機能訓練）の利用者に対して適切なサービスを提供

するため，指定自立訓練（機能訓練）事業所その他の関係施設から必要な

技術的支援を受けていること。 

（共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業

者等の基準） 

（共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業

者等の基準） 

第１４９条の３ （省 略） 第１４９条の４ （省 略） 

（準用） （準用） 

第１４９条の４ （省 略） 第１４９条の５ （省 略） 

（基準該当自立訓練（機能訓練）の基準） （基準該当自立訓練（機能訓練）の基準） 

第１５０条 自立訓練（機能訓練）に係る基準該当障害福祉サービス（以下こ

の節において「基準該当自立訓練（機能訓練）」という。）の事業を行う者

が当該事業に関して満たすべき基準は，次のとおりとする。 

第１５０条 自立訓練（機能訓練）に係る基準該当障害福祉サービス（第１５

０条の３に規定する病院等基準該当自立訓練（機能訓練）を除く。以下この

節において「基準該当自立訓練（機能訓練）」という。）の事業を行う者が
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

当該事業に関して満たすべき基準は，次のとおりとする。 

(１) 指定通所介護事業者等であって，地域において自立訓練（機能訓練）

が提供されていないこと等により自立訓練（機能訓練）を受けることが困

難な障害者に対して指定通所介護等を提供するものであること。 

(１) 指定通所介護事業者等又は指定通所リハビリテーション事業者であ

って，地域において自立訓練（機能訓練）が提供されていないこと等によ

り自立訓練（機能訓練）を受けることが困難な障害者に対して指定通所介

護等又は指定通所リハビリテーションを提供するものであること。 

(２) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を，指定通所介護

等の利用者の数と基準該当自立訓練（機能訓練）を受ける利用者の数の合

計数で除して得た面積が３平方メートル以上であること。 

(２) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室又は指定通所リハビリ

テーション事業所の専用の部屋等の面積を，指定通所介護等又は指定通所

リハビリテーションの利用者の数と基準該当自立訓練（機能訓練）を受け

る利用者の数の合計数で除して得た面積が３平方メートル以上であるこ

と。 

(３) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が，当該指定通所介護事業所等

が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及び

基準該当自立訓練（機能訓練）を受ける利用者の数の合計数であるとした

場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であ

ること。 

(３) 指定通所介護事業所等又は指定通所リハビリテーション事業所の従

業者の員数が，当該指定通所介護事業所等又は当該指定通所リハビリテー

ション事業所が提供する指定通所介護等又は指定通所リハビリテーショ

ンの利用者の数を指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションの利

用者及び基準該当自立訓練（機能訓練）を受ける利用者の数の合計数であ

るとした場合における当該指定通所介護事業所等又は当該指定通所リハ

ビリテーション事業所として必要とされる数以上であること。 

(４) （省 略） (４) （省 略） 

 （病院又は診療所における基準該当障害福祉サービス（自立訓練）に関する基

準） 

 第１５０条の３ 地域において自立訓練（機能訓練）が提供されていないこと

等により自立訓練（機能訓練）を受けることが困難な障害者に対して病院又

は診療所（以下「病院等基準該当自立訓練（機能訓練）事業者」という。）

が行う自立訓練（機能訓練）に係る基準該当障害福祉サービス（以下この条
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

において「病院等基準該当自立訓練（機能訓練）」という。）に関して病院

等基準該当自立訓練（機能訓練）事業者が満たすべき基準は，次のとおりと

する。 

 (１) 病院等基準該当自立訓練（機能訓練）を行う事業所（次号において「病

院等基準該当自立訓練（機能訓練）事業所」という。）の専用の部屋等の

面積を，病院等基準該当自立訓練（機能訓練）を受ける利用者の数で除し

て得た面積が３平方メートル以上であること。 

 (２) 病院等基準該当自立訓練（機能訓練）事業所ごとに，管理者及び次の

ア又はイに掲げる場合の区分に応じ，当該ア又はイに掲げる基準を満たす

人員を配置していること。 

 ア 利用者の数が１０人以下の場合 専ら当該病院等基準該当自立訓練

（機能訓練）の提供に当たる理学療法士，作業療法士若しくは言語聴覚

士又は看護職員若しくは介護職員が１以上確保されていること。 

 イ 利用者の数が１０人を超える場合 専ら当該病院等基準該当自立訓

練（機能訓練）の提供に当たる理学療法士，作業療法士若しくは言語聴

覚士又は看護職員若しくは介護職員が，利用者の数を１０で除した数以

上確保されていること。 

 (３) 病院等基準該当自立訓練（機能訓練）を受ける利用者に対して適切な

サービスを提供するため，指定自立訓練（機能訓練）事業所その他の関係

施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（準用） （準用） 

第１５９条 第１０条から第１９条まで，第２１条，第２４条，第２９条，第

３４条の２，第３６条の２から第４２条まで，第５９条から第６２条まで，

第６８条，第７０条から第７２条まで，第７６条，第８７条の２から第９４

第１５９条 第１０条から第１９条まで，第２１条，第２４条，第２９条，第

３４条の２，第３６条の２から第４２条まで，第５９条から第６２条まで，

第６８条，第７０条から第７２条まで，第７６条，第８７条の２から第９４
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

条まで，第１４７条及び第１４８条の規定は，指定自立訓練（生活訓練）の

事業について準用する。この場合において，第１０条第１項中「第３２条」

とあるのは「第１５９条において準用する第９１条」と，第２１条第２項中

「次条第１項から第３項まで」とあるのは「第１５７条第１項から第４項ま

で」と，第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第１５７条第２

項」と，第５９条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１５９条において

準用する次条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓

練）計画」と，第６０条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓

練）計画」と，同条第８項中「６月」とあるのは「３月」と，第６１条中「前

条」とあるのは「第１５９条において準用する前条」と，第９１条中「第９

４条第１項」とあるのは「第１５９条において準用する第９４条第１項」と，

第９４条第１項中「前条」とあるのは「第１５９条において準用する前条」

と読み替えるものとする。 

条まで，第１４７条及び第１４８条の規定は，指定自立訓練（生活訓練）の

事業について準用する。この場合において，第１０条第１項中「第３２条」

とあるのは「第１５９条において準用する第９１条」と，第２１条第２項中

「次条第１項から第３項まで」とあるのは「第１５７条第１項から第４項ま

で」と，第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第１５７条第２

項」と，第５９条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１５９条において

準用する次条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓

練）計画」と，第６０条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓

練）計画」と，同条第９項中「６月」とあるのは「３月」と，第６１条中「前

条」とあるのは「第１５９条において準用する前条」と，第９１条中「第９

４条第１項」とあるのは「第１５９条において準用する第９４条第１項」と，

第９４条第１項中「前条」とあるのは「第１５９条において準用する前条」

と読み替えるものとする。 

（準用） （準用） 

第１７２条 第１０条から第１８条まで，第２０条，第２１条，第２４条，第

２９条，第３４条の２，第３６条の２から第４２条まで，第５９条から第６

２条まで，第６８条，第７０条から第７２条まで，第７６条，第７７条，第

８６条，第８７条，第８８条から第９４条まで，第１４６条，第１４７条及

び第１５７条の２の規定は，指定就労移行支援の事業について準用する。こ

の場合において，第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１７２条に

おいて準用する第９１条」と，第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは

「第１７２条において準用する第１４６条第１項」と，第２４条第２項中「第

２２条第２項」とあるのは「第１７２条において準用する第１４６条第２項」

と，第５９条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１７２条において準用

第１７２条 第１０条から第１８条まで，第２０条，第２１条，第２４条，第

２９条，第３４条の２，第３６条の２から第４２条まで，第５９条から第６

２条まで，第６８条，第７０条から第７２条まで，第７６条，第７７条，第

８６条，第８７条，第８８条から第９４条まで，第１４６条，第１４７条及

び第１５７条の２の規定は，指定就労移行支援の事業について準用する。こ

の場合において，第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１７２条に

おいて準用する第９１条」と，第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは

「第１７２条において準用する第１４６条第１項」と，第２４条第２項中「第

２２条第２項」とあるのは「第１７２条において準用する第１４６条第２項」

と，第５９条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１７２条において準用
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

する次条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と，

第６０条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と，同条第８

項中「６月」とあるのは「３月」と，第６１条中「前条」とあるのは「第１

７２条において準用する前条」と，第７７条第２項第１号中「第６０条」と

あるのは「第１７２条において準用する第６０条」と，「療養介護計画」と

あるのは「就労移行支援計画」と，同項第２号中「第５５条第１項」とある

のは「第１７２条において準用する第２０条第１項」と，同項第３号中「第

６７条」とあるのは「第１７２条において準用する第９０条」と，同項第４

号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１７２条」と，第９１条

中「第９４条第１項」とあるのは「第１７２条において準用する第９４条第

１項」と，第９４条第１項中「前条」とあるのは「第１７２条において準用

する前条」と，第１５７条の２第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立

訓練を受ける者及び基準命令第１７０条の２第１項の厚生労働大臣が定め

る者に限る。）が」とあるのは「支給決定障害者（基準命令第１８４条の厚

生労働大臣が定める者に限る。以下この項において同じ。）が」と，同条第

２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準命令第１

７０条の２第２項の厚生労働大臣が定める者を除く。）の」とあるのは「支

給決定障害者（基準命令第１８４条の厚生労働大臣が定める者を除く。）の」

と読み替えるものとする。 

する次条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と，

第６０条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と，同条第９

項中「６月」とあるのは「３月」と，第６１条中「前条」とあるのは「第１

７２条において準用する前条」と，第７７条第２項第１号中「第６０条」と

あるのは「第１７２条において準用する第６０条」と，「療養介護計画」と

あるのは「就労移行支援計画」と，同項第２号中「第５５条第１項」とある

のは「第１７２条において準用する第２０条第１項」と，同項第３号中「第

６７条」とあるのは「第１７２条において準用する第９０条」と，同項第４

号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１７２条」と，第９１条

中「第９４条第１項」とあるのは「第１７２条において準用する第９４条第

１項」と，第９４条第１項中「前条」とあるのは「第１７２条において準用

する前条」と，第１５７条の２第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立

訓練を受ける者及び基準命令第１７０条の２第１項の厚生労働大臣が定め

る者に限る。）が」とあるのは「支給決定障害者（基準命令第１８４条の厚

生労働大臣が定める者に限る。以下この項において同じ。）が」と，同条第

２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準命令第１

７０条の２第２項の厚生労働大臣が定める者を除く。）の」とあるのは「支

給決定障害者（基準命令第１８４条の厚生労働大臣が定める者を除く。）の」

と読み替えるものとする。 

（実施主体） （実施主体） 

第１７７条 （省 略） 第１７７条 （省 略） 

２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は，障害者の雇用の促進等に関する法律（昭

和３５年法律第１２３号）第４４条に規定する子会社以外の者でなければな

らない。 

２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は，障害者の雇用の促進等に関する法律第４

４条に規定する子会社以外の者でなければならない。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（工賃の支払等） （工賃の支払等） 

第１８９条 （省 略） 第１８９条 （省 略） 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

４ 指定就労継続支援Ｂ型事業者は，年度ごとに，工賃の目標水準を設定し，

当該工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を

利用者に通知するとともに，大阪府及び市に報告しなければならない。 

４ 指定就労継続支援Ｂ型事業者は，年度ごとに，工賃の目標水準を設定し，

当該工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を

利用者に通知するとともに，市に報告しなければならない。 

（準用） （準用） 

第１９０条 第１０条から第１８条まで，第２０条，第２１条，第２３条，第

２４条，第２９条，第３４条の２，第３６条の２から第４２条まで，第５９

条から第６２条まで，第６８条，第７０条から第７２条まで，第７６条，第

７７条，第８６条，第８８条から第９４条まで，第１４６条，第１４７条及

び第１８１条から第１８３条までの規定は，指定就労継続支援Ｂ型の事業に

ついて準用する。この場合において，第１０条第１項中「第３２条」とある

のは「第１９０条において準用する第９１条」と，第２１条第２項中「次条

第１項」とあるのは「第１９０条において準用する第１４６条第１項」と，

第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第１９０条において準用

する第１４６条第２項」と，第５９条第１項中「次条第１項」とあるのは「第

１９０条において準用する次条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「就

労継続支援Ｂ型計画」と，第６０条中「療養介護計画」とあるのは「就労継

続支援Ｂ型計画」と，第６１条中「前条」とあるのは「第１９０条において

準用する前条」と，第７７条第２項第１号中「第６０条」とあるのは「第１

９０条において準用する第６０条」と，「療養介護計画」とあるのは「就労

継続支援Ｂ型計画」と，同項第２号中「第５５条第１項」とあるのは「第１

９０条において準用する第２０条第１項」と，同項第３号中「第６７条」と

第１９０条 第１０条から第１８条まで，第２０条，第２１条，第２３条，第

２４条，第２９条，第３４条の２，第３６条の２から第４２条まで，第５９

条から第６２条まで，第６８条，第７０条から第７２条まで，第７６条，第

７７条，第８６条，第８８条から第９４条まで，第１４６条，第１４７条，

第１８０条第６項及び第１８１条から第１８３条までの規定は，指定就労継

続支援Ｂ型の事業について準用する。この場合において，第１０条第１項中

「第３２条」とあるのは「第１９０条において準用する第９１条」と，第２

１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第１９０条において準用する第１

４６条第１項」と，第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第１

９０条において準用する第１４６条第２項」と，第５９条第１項中「次条第

１項」とあるのは「第１９０条において準用する次条第１項」と，「療養介

護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と，第６０条中「療養介護計

画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と，第６１条中「前条」とあるの

は「第１９０条において準用する前条」と，第７７条第２項第１号中「第６

０条」とあるのは「第１９０条において準用する第６０条」と，「療養介護

計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と，同項第２号中「第５５条第

１項」とあるのは「第１９０条において準用する第２０条第１項」と，同項
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

あるのは「第１９０条において準用する第９０条」と，同項第４号から第６

号までの規定中「次条」とあるのは「第１９０条」と，第９１条中「第９４

条第１項」とあるのは「第１９０条において準用する第９４条第１項」と，

第９４条第１項中「前条」とあるのは「第１９０条において準用する前条」

と，第１８１条第１項中「第１８５条」とあるのは「第１９０条」と，「就

労継続支援Ａ型計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるも

のとする。 

第３号中「第６７条」とあるのは「第１９０条において準用する第９０条」

と，同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１９０条」

と，第９１条中「第９４条第１項」とあるのは「第１９０条において準用す

る第９４条第１項」と，第９４条第１項中「前条」とあるのは「第１９０条

において準用する前条」と，第１８０条第６項中「賃金及び第３項に規定す

る工賃」とあるのは「第１８９条第１項の工賃」と，第１８１条第１項中「第

１８５条」とあるのは「第１９０条」と，「就労継続支援Ａ型計画」とある

のは「就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるものとする。 

（準用） （準用） 

第１９４条 第１０条から第１３条まで，第１５条から第１８条まで，第２０

条，第２１条，第２４条（第１項を除く。），第２９条，第３４条の２，第

３６条の２から第４２条まで，第５２条，第５９条から第６２条まで，第７

０条，第７２条，第７６条，第７７条，第８６条，第８９条，第９０条，第

９２条から第９４条まで，第１４６条（第１項を除く。），第１４７条，第

１８１条から第１８３条まで及び第１８６条の規定は，基準該当就労継続支

援Ｂ型の事業について準用する。この場合において，第１０条第１項中「第

３２条」とあるのは「第１９２条」と，第２１条第２項中「次条第１項」と

あるのは「第１９４条において準用する第１４６条第２項」と，第２４条第

２項中「第２２条第２項」とあるのは「第１９４条において準用する第１４

６条第２項」と，第５９条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１９４条

において準用する次条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「基準該当

就労継続支援Ｂ型計画」と，第６０条中「療養介護計画」とあるのは「基準

該当就労継続支援Ｂ型計画」と，第６１条中「前条」とあるのは「第１９４

条において準用する前条」と，第７７条第２項第１号中「第６０条」とある

第１９４条 第１０条から第１３条まで，第１５条から第１８条まで，第２０

条，第２１条，第２４条（第１項を除く。），第２９条，第３４条の２，第

３６条の２から第４２条まで，第５２条，第５９条から第６２条まで，第７

０条，第７２条，第７６条，第７７条，第８６条，第８９条，第９０条，第

９２条から第９４条まで，第１４６条（第１項を除く。），第１４７条，第

１８０条第６項，第１８１条から第１８３条まで及び第１８６条の規定は，

基準該当就労継続支援Ｂ型の事業について準用する。この場合において，第

１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１９２条」と，第２１条第２項

中「次条第１項」とあるのは「第１９４条において準用する第１４６条第２

項」と，第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第１９４条にお

いて準用する第１４６条第２項」と，第５９条第１項中「次条第１項」とあ

るのは「第１９４条において準用する次条第１項」と，「療養介護計画」と

あるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と，第６０条中「療養介護計画」

とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と，第６１条中「前条」とあ

るのは「第１９４条において準用する前条」と，第７７条第２項第１号中「第
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

のは「第１９４条において準用する第６０条」と，「療養介護計画」とある

のは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と，同項第２号中「第５５条第１項」

とあるのは「第１９４条において準用する第２０条第１項」と，同項第３号

中「第６７条」とあるのは「第１９４条において準用する第９０条」と，同

項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１９４条」と，第

９４条第１項中「前条」とあるのは「第１９４条において準用する前条」と，

第１８１条第１項中「第１８５条」とあるのは「第１９４条」と，「就労継

続支援Ａ型計画」とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と読み替え

るものとする。 

６０条」とあるのは「第１９４条において準用する第６０条」と，「療養介

護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と，同項第２号中「第

５５条第１項」とあるのは「第１９４条において準用する第２０条第１項」

と，同項第３号中「第６７条」とあるのは「第１９４条において準用する第

９０条」と，同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１

９４条」と，第９４条第１項中「前条」とあるのは「第１９４条において準

用する前条」と，第１８０条第６項中「賃金及び第３項に規定する工賃」と

あるのは「第１９３条第１項の工賃」と，第１８１条第１項中「第１８５条」

とあるのは「第１９４条」と，「就労継続支援Ａ型計画」とあるのは「基準

該当就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるものとする。 

（サービス管理責任者の責務） （サービス管理責任者の責務） 

第１９４条の６ （省 略） 第１９４条の６ （省 略） 

 ２ サービス管理責任者は，業務を行うに当たっては，利用者の自己決定の尊

重を原則とした上で，利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合

には，適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならな

い。 

（実施主体） （実施主体） 

第１９４条の７ 指定就労定着支援事業者は，過去３年間において平均１人以

上，通常の事業所に新たに障害者を雇用させている生活介護等に係る指定障

害福祉サービス事業者でなければならない。 

第１９４条の７ 指定就労定着支援事業者は，生活介護等に係る指定障害福祉

サービス事業者であって，過去３年以内に当該事業者の事業所の３人以上の

利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの又は障害者就業・生活支援セ

ンターでなければならない。 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第１９４条の１４ 指定自立生活援助の事業を行う者（以下「指定自立生活援

助事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定自立生活援助事

第１９４条の１４ 指定自立生活援助の事業を行う者（以下「指定自立生活援

助事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定自立生活援助事
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりとする。 業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりとする。 

(１) （省 略） (１) （省 略） 

(２) サービス管理責任者 指定自立生活援助事業所ごとに，ア又はイに掲

げる利用者の数の区分に応じ，それぞれア又はイに掲げる数 

(２) サービス管理責任者 指定自立生活援助事業所ごとに，ア又はイに掲

げる利用者の数の区分に応じ，それぞれア又はイに掲げる数 

ア 利用者の数が３０以下 １以上 ア サービス管理責任者が常勤である場合 次の(ア)又は(イ)に掲げる

利用者の数の区分に応じ，それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる数 

 (ア) 利用者の数が６０以下 １以上 

(イ) 利用者の数が６１以上 １に，利用者の数が６０を超えて６０又

はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

イ 利用者の数が３１以上 １に，利用者の数が３０を超えて３０又はそ

の端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

イ ア以外の場合 次の(ア)又は(イ)に掲げる利用者の数の区分に応じ，

それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる数 

 (ア) 利用者の数が３０以下 １以上 

(イ) 利用者の数が３１以上 １に，利用者の数が３０を超えて３０又

はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

２ （省 略） ２ （省 略） 

 ３ 指定自立生活援助事業者が指定地域移行支援事業者（障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事

業の人員及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第２７号。以下こ

の条において「指定地域相談支援基準」という。）第２条第３項に規定する

指定地域移行支援事業者をいう。）の指定を併せて受け，かつ，指定自立生

活援助の事業と指定地域移行支援（指定地域相談支援基準第１条第１１号に

規定する指定地域移行支援をいう。）の事業を同一の事業所において一体的

に運営している場合にあっては，指定地域相談支援基準第３条の規定により
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

当該事業所に配置された相談支援専門員（同条第２項に規定する相談支援専

門員をいう。以下同じ。）を第１項第２号の規定により置くべきサービス管

理責任者とみなすことができる。 

 ４ 指定自立生活援助事業者が指定地域定着支援事業者（指定地域相談支援基

準第３９条第３項に規定する指定地域定着支援事業者をいう。）の指定を併

せて受け，かつ，指定自立生活援助の事業と指定地域定着支援（指定地域相

談支援基準第１条第１２号に規定する指定地域定着支援をいう。）の事業を

同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては，指定地域相談

支援基準第４０条において準用する指定地域相談支援基準第３条の規定に

より当該事業所に配置された相談支援専門員を第１項第２号の規定により

置くべきサービス管理責任者とみなすことができる。 

３・４ （省 略） ５・６ （省 略） 

（実施主体） 

第１９４条の１７ 指定自立生活援助事業者は，指定障害福祉サービス事業者

（居宅介護，重度訪問介護，同行援護，行動援護，宿泊型自立訓練又は共同

生活援助の事業を行う者に限る。），指定障害者支援施設又は指定相談支援

事業者（法第５１条の２２第１項に規定する指定相談支援事業者をいう。）

でなければならない。 

 

第１９４条の１７ 削除 

（定期的な訪問による支援） （定期的な訪問等による支援） 

第１９４条の１８ 指定自立生活援助事業者は，おおむね週に１回以上，利用

者の居宅を訪問することにより，当該利用者の心身の状況，その置かれてい

る環境及び日常生活全般の状況等の把握を行い，必要な情報の提供及び助言

並びに相談，指定障害福祉サービス事業者等，医療機関等との連絡調整その

他の障害者が地域における自立した日常生活又は社会生活を営むために必

第１９４条の１８ 指定自立生活援助事業者は，定期的に利用者の居宅を訪問

することにより，又はテレビ電話装置等を活用して，当該利用者の心身の状

況，その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の把握を行い，必要な

情報の提供及び助言並びに相談，指定障害福祉サービス事業者等，医療機関

等との連絡調整その他の障害者が地域における自立した日常生活又は社会
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要な援助を行わなければならない。 生活を営むために必要な援助を行わなければならない。 

（準用） （準用） 

第１９４条の２０ 第１０条から第２４条まで，第３０条，第３４条から第３

６条まで，第３７条から第４２条まで，第５９条，第６０条，第６２条，第

６８条，第１９４条の６，第１９４条の１０及び第１９４条の１１の規定は，

指定自立生活援助の事業について準用する。この場合において，第１０条第

１項中「第３２条」とあるのは「第１９４条の２０において準用する第１９

４条の１０」と，第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第１９４条

の２０において準用する次条第１項」と，第６０条中「療養介護計画」とあ

るのは「自立生活援助計画」と，同条第８項中「６月」とあるのは「３月」

と読み替えるものとする。 

第１９４条の２０ 第１０条から第２４条まで，第３０条，第３４条から第３

６条まで，第３７条から第４２条まで，第５９条，第６０条，第６２条，第

６８条，第１９４条の６，第１９４条の１０及び第１９４条の１１の規定は，

指定自立生活援助の事業について準用する。この場合において，第１０条第

１項中「第３２条」とあるのは「第１９４条の２０において準用する第１９

４条の１０」と，第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第１９４条

の２０において準用する次条第１項」と，第５９条第１項中「次条第１項」

とあるのは「第１９４条の２０において準用する次条第１項」と，「療養介

護計画」とあるのは「自立生活援助計画」と，第６０条中「療養介護計画」

とあるのは「自立生活援助計画」と，同条第９項中「６月」とあるのは「３

月」と読み替えるものとする。 

第１９５条 共同生活援助に係る指定障害福祉サービス（以下「指定共同生活

援助」という。）の事業は，利用者が地域において共同して自立した日常生

活又は社会生活を営むことができるよう，当該利用者の身体及び精神の状況

並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談，入浴，排

せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うも

のでなければならない。 

第１９５条 共同生活援助に係る指定障害福祉サービス（以下「指定共同生活

援助」という。）の事業は，利用者が地域において共同して自立した日常生

活又は社会生活を営むことができるよう，当該利用者の身体及び精神の状況

並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談，入浴，排

せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行

い，又はこれに併せて，居宅における自立した日常生活への移行を希望する

入居者につき当該日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談，住居の

確保に係る援助その他居宅における自立した日常生活への移行及び移行後

の定着に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

（入退居） （入退居） 

第１９８条の２ （省 略） 第１９８条の２ （省 略） 
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２ （省 略） ２ （省 略） 

３ 指定共同生活援助事業者は，利用者の退居の際は，利用者の希望を踏まえ

た上で，退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し，退居に必要な援助を行

わなければならない。 

３ 指定共同生活援助事業者は，利用者の退居の際は，利用者の希望を踏まえ

た上で，退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し，退居に必要な援助を行

い，又はこれに併せて居宅における自立した日常生活への移行後の定着に必

要な援助を行わなければならない。 

４ （省 略） ４ （省 略） 

（指定共同生活援助の取扱方針） （指定共同生活援助の取扱方針） 

第１９８条の５ （省 略） 第１９８条の５ （省 略） 

 ２ 指定共同生活援助事業者は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営

むことができるよう，利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。 

２～４ （省 略） ３～５ （省 略） 

（サービス管理責任者の責務） （サービス管理責任者の責務） 

第１９８条の６ （省 略） 第１９８条の６ （省 略） 

 ２ サービス管理責任者は，業務を行うに当たっては，利用者の自己決定の尊

重を原則とした上で，利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合

には，適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならな

い。 

 （地域との連携等） 

第１９８条の７ 指定共同生活援助事業者は，指定共同生活援助の提供に当た

っては，地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域

との交流を図らなければならない。 

 ２ 指定共同生活援助事業者は，指定共同生活援助の提供に当たっては，利用

者及びその家族，地域住民の代表者，共同生活援助について知見を有する者
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並びに市町村の担当者等により構成される協議会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。以下この条及び第２０１条の１０におい

て「地域連携推進会議」という。）を開催し，おおむね１年に１回以上，地

域連携推進会議において，事業の運営に係る状況を報告するとともに，必要

な要望，助言等を聴く機会を設けなければならない。 

 ３ 指定共同生活援助事業者は，地域連携推進会議の開催のほか，おおむね１

年に１回以上，当該地域連携推進会議の構成員が指定共同生活援助事業所を

見学する機会を設けなければならない。 

 ４ 指定共同生活援助事業者は，第２項の規定による報告，要望，助言等につ

いての記録を作成するとともに，当該記録を公表しなければならない。 

 ５ 前３項の規定は，指定共同生活援助事業者がその提供する指定共同生活援

助の質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれ

に準ずる措置として市長が定めるものを講じている場合には，適用しない。 

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第２００条の４ （省 略） 第２００条の４ （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

 ３ 指定共同生活援助事業者は，感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第２

種協定指定医療機関（次項において「第２種協定指定医療機関」という。）

との間で，新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症，

同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をい

う。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなけれ

ばならない。 
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 ４ 指定共同生活援助事業者は，協力医療機関が第２種協定指定医療機関であ

る場合においては，当該第２種協定指定医療機関との間で，新興感染症の発

生時等の対応について協議を行わなければならない。 

（準用） （準用） 

第２０１条 第１０条，第１２条，第１３条，第１５条から第１８条まで，第

２１条，第２４条，第２９条，第３４条の２，第３６条の２から第４２条ま

で，第５５条，第６０条，第６２条，第６８条，第７２条，第７６条，第７

７条，第９０条，第９２条，第９４条及び第１５７条の２の規定は，指定共

同生活援助の事業について準用する。この場合において，第１０条第１項中

「第３２条」とあるのは「第１９９条の３」と，第２１条第２項中「次条第

１項」とあるのは「第１９８条の４第１項」と，第２４条第２項中「第２２

条第２項」とあるのは「第１９８条の４第２項」と，第６０条中「療養介護

計画」とあるのは「共同生活援助計画」と，第７７条第２項第１号中「第６

０条」とあるのは「第２０１条において準用する第６０条」と，「療養介護

計画」とあるのは「共同生活援助計画」と，同項第２号中「第５５条第１項」

とあるのは「第２０１条において準用する第５５条第１項」と，同項第３号

中「第６７条」とあるのは「第２０１条において準用する第９０条」と，同

項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第２０１条」と，第

９４条第１項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第２００条の４第１項

の協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と，第１５７条の２第

１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準命令第１

７０条の２第１項の厚生労働大臣が定める者に限る。）」とあるのは「支給

決定障害者（入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者を除く。）」

と，同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基

第２０１条 第１０条，第１２条，第１３条，第１５条から第１８条まで，第

２１条，第２４条，第２９条，第３４条の２，第３６条の２から第４２条ま

で，第５５条，第６０条，第６２条，第６８条，第７２条，第７７条，第９

０条，第９２条，第９４条及び第１５７条の２の規定は，指定共同生活援助

の事業について準用する。この場合において，第１０条第１項中「第３２条」

とあるのは「第１９９条の３」と，第２１条第２項中「次条第１項」とある

のは「第１９８条の４第１項」と，第２４条第２項中「第２２条第２項」と

あるのは「第１９８条の４第２項」と，第６０条中「療養介護計画」とある

のは「共同生活援助計画」と，第７７条第２項第１号中「第６０条」とある

のは「第２０１条において準用する第６０条」と，「療養介護計画」とある

のは「共同生活援助計画」と，同項第２号中「第５５条第１項」とあるのは

「第２０１条において準用する第５５条第１項」と，同項第３号中「第６７

条」とあるのは「第２０１条において準用する第９０条」と，同項第４号か

ら第６号までの規定中「次条」とあるのは「第２０１条」と，第９４条第１

項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第２００条の４第１項の協力医療

機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と，第１５７条の２第１項中「支

給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準命令第１７０条の２

第１項の厚生労働大臣が定める者に限る。）」とあるのは「支給決定障害者

（入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者を除く。）」と，同条

第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準命令第
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準命令第１７０条の２第２項の厚生労働大臣が定める者を除く。）」とある

のは「支給決定障害者（入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者

に限る。）」と読み替えるものとする。 

１７０条の２第２項の厚生労働大臣が定める者を除く。）」とあるのは「支

給決定障害者（入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者に限

る。）」と読み替えるものとする。 

（この節の趣旨） （この節の趣旨） 

第２０１条の２ 第１節から前節までの規定にかかわらず，日中サービス支援

型指定共同生活援助（指定共同生活援助であって，当該指定共同生活援助に

係る指定共同生活援助事業所の従業者により，常時介護を要する者に対し

て，常時の支援体制を確保した上で行われる入浴，排せつ，食事の介護その

他の日常生活上の援助をいう。以下同じ。）の事業を行う者（以下「日中サ

ービス支援型指定共同生活援助事業者」という。）の基本方針並びに人員，

設備及び運営に関する基準については，この節に定めるところによる。 

第２０１条の２ 第１節から前節までの規定にかかわらず，日中サービス支援

型指定共同生活援助（指定共同生活援助であって，当該指定共同生活援助に

係る指定共同生活援助事業所の従業者により，常時介護を要する者に対し

て，常時の支援体制を確保した上で行われる相談，入浴，排せつ若しくは食

事の介護その他の日常生活上の援助又はこれに併せて行われる居宅におけ

る自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助をいう。以下同

じ。）の事業を行う者（以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業者」

という。）の基本方針並びに人員，設備及び運営に関する基準については，

この節に定めるところによる。 

（基本方針） （基本方針） 

第２０１条の３ 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業は，常時の支援

体制を確保することにより，利用者が地域において，家庭的な環境及び地域

住民との交流の下で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う，当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて

共同生活住居において相談，入浴，排せつ又は食事の介護その他の日常生活

上の援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

第２０１条の３ 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業は，常時の支援

体制を確保することにより，利用者が地域において，家庭的な環境及び地域

住民との交流の下で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う，当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて

共同生活住居において相談，入浴，排せつ若しくは食事の介護その他の日常

生活上の援助又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活へ

の移行及び移行後の定着に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなけ

ればならない。 

（協議の場の設置等） （地域との連携等） 

第２０１条の１０  第２０１条の１０ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は，日中サー
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ビス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては，地域住民又はその自発的

な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならな

い。 

 ２ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は，日中サービス支援型指定

共同生活援助の提供に当たっては，地域連携推進会議を開催し，おおむね１

年に１回以上，地域連携推進会議において，事業の運営に係る状況を報告す

るとともに，必要な要望，助言等を聴く機会を設けなければならない。 

 ３ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は，地域連携推進会議の開催

のほか，おおむね１年に１回以上，当該地域連携推進会議の構成員が日中サ

ービス支援型指定共同生活援助事業所を見学する機会を設けなければなら

ない。 

 ４ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は，第２項の規定による報

告，要望，助言等についての記録を作成するとともに，当該記録を公表しな

ければならない。 

 ５ 前３項の規定は，日中サービス支援型指定共同生活援助事業者がその提供

する日中サービス支援型指定共同生活援助の質に係る外部の者による評価

及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として市長が定める

もの（次項に規定するものを除く。）を講じている場合には，適用しない。 

１ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は，日中サービス支援型指定

共同生活援助の提供に当たっては，法第８９条の３第１項に規定する協議会

その他市長がこれに準ずるものとして特に認めるもの（以下「協議会等」と

いう。）に対して定期的に日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の実

施状況等を報告し，協議会等による評価を受けるとともに，協議会等から必

要な要望，助言等を聴く機会を設けなければならない。 

６ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は，法第８９条の３第１項に

規定する協議会その他市長がこれに準ずるものとして特に認めるもの（以下

「協議会等」という。）に対して定期的に日中サービス支援型指定共同生活

援助の事業の実施状況及び第２項の規定による報告，要望，助言等の内容又

は前項の評価の結果等を報告し，協議会等による評価を受けるとともに，協

議会等から必要な要望，助言等を聴く機会を設けなければならない。 
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２ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は，前項の報告，評価，要望，

助言等についての記録を整備しなければならない。 

７ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は，前項の規定による協議会

等における報告，評価，要望，助言等についての記録を整備しなければなら

ない。 

（準用） （準用） 

第２０１条の１１ 第１０条，第１２条，第１３条，第１５条から第１８条ま

で，第２１条，第２４条，第２９条，第３４条の２，第３６条の２から第４

２条まで，第５５条，第６０条，第６２条，第６８条，第７２条，第７６条，

第７７条，第９０条，第９２条，第９４条，第１５７条の２，第１９８条の

２から第１９８条の６まで及び第１９９条の３から第２００条の４までの

規定は，日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。こ

の場合において，第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第２０１条の

１１において準用する第２０１条の３」と，第２１条第２項中「次条第１項」

とあるのは「第２０１条の１１において準用する第１９８条の４第１項」と，

第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第２０１条の１１におい

て準用する第１９８条の４第２項」と，第６０条中「療養介護計画」とある

のは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と，第７７条第２項第１号中

「第６０条」とあるのは「第２０１条の１１において読み替えて準用する第

６０条」と，「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援

助計画」と，同項第２号中「第５５条第１項」とあるのは「第２０１条の１

１において準用する第５５条第１項」と，同項第３号中「第６７条」とある

のは「第２０１条の１１において準用する第９０条」と，同項第４号から第

６号までの規定中「次条」とあるのは「第２０１条の１１」と，第９４条第

１項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第２０１条の１１において準用

する第２００条の４第１項の協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療

第２０１条の１１ 第１０条，第１２条，第１３条，第１５条から第１８条ま

で，第２１条，第２４条，第２９条，第３４条の２，第３６条の２から第４

２条まで，第５５条，第６０条，第６２条，第６８条，第７２条，第７７条，

第９０条，第９２条，第９４条，第１５７条の２，第１９８条の２から第１

９８条の６まで及び第１９９条の３から第２００条の４までの規定は，日中

サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合におい

て，第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第２０１条の１１において

準用する第１９９条の３」と，第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは

「第２０１条の１１において準用する第１９８条の４第１項」と，第２４条

第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第２０１条の１１において準用す

る第１９８条の４第２項」と，第６０条中「療養介護計画」とあるのは「日

中サービス支援型共同生活援助計画」と，第７７条第２項第１号中「第６０

条」とあるのは「第２０１条の１１において読み替えて準用する第６０条」

と，「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」

と，同項第２号中「第５５条第１項」とあるのは「第２０１条の１１におい

て準用する第５５条第１項」と，同項第３号中「第６７条」とあるのは「第

２０１条の１１において準用する第９０条」と，同項第４号から第６号まで

の規定中「次条」とあるのは「第２０１条の１１」と，第９４条第１項中「前

条の協力医療機関」とあるのは「第２０１条の１１において準用する第２０

０条の４第１項の協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と，第
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機関」と，第１５７条の２第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練

を受ける者及び基準命令第１７０条の２第１項の厚生労働大臣が定める者

に限る。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験的な日中サービス

支援型指定共同生活援助を受けている者を除く。）」と，同条第２項中「支

給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準命令第１７０条の２

第２項の厚生労働大臣が定める者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者

（入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者

に限る。）」と読み替えるものとする。 

１５７条の２第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及

び基準命令第１７０条の２第１項の厚生労働大臣が定める者に限る。）」と

あるのは「支給決定障害者（入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同

生活援助を受けている者を除く。）」と，同条第２項中「支給決定障害者（指

定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準命令第１７０条の２第２項の厚生労

働大臣が定める者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験

的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者に限る。）」と読

み替えるものとする。 

（この節の趣旨） （この節の趣旨） 

第２０１条の１２ 第１節から第４節までの規定にかかわらず，外部サービス

利用型指定共同生活援助（指定共同生活援助であって，当該指定共同生活援

助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により行われる外部サービス利

用型共同生活援助計画（第２０１条の２２において読み替えて準用する第６

０条に規定する外部サービス利用型共同生活援助計画をいう。以下同じ。）

の作成，相談その他の日常生活上の援助（第２０１条の１４第１項において

「基本サービス」という。）及び当該指定共同生活援助に係る指定共同生活

援助事業者が委託する指定居宅介護事業者（以下「受託居宅介護サービス事

業者」という。）により，当該外部サービス利用型共同生活援助計画に基づ

き行われる入浴，排せつ，食事の介護その他の日常生活上の援助（以下「受

託居宅介護サービス」という。）をいう。以下同じ。）の事業を行うものの

基本方針並びに人員，設備及び運営に関する基準については，この節に定め

るところによる。 

第２０１条の１２ 第１節から第４節までの規定にかかわらず，外部サービス

利用型指定共同生活援助（指定共同生活援助であって，当該指定共同生活援

助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により行われる外部サービス利

用型共同生活援助計画（第２０１条の２２において読み替えて準用する第６

０条に規定する外部サービス利用型共同生活援助計画をいう。以下同じ。）

の作成，相談その他の日常生活上の援助又はこれに併せて行われる居宅にお

ける自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助（第２０１条

の１４第１項において「基本サービス」という。）及び当該指定共同生活援

助に係る指定共同生活援助事業者が委託する指定居宅介護事業者（以下「受

託居宅介護サービス事業者」という。）により，当該外部サービス利用型共

同生活援助計画に基づき行われる入浴，排せつ，食事の介護その他の日常生

活上の援助（以下「受託居宅介護サービス」という。）をいう。以下同じ。）

の事業を行うものの基本方針並びに人員，設備及び運営に関する基準につい

ては，この節に定めるところによる。 

（基本方針） （基本方針） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第２０１条の１３ 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業は，外部サー

ビス利用型共同生活援助計画に基づき，受託居宅介護サービス事業者による

受託居宅介護サービスを適切かつ円滑に提供することにより，利用者が地域

において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう，

当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共

同生活住居において相談，入浴，排せつ又は食事の介護その他の日常生活上

の援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

第２０１条の１３ 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業は，外部サー

ビス利用型共同生活援助計画に基づき，受託居宅介護サービス事業者による

受託居宅介護サービスを適切かつ円滑に提供することにより，利用者が地域

において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう，

当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共

同生活住居において相談，入浴，排せつ若しくは食事の介護その他の日常生

活上の援助又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への

移行及び移行後の定着に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなけれ

ばならない。 

（準用） （準用） 

第２０１条の２２ 第１２条，第１３条，第１５条から第１８条まで，第２１

条，第２４条，第２９条，第３４条の２，第３６条の２から第４２条まで，

第５５条，第６０条，第６２条，第６８条，第７２条，第７６条，第７７条，

第９０条，第９２条，第９４条，第１５７条の２，第１９８条の２から第１

９８条の６まで，第１９９条，第１９９条の２及び第２００条の２から第２

００条の４までの規定は，外部サービス利用型指定共同生活援助の事業につ

いて準用する。この場合において，第２１条第２項中「次条第１項」とある

のは「第２０１条の２２において準用する第１９８条の４第１項」と，第２

４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第２０１条の２２において準

用する第１９８条の４第２項」と，第６０条中「療養介護計画」とあるのは

「外部サービス利用型共同生活援助計画」と，第７７条第２項第１号中「第

６０条」とあるのは「第２０１条の２２において準用する第６０条」と，「療

養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と，同項

第２号中「第５５条第１項」とあるのは「第２０１条の２２において準用す

第２０１条の２２ 第１２条，第１３条，第１５条から第１８条まで，第２１

条，第２４条，第２９条，第３４条の２，第３６条の２から第４２条まで，

第５５条，第６０条，第６２条，第６８条，第７２条，第７７条，第９０条，

第９２条，第９４条，第１５７条の２，第１９８条の２から第１９８条の７

まで，第１９９条，第１９９条の２及び第２００条の２から第２００条の４

までの規定は，外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用す

る。この場合において，第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第２

０１条の２２において準用する第１９８条の４第１項」と，第２４条第２項

中「第２２条第２項」とあるのは「第２０１条の２２において準用する第１

９８条の４第２項」と，第６０条中「療養介護計画」とあるのは「外部サー

ビス利用型共同生活援助計画」と，第７７条第２項第１号中「第６０条」と

あるのは「第２０１条の２２において準用する第６０条」と，「療養介護計

画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と，同項第２号中

「第５５条第１項」とあるのは「第２０１条の２２において準用する第５５
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る第５５条第１項」と，同項第３号中「第６７条」とあるのは「第２０１条

の２２において準用する第９０条」と，同項第４号から第６号までの規定中

「次条」とあるのは「第２０１条の２２」と，第９４条第１項中「前条の協

力医療機関」とあるのは「第２０１条の２２において準用する第２００条の

４第１項の協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と，第１５７

条の２第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準

命令第１７０条の２第１項の厚生労働大臣が定める者に限る。）」とあるの

は「支給決定障害者（入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援

助を受けている者を除く。）」と，同条第２項中「支給決定障害者（指定宿

泊型自立訓練を受ける者及び基準命令第１７０条の２第２項の厚生労働大

臣が定める者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験的な

外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者に限る。）」と，第１

９９条第３項中「当該指定共同生活援助事業所の従業者」とあるのは「当該

外部サービス利用型指定共同生活援助事業所及び受託居宅介護サービス事

業所の従業者」と読み替えるものとする。 

条第１項」と，同項第３号中「第６７条」とあるのは「第２０１条の２２に

おいて準用する第９０条」と，同項第４号から第６号までの規定中「次条」

とあるのは「第２０１条の２２」と，第９４条第１項中「前条の協力医療機

関」とあるのは「第２０１条の２２において準用する第２００条の４第１項

の協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と，第１５７条の２第

１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準命令第１

７０条の２第１項の厚生労働大臣が定める者に限る。）」とあるのは「支給

決定障害者（入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受け

ている者を除く。）」と，同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立

訓練を受ける者及び基準命令第１７０条の２第２項の厚生労働大臣が定め

る者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験的な外部サー

ビス利用型指定共同生活援助を受けている者に限る。）」と，第１９９条第

３項中「当該指定共同生活援助事業所の従業者」とあるのは「当該外部サー

ビス利用型指定共同生活援助事業所及び受託居宅介護サービス事業所の従

業者」と読み替えるものとする。 

（従業者の員数等に関する特例） （従業者の員数等に関する特例） 

第２０２条 多機能型による指定生活介護事業所，指定自立訓練（機能訓練）

事業所，指定自立訓練（生活訓練）事業所，指定就労移行支援事業所，指定

就労継続支援Ａ型事業所及び指定就労継続支援Ｂ型事業所（指定就労継続支

援Ｂ型事業者が指定就労継続支援Ｂ型の事業を行う事業所をいう。）並びに

指定児童発達支援事業所，指定医療型児童発達支援事業所（指定通所支援基

準第５６条に規定する指定医療型児童発達支援事業所をいう。）及び指定放

課後等デイサービス事業所（以下「多機能型事業所」と総称する。）は，一

体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員数の合計が２０人未満である

第２０２条 多機能型による指定生活介護事業所，指定自立訓練（機能訓練）

事業所，指定自立訓練（生活訓練）事業所，指定就労移行支援事業所，指定

就労継続支援Ａ型事業所及び指定就労継続支援Ｂ型事業所（指定就労継続支

援Ｂ型事業者が指定就労継続支援Ｂ型の事業を行う事業所をいう。）並びに

指定児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所（以下「多機

能型事業所」と総称する。）は，一体的に事業を行う多機能型事業所の利用

定員数の合計が２０人未満である場合は，第８０条第６項，第１４３条第６

項及び第７項，第１５３条第６項，第１６３条第４項並びに第１７４条第４
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

場合は，第８０条第６項，第１４３条第６項及び第７項，第１５３条第６項，

第１６３条第４項並びに第１７４条第４項（第１８７条において準用する場

合を含む。）の規定にかかわらず，当該多機能型事業所に置くべき従業者（医

師及びサービス管理責任者を除く。）のうち，１人以上の者を常勤でなけれ

ばならないものとすることができる。 

項（第１８７条において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず，当該

多機能型事業所に置くべき従業者（医師及びサービス管理責任者を除く。）

のうち，１人以上の者を常勤でなければならないものとすることができる。 

２ 多機能型事業所（指定児童発達支援事業所，指定医療型児童発達支援事業

所及び指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うも

のを除く。以下この条において同じ。）は，第８０条第１項第３号及び第７

項，第１４３条第１項第２号及び第８項，第１５３条第１項第３号及び第７

項，第１６３条第１項第３号及び第５項並びに第１７４条第１項第２号及び

第５項（これらの規定を第１８７条において準用する場合を含む。）の規定

にかかわらず，一体的に事業を行う多機能型事業所のうち基準命令第２１５

条第２項の厚生労働大臣が定めるものを一の事業所であるとみなして，当該

一の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を，次の

各号に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ，当該各

号に定める数とし，この項の規定により置くべきものとされるサービス管理

責任者のうち，１人以上は，常勤でなければならないものとすることができ

る。 

２ 多機能型事業所（指定児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス

事業所を多機能型として一体的に行うものを除く。以下この条において同

じ。）は，第８０条第１項第３号及び第７項，第１４３条第１項第２号及び

第８項，第１５３条第１項第３号及び第７項，第１６３条第１項第３号及び

第５項並びに第１７４条第１項第２号及び第５項（これらの規定を第１８７

条において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず，一体的に事業を行

う多機能型事業所のうち基準命令第２１５条第２項の厚生労働大臣が定め

るものを一の事業所であるとみなして，当該一の事業所とみなされた事業所

に置くべきサービス管理責任者の数を，次の各号に掲げる当該多機能型事業

所の利用者の数の合計の区分に応じ，当該各号に定める数とし，この項の規

定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち，１人以上は，常

勤でなければならないものとすることができる。 

(１)・(２) （省 略） (１)・(２) （省 略） 

（電磁的記録等） （電磁的記録等） 

第２０４条 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は，作成，保存その

他これらに類するもののうち，この条例の規定において書面（書面，書類，

文書，謄本，抄本，正本，副本，複本その他文字，図形等人の知覚によって

認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この

第２０４条 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は，作成，保存その

他これらに類するもののうち，この条例の規定において書面（書面，書類，

文書，謄本，抄本，正本，副本，複本その他文字，図形等人の知覚によって

認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの（第１

１条第１項（第４４条第１項及び第２項，第４４条の４，第４９条第１項及

び第２項，第９５条，第９５条の５，第１２３条，第１４９条，第１４９条

の４，第１５９条，第１５９条の４，第１７２条，第１８５条，第１９０条，

第１９４条，第１９４条の１２並びに第１９４条の２０において準用する場

合を含む。），第１５条（第４４条第１項及び第２項，第４４条の４，第４

９条第１項及び第２項，第７８条，第９５条，第９５条の５，第１１０条，

第１１０条の４，第１２３条，第１４９条，第１４９条の４，第１５９条，

第１５９条の４，第１７２条，第１８５条，第１９０条，第１９４条，第１

９４条の１２，第１９４条の２０，第２０１条，第２０１条の１１並びに第

２０１条の２２において準用する場合を含む。），第５４条第１項，第１０

４条第１項（第１１０条の４において準用する場合を含む。），第１９８条

の３第１項（第２０１条の１１及び第２０１条の２２において準用する場合

を含む。）及び次項に規定するものを除く。）については，書面に代えて，

当該書面に係る電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっ

て認識することができない方式で作られる記録であって，電子計算機による

情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの（第１

１条第１項（第４４条第１項及び第２項，第４４条の４，第４９条第１項及

び第２項，第９５条，第９５条の５，第１２３条，第１４９条，第１４９条

の５，第１５９条，第１５９条の４，第１７２条，第１８５条，第１９０条，

第１９４条，第１９４条の１２並びに第１９４条の２０において準用する場

合を含む。），第１５条（第４４条第１項及び第２項，第４４条の４，第４

９条第１項及び第２項，第７８条，第９５条，第９５条の５，第１１０条，

第１１０条の４，第１２３条，第１４９条，第１４９条の５，第１５９条，

第１５９条の４，第１７２条，第１８５条，第１９０条，第１９４条，第１

９４条の１２，第１９４条の２０，第２０１条，第２０１条の１１並びに第

２０１条の２２において準用する場合を含む。），第５４条第１項，第１０

４条第１項（第１１０条の４において準用する場合を含む。），第１９８条

の３第１項（第２０１条の１１及び第２０１条の２２において準用する場合

を含む。）及び次項に規定するものを除く。）については，書面に代えて，

当該書面に係る電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっ

て認識することができない方式で作られる記録であって，電子計算機による

情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

２ （省 略） ２ （省 略） 

附 則 附 則 

１ （省 略） １ （省 略） 

２ 当分の間，第１号の厚生労働大臣が定める者に対し指定生活介護を提供す

る指定生活介護事業所に置くべき看護職員（保健師又は看護師若しくは准看

護師をいう。以下この項において同じ。），理学療法士又は作業療法士及び

生活支援員の総数は，第８０条第１項第２号アの規定にかかわらず，指定生

２ 当分の間，第１号の厚生労働大臣が定める者に対し指定生活介護を提供す

る指定生活介護事業所に置くべき看護職員（保健師又は看護師若しくは准看

護師をいう。以下この項において同じ。），理学療法士，作業療法士又は言

語聴覚士及び生活支援員の総数は，第８０条第１項第２号アの規定にかかわ
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

活介護の単位ごとに，常勤換算方法で，次に掲げる数を合計した数以上とす

る。 

らず，指定生活介護の単位ごとに，常勤換算方法で，次に掲げる数を合計し

た数以上とする。 

(１)・(２) （省 略） (１)・(２) （省 略） 

３・４ （省 略） ３・４ （省 略） 

５ 第１９９条第３項及び第２０１条の８第４項の規定は，指定共同生活援助

事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち，重

度訪問介護，同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けることができる者

であって，区分命令第１条第５号に規定する区分４，同条第６号に規定する

区分５又は同条第７号に規定する区分６に該当するものが，共同生活住居内

において，当該指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生

活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を

希望する場合については，令和６年３月３１日までの間，当該利用者につい

ては，適用しない。 

５ 第１９９条第３項及び第２０１条の８第４項の規定は，指定共同生活援助

事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち，重

度訪問介護，同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けることができる者

であって，区分命令第１条第５号に規定する区分４，同条第６号に規定する

区分５又は同条第７号に規定する区分６に該当するものが，共同生活住居内

において，当該指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生

活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を

希望する場合については，令和９年３月３１日までの間，当該利用者につい

ては，適用しない。 

６ 第１９９条第３項及び第２０１条の８第４項の規定は，指定共同生活援助

事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち，区

分命令第１条第５号に規定する区分４，同条第６号に規定する区分５又は同

条第７号に規定する区分６に該当するものが，共同生活住居内において，当

該指定共同生活援助事業所又は当該日中サービス支援型指定共同生活援助

事業所の従業者以外の者による居宅介護（身体介護に係るものに限る。以下

この項において同じ。）の利用を希望し，次に掲げる要件のいずれにも該当

する場合については，令和６年３月３１日までの間，当該利用者については，

適用しない。 

６ 第１９９条第３項及び第２０１条の８第４項の規定は，指定共同生活援助

事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち，区

分命令第１条第５号に規定する区分４，同条第６号に規定する区分５又は同

条第７号に規定する区分６に該当するものが，共同生活住居内において，当

該指定共同生活援助事業所又は当該日中サービス支援型指定共同生活援助

事業所の従業者以外の者による居宅介護（身体介護に係るものに限る。以下

この項において同じ。）の利用を希望し，次に掲げる要件のいずれにも該当

する場合については，令和９年３月３１日までの間，当該利用者については，

適用しない。 

(１)・(２) （省 略） (１)・(２) （省 略） 

７・８ （省 略） ７・８ （省 略） 

115



第２条 豊中市指定障害福祉サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

目次 目次 

第１章～第９章 （省 略） 第１章～第９章 （省 略） 

 第９章の２ 就労選択支援 

 第１節 基本方針（第１６１条の２） 

 第２節 人員に関する基準（第１６１条の３・第１６１条の４） 

 第３節 設備に関する基準（第１６１条の５） 

 第４節 運営に関する基準（第１６１条の６―第１６１条の９） 

第１０章～第１７章 （省 略） 第１０章～第１７章 （省 略） 

附則 附則 

（指定障害福祉サービス事業者の一般原則） （指定障害福祉サービス事業者の一般原則） 

第３条 指定障害福祉サービス事業者（第３章，第４章及び第７章から第１５

章までに掲げる事業を行うものに限る。）は，利用者の意向，適性，障害の

特性その他の事情を踏まえた計画（以下「個別支援計画」という。）を作成

し，これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供するととも

に，その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずるこ

とにより利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供し

なければならない。 

第３条 指定障害福祉サービス事業者（第３章，第４章，第８章，第９章及び

第１０章から第１５章までに掲げる事業を行うものに限る。）は，利用者の

意向，適性，障害の特性その他の事情を踏まえた計画（以下「個別支援計画」

という。）を作成し，これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを

提供するとともに，その効果について継続的な評価を実施することその他の

措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サ

ービスを提供しなければならない。 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

 第９章の２ 就労選択支援 

 第１節 基本方針 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

 第１６１条の２ 就労選択支援に係る指定障害福祉サービス（以下「指定就労

選択支援」という。）の事業は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を

営むことができるよう，規則第６条の７の２に規定する者につき，短期間の

生産活動その他の活動の機会の提供を通じて，就労に関する適性，知識及び

能力の評価並びに規則第６条の７の３に規定する事項の整理を行い，又はこ

れに併せて，当該評価及び当該整理の結果に基づき，規則第６条の７の４に

規定する便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。 

 第２節 人員に関する基準 

 （従業者の員数） 

 第１６１条の３ 指定就労選択支援の事業を行う者（以下「指定就労選択支援

事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定就労選択支援事業

所」という。）に置くべき就労選択支援員（指定就労選択支援の提供に当た

る者として基準命令第１７３条の３第１項の厚生労働大臣が定めるものを

いう。以下同じ。）の数は，指定就労選択支援事業所ごとに，常勤換算方法

で，利用者の数を１５で除した数以上とする。 

 ２ 前項の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に指定を受け

る場合は，推定数による。 

 ３ 第１項に規定する指定就労選択支援事業所の就労選択支援員は，専ら当該

指定就労選択支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし，

利用者の支援に支障がない場合は，この限りでない。 

 （準用） 

 第１６１条の４ 第５２条の規定は，指定就労選択支援の事業について準用す

る。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

 第３節 設備に関する基準 

 （準用） 

 第１６１条の５ 第８３条の規定は，指定就労選択支援の事業について準用す

る。 

 第４節 運営に関する基準 

 （実施主体） 

 第１６１条の６ 指定就労選択支援事業者は，就労移行支援又は就労継続支援

に係る指定障害福祉サービス事業者であって，過去３年以内に当該事業者の

事業所の３人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他

のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると市長

が認める事業者でなければならない。 

 （評価及び整理の実施） 

 第１６１条の７ 指定就労選択支援事業者は，短期間の生産活動その他の活動

の機会を通じて，就労に関する適性，知識及び能力の評価並びに規則第６条

の７の３に規定する事項の整理（以下この節において「アセスメント」とい

う。）を行うものとする。 

 ２ 障害者就業・生活支援センターその他の機関がアセスメントと同様の評価

及び整理を実施した場合には，指定就労選択支援事業者は，当該同様の評価

及び整理をもって，アセスメントの実施に代えることができる。この場合に

おいて，指定就労選択支援事業者は，次項の規定による会議の開催，アセス

メントの結果の作成又は指定障害福祉サービス事業者その他の関係機関と

の連絡調整に当たり，当該障害者就業・生活支援センターその他の機関に対

し，当該会議への参加その他の必要な協力を求めることができる。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

 ３ 指定就労選択支援事業者は，アセスメントの結果の作成に当たり，利用者

及び市町村，指定特定相談支援事業者等，公共職業安定所その他の関係機関

の担当者等を招集して会議（テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。）を開催し，当該利用者の就労に関する意向を改めて確認する

とともに，当該担当者等に意見を求めるものとする。 

 ４ 指定就労選択支援事業者は，アセスメントの結果を作成したときは，当該

結果に係る情報を利用者及び指定特定相談支援事業者等に提供しなければ

ならない。 

 （関係機関との連絡調整等の実施） 

 第１６１条の８ 指定就労選択支援事業者は，アセスメントの結果を踏まえ，

必要に応じて公共職業安定所，障害者就業・生活支援センターその他の関係

機関との連絡調整を行わなければならない。 

 ２ 指定就労選択支援事業者は，法第８９条の３第１項に規定する協議会への

定期的な参加，公共職業安定所への訪問等により，地域における就労支援に

係る社会資源，雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに，

利用者に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めなければならな

い。 

 （準用） 

 第１６１条の９ 第１０条から第２１条まで，第２４条，第２９条，第３４条

の２，第３６条の２から第４２条まで，第５９条，第６２条，第６８条，第

７０条から第７２条まで，第７６条，第７７条（第２項第１号を除く。），

第８６条，第８７条，第８８条から第９４条まで，第１４６条及び第１５７

条の２の規定は，指定就労選択支援の事業について準用する。この場合にお

いて，第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１６１条の９において

119



（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

準用する第９１条」と，第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第１

６１条の９において準用する第１４６条第１項」と，第２４条第２項中「第

２２条第２項」とあるのは「第１６１条の９において準用する第１４６条第

２項」と，第５９条第１項中「次条第１項に規定する療養介護計画に基づき，

利用者」とあるのは「利用者」と，第７７条第２項第２号中「第５５条第１

項」とあるのは「第１６１条の９において準用する第２０条第１項」と，同

項第３号中「第６７条」とあるのは「第１６１条の９において準用する第９

０条」と，同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１６

１条の９」と，第９１条中「第９４条第１項」とあるのは「第１６１条の９

において準用する第９４条第１項」と，第９４条第１項中「前条」とあるの

は「第１６１条の９において準用する前条」と，第１５７条の２第１項中「支

給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準命令第１７０条の２

第１項の厚生労働大臣が定める者に限る。）」とあるのは「支給決定障害者

（基準命令第１７３条の９の厚生労働大臣が定める者に限る。以下この項に

おいて同じ。）」と，同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練

を受ける者及び基準命令第１７０条の２第２項の厚生労働大臣が定める者

を除く。）」とあるのは「支給決定障害者（基準命令第１７３条の９の厚生

労働大臣が定める者を除く。）」と読み替えるものとする。 

 （就労選択支援に関する情報提供） 

 第１７１条の２ 指定就労移行支援事業者は，利用者に対し，指定計画相談支

援を行う者と連携し，定期的に就労選択支援に関する情報提供を行うものと

する。 

（準用） （準用） 

第１８５条 第１０条から第１８条まで，第２０条，第２１条，第２３条，第 第１８５条 第１０条から第１８条まで，第２０条，第２１条，第２３条，第
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

２４条，第２９条，第３４条の２，第３６条の２から第４２条まで，第５９

条から第６２条まで，第６８条，第７０条から第７２条まで，第７６条，第

７７条，第８８条から第９０条まで，第９２条から第９４条まで，第１４６

条及び第１４７条の規定は，指定就労継続支援Ａ型の事業について準用す

る。この場合において，第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１８

４条の２」と，第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第１８５条に

おいて準用する第１４６条第１項」と，第２４条第２項中「第２２条第２項」

とあるのは「第１８５条において準用する第１４６条第２項」と，第５９条

第１項中「次条第１項」とあるのは「第１８５条において準用する次条第１

項」と，「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と，第６０

条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と，第６１条中

「前条」とあるのは「第１８５条において準用する前条」と，第７７条第２

項第１号中「第６０条」とあるのは「第１８５条において準用する第６０条」

と，「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と，同項第２号

中「第５５条第１項」とあるのは「第１８５条において準用する第２０条第

１項」と，同項第３号中「第６７条」とあるのは「第１８５条において準用

する第９０条」と，同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは

「第１８５条」と，第９４条第１項中「前条」とあるのは「第１８５条にお

いて準用する前条」と読み替えるものとする。 

２４条，第２９条，第３４条の２，第３６条の２から第４２条まで，第５９

条から第６２条まで，第６８条，第７０条から第７２条まで，第７６条，第

７７条，第８８条から第９０条まで，第９２条から第９４条まで，第１４６

条，第１４７条及び第１７１条の２の規定は，指定就労継続支援Ａ型の事業

について準用する。この場合において，第１０条第１項中「第３２条」とあ

るのは「第１８４条の２」と，第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは

「第１８５条において準用する第１４６条第１項」と，第２４条第２項中「第

２２条第２項」とあるのは「第１８５条において準用する第１４６条第２項」

と，第５９条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１８５条において準用

する次条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」

と，第６０条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と，

第６１条中「前条」とあるのは「第１８５条において準用する前条」と，第

７７条第２項第１号中「第６０条」とあるのは「第１８５条において準用す

る第６０条」と，「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と，

同項第２号中「第５５条第１項」とあるのは「第１８５条において準用する

第２０条第１項」と，同項第３号中「第６７条」とあるのは「第１８５条に

おいて準用する第９０条」と，同項第４号から第６号までの規定中「次条」

とあるのは「第１８５条」と，第９４条第１項中「前条」とあるのは「第１

８５条において準用する前条」と読み替えるものとする。 

（準用） （準用） 

第１９０条 第１０条から第１８条まで，第２０条，第２１条，第２３条，第

２４条，第２９条，第３４条の２，第３６条の２から第４２条まで，第５９

条から第６２条まで，第６８条，第７０条から第７２条まで，第７６条，第

７７条，第８６条，第８８条から第９４条まで，第１４６条，第１４７条，

第１９０条 第１０条から第１８条まで，第２０条，第２１条，第２３条，第

２４条，第２９条，第３４条の２，第３６条の２から第４２条まで，第５９

条から第６２条まで，第６８条，第７０条から第７２条まで，第７６条，第

７７条，第８６条，第８８条から第９４条まで，第１４６条，第１４７条，
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第１８０条第６項及び第１８１条から第１８３条までの規定は，指定就労継

続支援Ｂ型の事業について準用する。この場合において，第１０条第１項中

「第３２条」とあるのは「第１９０条において準用する第９１条」と，第２

１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第１９０条において準用する第１

４６条第１項」と，第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第１

９０条において準用する第１４６条第２項」と，第５９条第１項中「次条第

１項」とあるのは「第１９０条において準用する次条第１項」と，「療養介

護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と，第６０条中「療養介護計

画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と，第６１条中「前条」とあるの

は「第１９０条において準用する前条」と，第７７条第２項第１号中「第６

０条」とあるのは「第１９０条において準用する第６０条」と，「療養介護

計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と，同項第２号中「第５５条第

１項」とあるのは「第１９０条において準用する第２０条第１項」と，同項

第３号中「第６７条」とあるのは「第１９０条において準用する第９０条」

と，同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１９０条」

と，第９１条中「第９４条第１項」とあるのは「第１９０条において準用す

る第９４条第１項」と，第９４条第１項中「前条」とあるのは「第１９０条

において準用する前条」と，第１８０条第６項中「賃金及び第３項に規定す

る工賃」とあるのは「第１８９条第１項の工賃」と，第１８１条第１項中「第

１８５条」とあるのは「第１９０条」と，「就労継続支援Ａ型計画」とある

のは「就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるものとする。 

第１７１条の２，第１８０条第６項及び第１８１条から第１８３条までの規

定は，指定就労継続支援Ｂ型の事業について準用する。この場合において，

第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１９０条において準用する第

９１条」と，第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第１９０条にお

いて準用する第１４６条第１項」と，第２４条第２項中「第２２条第２項」

とあるのは「第１９０条において準用する第１４６条第２項」と，第５９条

第１項中「次条第１項」とあるのは「第１９０条において準用する次条第１

項」と，「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と，第６０

条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と，第６１条中

「前条」とあるのは「第１９０条において準用する前条」と，第７７条第２

項第１号中「第６０条」とあるのは「第１９０条において準用する第６０条」

と，「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と，同項第２号

中「第５５条第１項」とあるのは「第１９０条において準用する第２０条第

１項」と，同項第３号中「第６７条」とあるのは「第１９０条において準用

する第９０条」と，同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは

「第１９０条」と，第９１条中「第９４条第１項」とあるのは「第１９０条

において準用する第９４条第１項」と，第９４条第１項中「前条」とあるの

は「第１９０条において準用する前条」と，第１８０条第６項中「賃金及び

第３項に規定する工賃」とあるのは「第１８９条第１項の工賃」と，第１８

１条第１項中「第１８５条」とあるのは「第１９０条」と，「就労継続支援

Ａ型計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるものとする。 

（準用） （準用） 

第１９４条 第１０条から第１３条まで，第１５条から第１８条まで，第２０

条，第２１条，第２４条（第１項を除く。），第２９条，第３４条の２，第

第１９４条 第１０条から第１３条まで，第１５条から第１８条まで，第２０

条，第２１条，第２４条（第１項を除く。），第２９条，第３４条の２，第
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

３６条の２から第４２条まで，第５２条，第５９条から第６２条まで，第７

０条，第７２条，第７６条，第７７条，第８６条，第８９条，第９０条，第

９２条から第９４条まで，第１４６条（第１項を除く。），第１４７条，第

１８０条第６項，第１８１条から第１８３条まで及び第１８６条の規定は，

基準該当就労継続支援Ｂ型の事業について準用する。この場合において，第

１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１９２条」と，第２１条第２項

中「次条第１項」とあるのは「第１９４条において準用する第１４６条第２

項」と，第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第１９４条にお

いて準用する第１４６条第２項」と，第５９条第１項中「次条第１項」とあ

るのは「第１９４条において準用する次条第１項」と，「療養介護計画」と

あるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と，第６０条中「療養介護計画」

とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と，第６１条中「前条」とあ

るのは「第１９４条において準用する前条」と，第７７条第２項第１号中「第

６０条」とあるのは「第１９４条において準用する第６０条」と，「療養介

護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と，同項第２号中「第

５５条第１項」とあるのは「第１９４条において準用する第２０条第１項」

と，同項第３号中「第６７条」とあるのは「第１９４条において準用する第

９０条」と，同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１

９４条」と，第９４条第１項中「前条」とあるのは「第１９４条において準

用する前条」と，第１８０条第６項中「賃金及び第３項に規定する工賃」と

あるのは「第１９３条第１項の工賃」と，第１８１条第１項中「第１８５条」

とあるのは「第１９４条」と，「就労継続支援Ａ型計画」とあるのは「基準

該当就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるものとする。 

３６条の２から第４２条まで，第５２条，第５９条から第６２条まで，第７

０条，第７２条，第７６条，第７７条，第８６条，第８９条，第９０条，第

９２条から第９４条まで，第１４６条（第１項を除く。），第１４７条，第

１７１条の２，第１８０条第６項，第１８１条から第１８３条まで及び第１

８６条の規定は，基準該当就労継続支援Ｂ型の事業について準用する。この

場合において，第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１９２条」と，

第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第１９４条において準用する

第１４６条第２項」と，第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第

１９４条において準用する第１４６条第２項」と，第５９条第１項中「次条

第１項」とあるのは「第１９４条において準用する次条第１項」と，「療養

介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と，第６０条中「療

養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と，第６１条中

「前条」とあるのは「第１９４条において準用する前条」と，第７７条第２

項第１号中「第６０条」とあるのは「第１９４条において準用する第６０条」

と，「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と，同

項第２号中「第５５条第１項」とあるのは「第１９４条において準用する第

２０条第１項」と，同項第３号中「第６７条」とあるのは「第１９４条にお

いて準用する第９０条」と，同項第４号から第６号までの規定中「次条」と

あるのは「第１９４条」と，第９４条第１項中「前条」とあるのは「第１９

４条において準用する前条」と，第１８０条第６項中「賃金及び第３項に規

定する工賃」とあるのは「第１９３条第１項の工賃」と，第１８１条第１項

中「第１８５条」とあるのは「第１９４条」と，「就労継続支援Ａ型計画」

とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるものとする。 

（豊中市指定障害者支援施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正） 
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第３条 豊中市指定障害者支援施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年豊中市条例第６１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（指定障害者支援施設の一般原則） （指定障害者支援施設の一般原則） 

第３条 （省 略） 第３条 （省 略） 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

 ４ 指定障害者支援施設は，利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配

慮しつつ，利用者の地域生活への移行に関する意向を把握し，当該意向を定

期的に確認するとともに，法第７７条第３項各号に掲げる事業を行う者又は

一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ，利

用者の希望に沿って地域生活への移行に向けた措置を講じなければならな

い。 

 ５ 指定障害者支援施設は，利用者の当該指定障害者支援施設以外における指

定障害福祉サービス等の利用状況等を把握するとともに，利用者の自己決定

の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ，利用者の当該指定障害者支援施設

以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向を定期的に確認

し，一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ，必

要な援助を行わなければならない。 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第５条 指定障害者支援施設に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりと

する。 

第５条 指定障害者支援施設に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりと

する。 

(１) 生活介護を行う場合 (１) 生活介護を行う場合 

ア 生活介護を行う場合に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりと

する。 

ア 生活介護を行う場合に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりと

する。 

124



（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

(ア) （省 略） (ア) （省 略） 

(イ) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同

じ。），理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 

(イ) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同

じ。），理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員 

ａ 看護職員，理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は，

生活介護の単位ごとに，常勤換算方法で，(ａ)及び(ｂ)に掲げる数

を合計した数以上とする。 

ａ 看護職員，理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援

員の総数は，生活介護の単位ごとに，常勤換算方法で，(ａ)及び(ｂ)

に掲げる数を合計した数以上とする。 

(ａ)・(ｂ) （省 略） (ａ)・(ｂ) （省 略） 

ｂ （省 略） ｂ （省 略） 

ｃ 理学療法士又は作業療法士の数は，利用者に対して日常生活を営

むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は，生活

介護の単位ごとに，当該訓練を行うために必要な数とする。 

ｃ 理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士の数は，利用者に対して

日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行

う場合は，生活介護の単位ごとに，当該訓練を行うために必要な数

とする。 

ｄ （省 略） ｄ （省 略） 

(ウ) （省 略） (ウ) （省 略） 

イ （省 略） イ （省 略） 

ウ ア(イ)の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合に

は，これらの者に代えて，日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止

するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導

員として置くことができる。 

ウ ア(イ)の理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困

難な場合には，これらの者に代えて，日常生活を営むのに必要な機能の

減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機

能訓練指導員として置くことができる。 

エ・オ （省 略） エ・オ （省 略） 

(２) 自立訓練（機能訓練）（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律施行規則（平成１８年厚生労働省令第１９号。以下「規

則」という。）第６条の６第１号に規定する自立訓練（機能訓練）をいう。

(２) 自立訓練（機能訓練）（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律施行規則（平成１８年厚生労働省令第１９号。以下「規

則」という。）第６条の６第１号に規定する自立訓練（機能訓練）をいう。

125



（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

以下同じ。）を行う場合 以下同じ。）を行う場合 

ア 自立訓練（機能訓練）を行う場合に置くべき従業者及びその員数は，

次のとおりとする。 

ア 自立訓練（機能訓練）を行う場合に置くべき従業者及びその員数は，

次のとおりとする。 

(ア) 看護職員，理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 (ア) 看護職員，理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援

員 

ａ 看護職員，理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は，

常勤換算方法で，利用者の数を６で除した数以上とする。 

ａ 看護職員，理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援

員の総数は，常勤換算方法で，利用者の数を６で除した数以上とす

る。 

ｂ （省 略） ｂ （省 略） 

ｃ 理学療法士又は作業療法士の数は，１以上とする。 ｃ 理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士の数は，１以上とする。 

ｄ （省 略） ｄ （省 略） 

(イ) （省 略） (イ) （省 略） 

イ （省 略） イ （省 略） 

ウ ア(ア)の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合に

は，これらの者に代えて，日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止

するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導

員として置くことができる。 

ウ ア(ア)の理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困

難な場合には，これらの者に代えて，日常生活を営むのに必要な機能の

減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機

能訓練指導員として置くことができる。 

エ～カ （省 略） エ～カ （省 略） 

(３)～(６) （省 略） (３)～(６) （省 略） 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

（施設障害福祉サービスの取扱方針） （施設障害福祉サービスの取扱方針） 

第２６条 （省 略） 第２６条 （省 略） 

 ２ 指定障害者支援施設は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこ
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

とができるよう，利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。 

２・３ （省 略） ３・４ （省 略） 

（施設障害福祉サービス計画の作成等） （施設障害福祉サービス計画の作成等） 

第２７条 （省 略） 第２７条 （省 略） 

２ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービス計画の作成に当たっては，

適切な方法により，利用者について，その置かれている環境及び日常生活全

般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活及び課題等の把握（以下

「アセスメント」という。）を行い，利用者が自立した日常生活を営むこと

ができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならな

い。 

２ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービス計画の作成に当たっては，

適切な方法により，利用者について，その置かれている環境及び日常生活全

般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活及び課題等の把握（以下

「アセスメント」という。）を行うとともに，利用者の自己決定の尊重及び

意思決定の支援に配慮しつつ，利用者が自立した日常生活を営むことができ

るように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。この

場合において，サービス管理責任者は，第２８条の３第１項の地域移行等意

向確認担当者（以下「地域移行等意向確認担当者」という。）が把握した利

用者の地域生活への移行に関する意向等を踏まえるものとする。 

３ アセスメントに当たっては，利用者が自ら意思を決定することに困難を抱

える場合には，適切に意思決定の支援を行うため，当該利用者の意思及び選

好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。 

３・４ （省 略） ４・５ （省 略） 

５ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議（利

用者に対する施設障害福祉サービス等の提供に当たる担当者等を招集して

行う会議をいい，テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話

装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）を開催し，

前項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について意見を求

めるものとする。 

６ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議（利

用者及び当該利用者に対する施設障害福祉サービス等の提供に当たる担当

者等（地域移行等意向確認担当者を含む。）を招集して行う会議をいい，テ

レビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）

を活用して行うことができるものとする。）を開催し，当該利用者の生活に

対する意向等を改めて確認するとともに，前項に規定する施設障害福祉サー

ビス計画の原案の内容について意見を求めるものとする。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

６ サービス管理責任者は，第４項に規定する施設障害福祉サービス計画の原

案の内容について利用者又はその家族に対して説明し，文書により利用者の

同意を得なければならない。 

７ サービス管理責任者は，第５項に規定する施設障害福祉サービス計画の原

案の内容について利用者又はその家族に対して説明し，文書により利用者の

同意を得なければならない。 

７ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービス計画を作成したときは，当

該施設障害福祉サービス計画を利用者に交付しなければならない。 

８ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービス計画を作成したときは，当

該施設障害福祉サービス計画を利用者及び当該利用者に対して指定計画相

談支援（法第５１条の１７第２項に規定する指定計画相談支援をいう。）を

行う者に交付しなければならない。 

８・９ （省 略） ９・10 （省 略） 

10 第２項から第７項までの規定は，第８項に規定する施設障害福祉サービス

計画の変更について準用する。 

11 第２項から第８項までの規定は，第９項に規定する施設障害福祉サービス

計画の変更について準用する。 

（サービス管理責任者の責務） （サービス管理責任者の責務） 

第２８条 （省 略） 第２８条 （省 略） 

 ２ サービス管理責任者は，業務を行うに当たっては，利用者の自己決定の尊

重を原則とした上で，利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合

には，適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならな

い。 

 （地域との連携等） 

第２８条の２ 指定障害者支援施設は，施設障害福祉サービスの提供に当たっ

ては，地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域と

の交流を図らなければならない。 

 ２ 指定障害者支援施設は，施設障害福祉サービスの提供に当たっては，利用

者及びその家族，地域住民の代表者，施設障害福祉サービスについて知見を

有する者並びに市町村の担当者等により構成される協議会（テレビ電話装置
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

等を活用して行うことができるものとする。）（以下この条において「地域

連携推進会議」という。）を開催し，おおむね１年に１回以上，地域連携推

進会議において，事業の運営に係る状況を報告するとともに，必要な要望，

助言等を聴く機会を設けなければならない。 

 ３ 指定障害者支援施設は，前項に規定する地域連携推進会議の開催のほか，

おおむね１年に１回以上，地域連携推進会議の構成員が指定障害者支援施設

を見学する機会を設けなければならない。 

 ４ 指定障害者支援施設は，第２項の規定による報告，要望，助言等について

の記録を作成するとともに，当該記録を公表しなければならない。 

 ５ 前３項の規定は，指定障害者支援施設がその提供する施設障害福祉サービ

スの質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれ

に準ずる措置として市長が定めるものを講じている場合には，適用しない。 

 （地域移行等意向確認担当者の選任等） 

 第２８条の３ 指定障害者支援施設は，利用者の地域生活への移行に関する意

向の把握，利用者の当該指定障害者支援施設以外における指定障害福祉サー

ビス等の利用状況等の把握及び利用者の当該指定障害者支援施設以外にお

ける指定障害福祉サービス等の利用に関する意向の定期的な確認（以下この

条において「地域移行等意向確認等」という。）を適切に行うため，地域移

行等意向確認等に関する指針を定めるとともに，地域移行等意向確認担当者

を選任しなければならない。 

 ２ 地域移行等意向確認担当者は，前項の指針に基づき，地域移行等意向確認

等を実施し，アセスメントの際に地域移行等意向確認等において把握又は確

認した内容をサービス管理責任者に報告するとともに，当該内容を第２７条

第６項に規定する施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議に報告しな
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

ければならない。 

 ３ 地域移行等意向確認担当者は，地域移行等意向確認等に当たっては，法第

７７条第３項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特

定相談支援事業を行う者と連携し，地域における障害福祉サービスの体験的

な利用に係る支援その他の地域生活への移行に向けた支援を行うよう努め

なければならない。 

（工賃の支払等） （工賃の支払等） 

第３３条 （省 略） 第３３条 （省 略） 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

４ 指定障害者支援施設は，就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては，年度ごと

に，工賃の目標水準を設定し，当該工賃の目標水準及び前年度に利用者それ

ぞれに対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに，大阪府及

び市に報告しなければならない。 

４ 指定障害者支援施設は，就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては，年度ごと

に，工賃の目標水準を設定し，当該工賃の目標水準及び前年度に利用者それ

ぞれに対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに，市に報告

しなければならない。 

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第５１条 （省 略） 第５１条 （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

 ３ 指定障害者支援施設は，感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第２種協

定指定医療機関（次項において「第２種協定指定医療機関」という。）との

間で，新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症，同

条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。

次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければな

らない。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

 ４ 指定障害者支援施設は，協力医療機関が第２種協定指定医療機関である場

合においては，当該第２種協定指定医療機関との間で，新興感染症の発生時

等の対応について協議を行わなければならない。 

（苦情解決） （苦情解決） 

第５７条 （省 略） 第５７条 （省 略） 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

４ 指定障害者支援施設は，その提供した施設障害福祉サービスに関し，法第

１１条第２項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは施設障害福祉

サービスの提供の記録，帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又

は当該職員からの質問に応じ，及び利用者又はその家族からの苦情に関して

都道府県知事が行う調査に協力するとともに，都道府県知事から指導又は助

言を受けた場合は，当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければな

らない。 

４ 指定障害者支援施設は，その提供した施設障害福祉サービスに関し，法第

１１条第２項の規定により都道府県知事（指定都市にあっては，指定都市の

市長。以下この項において同じ。）が行う報告若しくは施設障害福祉サービ

スの提供の記録，帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該

職員からの質問に応じ，及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府

県知事が行う調査に協力するとともに，都道府県知事から指導又は助言を受

けた場合は，当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならな

い。 

５～７ （省 略） ５～７ （省 略） 

（地域との連携等）  

第５８条 指定障害者支援施設は，その運営に当たっては，地域住民又はその

自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければ

ならない。 

第５８条 削除 

（豊中市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第４条 豊中市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年豊中市条例第６２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 
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（療養介護の取扱方針） （療養介護の取扱方針） 

第１６条 （省 略） 第１６条 （省 略） 

 ２ 療養介護事業者は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう，利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならな

い。 

２・３ （省 略） ３・４ （省 略） 

（療養介護計画の作成等） （療養介護計画の作成等） 

第１７条 （省 略） 第１７条 （省 略） 

２ 療養介護計画の作成に当たっては，適切な方法により，利用者について，

その有する能力，その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を

通じて利用者の希望する生活や課題等の把握（以下この章において「アセス

メント」という。）を行い，利用者が自立した日常生活を営むことができる

ように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。 

２ 療養介護計画の作成に当たっては，適切な方法により，利用者について，

その有する能力，その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を

通じて利用者の希望する生活や課題等の把握（以下この章において「アセス

メント」という。）を行うとともに，利用者の自己決定の尊重及び意思決定

の支援に配慮しつつ，利用者が自立した日常生活を営むことができるように

支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。 

 ３ サービス管理責任者は，アセスメントに当たっては，利用者が自ら意思を

決定することに困難を抱える場合には，適切に意思決定の支援を行うため，

当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなけれ

ばならない。 

３・４ （省 略） ４・５ （省 略） 

５ サービス管理責任者は，療養介護計画の作成に係る会議（利用者に対する

療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいい，テレビ電話装

置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して

行うことができるものとする。）を開催し，前項に規定する療養介護計画の

６ サービス管理責任者は，療養介護計画の作成に係る会議（利用者及び当該

利用者に対する療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をい

い，テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」とい

う。）を活用して行うことができるものとする。）を開催し，当該利用者の
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原案の内容について意見を求めるものとする。 生活に対する意向等を改めて確認するとともに，前項に規定する療養介護計

画の原案の内容について意見を求めるものとする。 

６ サービス管理責任者は，第４項に規定する療養介護計画の原案の内容につ

いて利用者又はその家族に対して説明し，文書により利用者の同意を得なけ

ればならない。 

７ サービス管理責任者は，第５項に規定する療養介護計画の原案の内容につ

いて利用者又はその家族に対して説明し，文書により利用者の同意を得なけ

ればならない。 

７ サービス管理責任者は，療養介護計画を作成したときは，当該療養介護計

画を利用者に交付しなければならない。 

８ サービス管理責任者は，療養介護計画を作成したときは，当該療養介護計

画を利用者及び当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援

（法第５１条の１７第２項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。）

又は指定障害児相談支援（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４

条の２６第２項に規定する指定障害児相談支援をいう。）を行う者（以下こ

れらを総称して「指定特定相談支援事業者等」という。）に交付しなければ

ならない。 

８・９ （省 略） ９・10 （省 略） 

10 第２項から第７項までの規定は，第８項に規定する療養介護計画の変更に

ついて準用する。 

11 第２項から第８項までの規定は，第９項に規定する療養介護計画の変更に

ついて準用する。 

（サービス管理責任者の責務） （サービス管理責任者の責務） 

第１８条 （省 略） 第１８条 （省 略） 

 ２ サービス管理責任者は，業務を行うに当たっては，利用者の自己決定の尊

重を原則とした上で，利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合

には，適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならな

い。 

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準） 

第３９条 生活介護事業者が生活介護事業所に置くべき職員及びその員数は， 第３９条 生活介護事業者が生活介護事業所に置くべき職員及びその員数は，
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次のとおりとする。 次のとおりとする。 

(１)・(２) （省 略） (１)・(２) （省 略） 

(３) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章，

次章及び第５章において同じ。），理学療法士又は作業療法士及び生活支

援員 

(３) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章，

次章及び第５章において同じ。），理学療法士，作業療法士又は言語聴覚

士及び生活支援員 

ア 看護職員，理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は，生活

介護の単位ごとに，常勤換算方法で，(ア)から(ウ)までに掲げる利用者

の平均障害支援区分（基準省令第３９条第１項第３号イの厚生労働大臣

が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同

じ。）に応じ，それぞれ(ア)から(ウ)までに掲げる数とする。 

ア 看護職員，理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の

総数は，生活介護の単位ごとに，常勤換算方法で，(ア)から(ウ)までに

掲げる利用者の平均障害支援区分（基準省令第３９条第１項第３号イの

厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値を

いう。以下同じ。）に応じ，それぞれ(ア)から(ウ)までに掲げる数とす

る。 

(ア)～(ウ) （省 略） (ア)～(ウ) （省 略） 

イ （省 略） イ （省 略） 

ウ 理学療法士又は作業療法士の数は，利用者に対して日常生活を営むの

に必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は，生活介護の単

位ごとに，当該訓練を行うために必要な数とする。 

ウ 理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士の数は，利用者に対して日常

生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は，

生活介護の単位ごとに，当該訓練を行うために必要な数とする。 

エ （省 略） エ （省 略） 

(４) （省 略） (４) （省 略） 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

４ 第１項第３号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合

には，これらの者に代えて，日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止す

るための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員とし

て置くことができる。 

４ 第１項第３号の理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士を確保することが

困難な場合には，これらの者に代えて，日常生活を営むのに必要な機能の減

退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練

指導員として置くことができる。 
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５～８ （省 略） ５～８ （省 略） 

（職場への定着のための支援等の実施） （職場への定着のための支援等の実施） 

第４４条の２ 生活介護事業者は，障害者の職場への定着を促進するため，当

該生活介護事業者が提供する生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用

された障害者について，障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携

して，当該障害者が就職した日から６月以上，職業生活における相談等の支

援の継続に努めなければならない。 

第４４条の２ 生活介護事業者は，障害者の職場への定着を促進するため，当

該生活介護事業者が提供する生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用

された障害者について，障害者就業・生活支援センター（障害者の雇用の促

進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）第２７条第２項に規定する

障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。）等の関係機関と連携し

て，当該障害者が就職した日から６月以上，職業生活における相談等の支援

の継続に努めなければならない。 

２ （省 略） ２ （省 略） 

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準） 

第５２条 自立訓練（機能訓練）の事業を行う者（以下「自立訓練（機能訓練）

事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「自立訓練（機能訓練）

事業所」という。）に置くべき職員及びその員数は，次のとおりとする。 

第５２条 自立訓練（機能訓練）の事業を行う者（以下「自立訓練（機能訓練）

事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「自立訓練（機能訓練）

事業所」という。）に置くべき職員及びその員数は，次のとおりとする。 

(１) （省 略） (１) （省 略） 

(２) 看護職員，理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 (２) 看護職員，理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員 

ア 看護職員，理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は，自立

訓練（機能訓練）事業所ごとに，常勤換算方法で，利用者の数を６で除

した数以上とする。 

ア 看護職員，理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の

総数は，自立訓練（機能訓練）事業所ごとに，常勤換算方法で，利用者

の数を６で除した数以上とする。 

イ （省 略） イ （省 略） 

ウ 理学療法士又は作業療法士の数は，自立訓練（機能訓練）事業所ごと

に，１以上とする。 

ウ 理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士の数は，自立訓練（機能訓練）

事業所ごとに，１以上とする。 

エ （省 略） エ （省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

(３) （省 略） (３) （省 略） 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

４ 第１項第２号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合

には，これらの者に代えて，日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止す

るための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員とし

て置くことができる。 

４ 第１項第２号の理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士を確保することが

困難な場合には，これらの者に代えて，日常生活を営むのに必要な機能の減

退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練

指導員として置くことができる。 

５～９ （省 略） ５～９ （省 略） 

（地域生活への移行のための支援） （地域生活への移行のための支援） 

第５４条 自立訓練（機能訓練）事業者は，利用者が地域において自立した日

常生活又は社会生活を営むことができるよう，第６３条第１項に規定する就

労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し，必要

な調整を行わなければならない。 

第５４条 自立訓練（機能訓練）事業者は，利用者が地域において自立した日

常生活又は社会生活を営むことができるよう，第６１条の２に規定する就労

移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し，必要な

調整を行わなければならない。 

２ （省 略） ２ （省 略） 

（準用） （準用） 

第５５条 第８条，第９条，第１３条から第１９条まで，第２４条から第２６

条まで，第２８条から第３２条の２まで，第３４条から第３８条まで，第４

０条，第４１条及び第４４条の２から第４９条までの規定は，自立訓練（機

能訓練）の事業について準用する。この場合において，第９条第２項第１号

中「第１７条第１項」とあるのは「第５５条において準用する第１７条第１

項」と，「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と，同

項第２号中「第２８条第２項」とあるのは「第５５条において準用する第２

８条第２項」と，同項第３号中「第３０条第２項」とあるのは「第５５条に

おいて準用する第３０条第２項」と，同項第４号中「第３２条第２項」とあ

第５５条 第８条，第９条，第１３条から第１９条まで，第２４条から第２６

条まで，第２８条から第３２条の２まで，第３４条から第３８条まで，第４

０条，第４１条及び第４４条の２から第４９条までの規定は，自立訓練（機

能訓練）の事業について準用する。この場合において，第９条第２項第１号

中「第１７条第１項」とあるのは「第５５条において準用する第１７条第１

項」と，「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と，同

項第２号中「第２８条第２項」とあるのは「第５５条において準用する第２

８条第２項」と，同項第３号中「第３０条第２項」とあるのは「第５５条に

おいて準用する第３０条第２項」と，同項第４号中「第３２条第２項」とあ
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るのは「第５５条において準用する第３２条第２項」と，第１６条第１項中

「次条第１項」とあるのは「第５５条において準用する次条第１項」と，第

１７条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と，同

条第８項中「６月」とあるのは「３月」と，第１８条中「前条」とあるのは

「第５５条において準用する前条」と読み替えるものとする。 

るのは「第５５条において準用する第３２条第２項」と，第１６条第１項中

「次条第１項」とあるのは「第５５条において準用する次条第１項」と，第

１７条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と，同

条第９項中「６月」とあるのは「３月」と，第１８条第１項中「前条」とあ

るのは「第５５条において準用する前条」と読み替えるものとする。 

（準用） （準用） 

第６０条 第８条，第９条，第１３条から第１９条まで，第２４条から第２６

条まで，第２８条から第３２条の２まで，第３４条から第３６条まで，第４

０条，第４１条，第４４条の２から第４９条まで，第５３条及び第５４条の

規定は，自立訓練（生活訓練）の事業について準用する。この場合において，

第９条第２項第１号中「第１７条第１項」とあるのは「第６０条において準

用する第１７条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活

訓練）計画」と，同項第２号中「第２８条第２項」とあるのは「第６０条に

おいて準用する第２８条第２項」と，同項第３号中「第３０条第２項」とあ

るのは「第６０条において準用する第３０条第２項」と，同項第４号中「第

３２条第２項」とあるのは「第６０条において準用する第３２条第２項」と，

第１６条第１項中「次条第１項」とあるのは「第６０条において準用する次

条第１項」と，第１７条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓

練）計画」と，同条第８項中「６月」とあるのは「３月」と，第１８条中「前

条」とあるのは「第６０条において準用する前条」と，第４０条第２項中「６

人以上」とあるのは「宿泊型自立訓練以外の自立訓練（生活訓練）について

は６人以上，宿泊型自立訓練については１０人以上」と読み替えるものとす

る。 

第６０条 第８条，第９条，第１３条から第１９条まで，第２４条から第２６

条まで，第２８条から第３２条の２まで，第３４条から第３６条まで，第４

０条，第４１条，第４４条の２から第４９条まで，第５３条及び第５４条の

規定は，自立訓練（生活訓練）の事業について準用する。この場合において，

第９条第２項第１号中「第１７条第１項」とあるのは「第６０条において準

用する第１７条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活

訓練）計画」と，同項第２号中「第２８条第２項」とあるのは「第６０条に

おいて準用する第２８条第２項」と，同項第３号中「第３０条第２項」とあ

るのは「第６０条において準用する第３０条第２項」と，同項第４号中「第

３２条第２項」とあるのは「第６０条において準用する第３２条第２項」と，

第１６条第１項中「次条第１項」とあるのは「第６０条において準用する次

条第１項」と，第１７条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓

練）計画」と，同条第９項中「６月」とあるのは「３月」と，第１８条第１

項中「前条」とあるのは「第６０条において準用する前条」と，第４０条第

２項中「６人以上」とあるのは「宿泊型自立訓練以外の自立訓練（生活訓練）

については６人以上，宿泊型自立訓練については１０人以上」と読み替える

ものとする。 

 （規模） 

137
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 第６１条の２ 就労移行支援の事業を行う者（以下「就労移行支援事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「就労移行支援事業所」という。）

は，１０人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなけれ

ばならない。 

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準） 

第６３条 就労移行支援の事業を行う者（以下「就労移行支援事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「就労移行支援事業所」という。）に置くべ

き職員及びその員数は，次のとおりとする。 

第６３条 就労移行支援事業所に置くべき職員及びその員数は，次のとおりと

する。 

(１)～(４) （省 略） (１)～(４) （省 略） 

２～６ （省 略） ２～６ （省 略） 

（実習の実施） （実習の実施） 

第６５条 （省 略） 第６５条 （省 略） 

２ 就労移行支援事業者は，前項の実習の受入先の確保に当たっては，公共職

業安定所，障害者就業・生活支援センター（障害者の雇用の促進等に関する

法律（昭和３５年法律第１２３号）第２７条第２項に規定する障害者就業・

生活支援センターをいう。以下同じ。）及び特別支援学校等の関係機関と連

携して，利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。 

２ 就労移行支援事業者は，前項の実習の受入先の確保に当たっては，公共職

業安定所，障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と

連携して，利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならな

い。 

（準用） （準用） 

第６９条 第８条，第９条，第１３条から第１９条まで，第２４条から第２６

条まで，第２８条から第３２条の２まで，第３４条から第３８条まで，第４

０条，第４１条，第４３条，第４４条，第４５条から第４９条まで及び第５

３条の規定は，就労移行支援の事業について準用する。この場合において，

第９条第２項第１号中「第１７条第１項」とあるのは「第６９条において準

第６９条 第８条，第９条，第１３条から第１９条まで，第２４条から第２６

条まで，第２８条から第３２条の２まで，第３４条から第３６条まで，第３

８条，第４０条，第４１条，第４３条，第４４条，第４５条から第４９条ま

で及び第５３条の規定は，就労移行支援の事業について準用する。この場合

において，第９条第２項第１号中「第１７条第１項」とあるのは「第６９条
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用する第１７条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計

画」と，同項第２号中「第２８条第２項」とあるのは「第６９条において準

用する第２８条第２項」と，同項第３号中「第３０条第２項」とあるのは「第

６９条において準用する第３０条第２項」と，同項第４号中「第３２条第２

項」とあるのは「第６９条において準用する第３２条第２項」と，第１６条

第１項中「次条第１項」とあるのは「第６９条において準用する次条第１項」

と，第１７条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と，同条

第８項中「６月」とあるのは「３月」と，第１８条中「前条」とあるのは「第

６９条において準用する前条」と，第４０条第１項中「生活介護事業所」と

あるのは「就労移行支援事業所（認定就労移行支援事業所を除く。）」と読

み替えるものとする。 

において準用する第１７条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「就労

移行支援計画」と，同項第２号中「第２８条第２項」とあるのは「第６９条

において準用する第２８条第２項」と，同項第３号中「第３０条第２項」と

あるのは「第６９条において準用する第３０条第２項」と，同項第４号中「第

３２条第２項」とあるのは「第６９条において準用する第３２条第２項」と，

第１６条第１項中「次条第１項」とあるのは「第６９条において準用する次

条第１項」と，第１７条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」

と，同条第９項中「６月」とあるのは「３月」と，第１８条第１項中「前条」

とあるのは「第６９条において準用する前条」と，第４０条第１項中「生活

介護事業所」とあるのは「就労移行支援事業所（認定就労移行支援事業所を

除く。）」と読み替えるものとする。 

（規模に関する特例） （規模に関する特例） 

第８８条 多機能型による生活介護事業所（以下「多機能型生活介護事業所」

という。），自立訓練（機能訓練）事業所（以下「多機能型自立訓練（機能

訓練）事業所」という。），自立訓練（生活訓練）事業所（以下「多機能型

自立訓練（生活訓練）事業所」という。），就労移行支援事業所（以下「多

機能型就労移行支援事業所」という。），就労継続支援Ａ型事業所（以下「多

機能型就労継続支援Ａ型事業所」という。）及び就労継続支援Ｂ型事業所（以

下「多機能型就労継続支援Ｂ型事業所」という。）（以下「多機能型事業所」

と総称する。）は，一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員（多機能

型による指定児童発達支援（児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人

員，設備及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第１５号。以下「指

定通所支援基準」という。）第４条に規定する指定児童発達支援をいう。）

の事業，指定医療型児童発達支援（指定通所支援基準第５５条に規定する指

第８８条 多機能型による生活介護事業所（以下「多機能型生活介護事業所」

という。），自立訓練（機能訓練）事業所（以下「多機能型自立訓練（機能

訓練）事業所」という。），自立訓練（生活訓練）事業所（以下「多機能型

自立訓練（生活訓練）事業所」という。），就労移行支援事業所（以下「多

機能型就労移行支援事業所」という。），就労継続支援Ａ型事業所（以下「多

機能型就労継続支援Ａ型事業所」という。）及び就労継続支援Ｂ型事業所（以

下「多機能型就労継続支援Ｂ型事業所」という。）（以下「多機能型事業所」

と総称する。）は，一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員（多機能

型による指定児童発達支援（児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人

員，設備及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第１５号。以下「指

定通所支援基準」という。）第４条に規定する指定児童発達支援をいう。）

の事業又は指定放課後等デイサービス（指定通所支援基準第６５条に規定す
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定医療型児童発達支援をいう。）の事業又は指定放課後等デイサービス（指

定通所支援基準第６５条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。）の

事業（以下「多機能型児童発達支援事業等」という。）を一体的に行う場合

にあっては，当該事業を行う事業所の利用定員を含むものとし，宿泊型自立

訓練の利用定員を除く。）の合計が２０人以上である場合は，当該多機能型

事業所の利用定員を，次の各号に掲げる多機能型事業所の区分に応じ，当該

各号に掲げる人数とすることができる。 

る指定放課後等デイサービスをいう。）の事業（以下「多機能型児童発達支

援事業等」という。）を一体的に行う場合にあっては，当該事業を行う事業

所の利用定員を含むものとし，宿泊型自立訓練の利用定員を除く。）の合計

が２０人以上である場合は，当該多機能型事業所の利用定員を，次の各号に

掲げる多機能型事業所の区分に応じ，当該各号に掲げる人数とすることがで

きる。 

(１)～(３) （省 略） (１)～(３) （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

３ 多機能型生活介護事業所が，主として重症心身障害児（児童福祉法（昭和

２２年法律第１６４号）第７条第２項に規定する重症心身障害児をいう。）

につき行う多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては，第

３７条の規定にかかわらず，その利用定員を，当該多機能型生活介護事業所

が行う全ての事業を通じて５人以上とすることができる。 

３ 多機能型生活介護事業所が，主として重症心身障害児（児童福祉法第７条

第２項に規定する重症心身障害児をいう。）につき行う多機能型児童発達支

援事業等を一体的に行う場合にあっては，第３７条の規定にかかわらず，そ

の利用定員を，当該多機能型生活介護事業所が行う全ての事業を通じて５人

以上とすることができる。 

附 則 附 則 

１ （省 略） １ （省 略） 

２ 当分の間，第１号の厚生労働大臣が定める者に対し生活介護を提供する生

活介護事業所に置くべき看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をい

う。以下この項において同じ。），理学療法士又は作業療法士及び生活支援

員の総数は，第３９条第１項第３号アの規定にかかわらず，生活介護の単位

ごとに，常勤換算方法で，次に掲げる数の合計以上の数とする。 

２ 当分の間，第１号の厚生労働大臣が定める者に対し生活介護を提供する生

活介護事業所に置くべき看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をい

う。以下この項において同じ。），理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士

及び生活支援員の総数は，第３９条第１項第３号アの規定にかかわらず，生

活介護の単位ごとに，常勤換算方法で，次に掲げる数の合計以上の数とする。 

(１)・(２) （省 略） (１)・(２) （省 略） 

３～９ （省 略） ３～９ （省 略） 
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第５条 豊中市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

目次 目次 

第１章～第５章 （省 略） 第１章～第５章 （省 略） 

 第５章の２ 就労選択支援（第６０条の２―第６０条の８） 

第６章～第１０章 （省 略） 第６章～第１０章 （省 略） 

附則 附則 

（障害福祉サービス事業者の一般原則） （障害福祉サービス事業者の一般原則） 

第３条 障害福祉サービス事業を行う者（以下「障害福祉サービス事業者」と

いう。）（次章から第８章までに掲げる事業を行うものに限る。）は，利用

者の意向，適性，障害の特性その他の事情を踏まえた計画（以下「個別支援

計画」という。）を作成し，これに基づき利用者に対して障害福祉サービス

を提供するとともに，その効果について継続的な評価を実施することその他

の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サー

ビスを提供しなければならない。 

第３条 障害福祉サービス事業を行う者（以下「障害福祉サービス事業者」と

いう。）（次章から第５章まで及び第６章から第８章までに掲げる事業を行

うものに限る。）は，利用者の意向，適性，障害の特性その他の事情を踏ま

えた計画（以下「個別支援計画」という。）を作成し，これに基づき利用者

に対して障害福祉サービスを提供するとともに，その効果について継続的な

評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切

かつ効果的に障害福祉サービスを提供しなければならない。 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

 第５章の２ 就労選択支援 

 （基本方針） 

 第６０条の２ 就労選択支援の事業は，利用者が自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう，規則第６条の７の２に規定する者につき，短期

間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて，就労に関する適性，知識

及び能力の評価並びに規則第６条の７の３に規定する事項の整理を行い，又

はこれに併せて，当該評価及び当該整理の結果に基づき，規則第６条の７の
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４に規定する便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。 

 （規模） 

 第６０条の３ 就労選択支援の事業を行う者（以下「就労選択支援事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「就労選択支援事業所」という。）

は，１０人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなけれ

ばならない。 

 （職員の配置の基準） 

 第６０条の４ 就労選択支援事業所に置くべき職員及びその員数は，次のとお

りとする。 

 (１) 管理者 １ 

  (２) 就労選択支援員（就労選択支援の提供に当たる者として基準省令第６

１条の４第１項第２号の厚生労働大臣が定めるものいう。以下同じ。） 

就労選択支援事業所ごとに，常勤換算方法で，利用者の数を１５で除した

数以上 

 ２ 前項第２号の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に事業

を開始する場合は，推定数による。 

 ３ 第１項第１号の管理者は，専らその職務に従事する者でなければならな

い。ただし，就労選択支援事業所の管理上支障がない場合は，当該就労選択

支援事業所の他の業務に従事し，又は当該就労選択支援事業所以外の事業

所，施設等の職務に従事することができるものとする。 

 ４ 第１項第２号の就労選択支援員は，専ら当該就労選択支援事業所の職務に

従事する者でなければならない。ただし，利用者の支援に支障がない場合は，

この限りでない。 
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 （実施主体） 

 第６０条の５ 就労選択支援事業者は，就労移行支援又は就労継続支援に係る

指定障害福祉サービス事業者であって，過去３年以内に当該事業者の事業所

の３人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれ

らと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有する事業者でなけ

ればならない。 

 （評価及び整理の実施） 

第６０条の６ 就労選択支援事業者は，短期間の生産活動その他の活動の機会

を通じて，就労に関する適性，知識及び能力の評価並びに規則第６条の７の

３に規定する事項の整理（以下この節において「アセスメント」という。）

を行うものとする。 

 ２ 障害者就業・生活支援センターその他の機関がアセスメントと同様の評価

及び整理を実施した場合には，就労選択支援事業者は，当該同様の評価及び

整理をもって，アセスメントの実施に代えることができる。この場合におい

て，就労選択支援事業者は，次項の規定による会議の開催，アセスメントの

結果の作成又は指定障害福祉サービス事業者その他の関係機関との連絡調

整に当たり，当該障害者就業・生活支援センターその他の機関に対し，当該

会議への参加その他の必要な協力を求めることができる。 

 ３ 就労選択支援事業者は，アセスメントの結果の作成に当たり，利用者及び

市町村，指定特定相談支援事業者等，公共職業安定所その他の関係機関の担

当者等を招集して会議（テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの

とする。）を開催し，当該利用者の就労に関する意向を改めて確認するとと

もに，当該担当者等に意見を求めるものとする。 

 ４ 就労選択支援事業者は，アセスメントの結果を作成したときは，当該結果
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に係る情報を利用者及び指定特定相談支援事業者等に提供しなければなら

ない。 

 （関係機関との連絡調整等の実施） 

 第６０条の７ 就労選択支援事業者は，アセスメントの結果を踏まえ，必要に

応じて公共職業安定所，障害者就業・生活支援センターその他の関係機関と

の連絡調整を行わなければならない。 

 ２ 就労選択支援事業者は，法第８９条の３第１項に規定する協議会への定期

的な参加，公共職業安定所への訪問等により，地域における就労支援に係る

社会資源，雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに，利用

者に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めなければならない。 

 （準用） 

第６０条の８ 第８条，第９条（第２項第１号を除く。），第１３条から第１

６条まで，第１９条，第２４条から第２６条まで，第２８条から第３２条の

２まで，第３４条から第３６条まで，第３８条，第４１条，第４３条，第４

４条及び第４５条から第４９条までの規定は，就労選択支援の事業について

準用する。この場合において，第９条第２項第２号中「第２８条第２項」と

あるのは「第６０条の８において準用する第２８条第２項」と，同項第３号

中「第３０条第２項」とあるのは「第６０条の８において準用する第３０条

第２項」と，同項第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第６０条の８に

おいて準用する第３２条第２項」と，第１６条第１項中「次条第１項に規定

する療養介護計画に基づき，利用者」とあるのは「利用者」と読み替えるも

のとする。 

 （就労選択支援に関する情報提供） 

第６８条の２ 就労移行支援事業者は，利用者に対し，指定計画相談支援を行
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う者と連携し，定期的に就労選択支援に関する情報提供を行うものとする。 

（準用） （準用） 

第８４条 第８条，第９条，第１３条から第１９条まで，第２４条から第２６

条まで，第２８条から第３２条の２まで，第３４条，第４１条，第４５条か

ら第４９条まで及び第５３条の規定は，就労継続支援Ａ型の事業について準

用する。この場合において，第９条第２項第１号中「第１７条第１項」とあ

るのは「第８４条において準用する第１７条第１項」と，「療養介護計画」

とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と，同項第２号中「第２８条第２項」

とあるのは「第８４条において準用する第２８条第２項」と，同項第３号中

「第３０条第２項」とあるのは「第８４条において準用する第３０条第２項」

と，同項第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第８４条において準用す

る第３２条第２項」と，第１６条第１項中「次条第１項」とあるのは「第８

４条において準用する次条第１項」と，第１７条中「療養介護計画」とある

のは「就労継続支援Ａ型計画」と，第１８条中「前条」とあるのは「第８４

条において準用する前条」と読み替えるものとする。 

第８４条 第８条，第９条，第１３条から第１９条まで，第２４条から第２６

条まで，第２８条から第３２条の２まで，第３４条，第４１条，第４５条か

ら第４９条まで，第５３条及び第６８条の２の規定は，就労継続支援Ａ型の

事業について準用する。この場合において，第９条第２項第１号中「第１７

条第１項」とあるのは「第８４条において準用する第１７条第１項」と，「療

養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と，同項第２号中「第２

８条第２項」とあるのは「第８４条において準用する第２８条第２項」と，

同項第３号中「第３０条第２項」とあるのは「第８４条において準用する第

３０条第２項」と，同項第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第８４条

において準用する第３２条第２項」と，第１６条第１項中「次条第１項」と

あるのは「第８４条において準用する次条第１項」と，第１７条中「療養介

護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と，第１８条第１項中「前条」

とあるのは「第８４条において準用する前条」と読み替えるものとする。 

（準用） （準用） 

第８７条 第８条，第９条，第１３条から第１９条まで，第２４条から第２６

条まで，第２８条から第３２条の２まで，第３４条，第３６条，第３７条，

第４１条，第４３条，第４５条から第４９条まで，第５３条，第７１条，第

７３条から第７５条まで及び第８０条から第８２条までの規定は，就労継続

支援Ｂ型の事業について準用する。この場合において，第９条第２項第１号

中「第１７条第１項」とあるのは「第８７条において準用する第１７条第１

項」と，「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と，同項第

２号中「第２８条第２項」とあるのは「第８７条において準用する第２８条

第８７条 第８条，第９条，第１３条から第１９条まで，第２４条から第２６

条まで，第２８条から第３２条の２まで，第３４条，第３６条，第３７条，

第４１条，第４３条，第４５条から第４９条まで，第５３条，第６８条の２，

第７１条，第７３条から第７５条まで及び第８０条から第８２条までの規定

は，就労継続支援Ｂ型の事業について準用する。この場合において，第９条

第２項第１号中「第１７条第１項」とあるのは「第８７条において準用する

第１７条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」

と，同項第２号中「第２８条第２項」とあるのは「第８７条において準用す
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第２項」と，同項第３号中「第３０条第２項」とあるのは「第８７条におい

て準用する第３０条第２項」と，同項第４号中「第３２条第２項」とあるの

は「第８７条において準用する第３２条第２項」と，第１６条第１項中「次

条第１項」とあるのは「第８７条において準用する次条第１項」と，第１７

条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と，第１８条中

「前条」とあるのは「第８７条において準用する前条」と，第８０条第１項

中「第８４条」とあるのは「第８７条」と，「就労継続支援Ａ型計画」とあ

るのは「就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるものとする。 

る第２８条第２項」と，同項第３号中「第３０条第２項」とあるのは「第８

７条において準用する第３０条第２項」と，同項第４号中「第３２条第２項」

とあるのは「第８７条において準用する第３２条第２項」と，第１６条第１

項中「次条第１項」とあるのは「第８７条において準用する次条第１項」と，

第１７条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と，第１

８条第１項中「前条」とあるのは「第８７条において準用する前条」と，第

８０条第１項中「第８４条」とあるのは「第８７条」と，「就労継続支援Ａ

型計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるものとする。 

（豊中市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第６条 豊中市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年豊中市条例第６５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（障害者支援施設の一般原則） （障害者支援施設の一般原則） 

第３条 （省 略） 第３条 （省 略） 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

 ４ 障害者支援施設は，利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮し

つつ，利用者の地域生活への移行に関する意向を把握し，当該意向を定期的

に確認するとともに，法第７７条第３項各号に掲げる事業を行う者又は一般

相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ，利用者

の希望に沿って地域生活への移行に向けた措置を講じなければならない。 

 ５ 障害者支援施設は，利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福

祉サービス等（法第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス等をい
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う。以下同じ。）の利用状況等を把握するとともに，利用者の自己決定の尊

重及び意思決定の支援に配慮しつつ，利用者の当該障害者支援施設以外にお

ける指定障害福祉サービス等の利用に関する意向を定期的に確認し，一般相

談支援事業又は特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ，必要な援助を

行わなければならない。 

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準） 

第１１条 障害者支援施設に置くべき職員及びその員数は，次のとおりとす

る。 

第１１条 障害者支援施設に置くべき職員及びその員数は，次のとおりとす

る。 

(１) （省 略） (１) （省 略） 

(２) 生活介護を行う場合 (２) 生活介護を行う場合 

ア 生活介護を行う場合に置くべき職員及びその員数は，次のとおりとす

る。 

ア 生活介護を行う場合に置くべき職員及びその員数は，次のとおりとす

る。 

(ア) （省 略） (ア) （省 略） 

(イ) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同

じ。），理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 

(イ) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同

じ。），理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員 

ａ 看護職員，理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は，

生活介護の単位ごとに，常勤換算方法で，(ａ)及び(ｂ)に掲げる数

を合計した数以上とする。 

ａ 看護職員，理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援

員の総数は，生活介護の単位ごとに，常勤換算方法で，(ａ)及び(ｂ)

に掲げる数を合計した数以上とする。 

(ａ)・(ｂ) （省 略） (ａ)・(ｂ) （省 略） 

ｂ （省 略） ｂ （省 略） 

ｃ 理学療法士又は作業療法士の数は，利用者に対して日常生活を営

むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は，生活

介護の単位ごとに，当該訓練を行うために必要な数とする。 

ｃ 理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士の数は，利用者に対して

日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行

う場合は，生活介護の単位ごとに，当該訓練を行うために必要な数
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とする。 

ｄ （省 略） ｄ （省 略） 

(ウ) （省 略） (ウ) （省 略） 

イ （省 略） イ （省 略） 

ウ ア(イ)の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合に

は，これらの者に代えて，日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止

するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導

員として置くことができる。 

ウ ア(イ)の理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困

難な場合には，これらの者に代えて，日常生活を営むのに必要な機能の

減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機

能訓練指導員として置くことができる。 

エ・オ （省 略） エ・オ （省 略） 

(３) 自立訓練（機能訓練）を行う場合 (３) 自立訓練（機能訓練）を行う場合 

ア 自立訓練（機能訓練）を行う場合に置くべき職員及びその員数は，次

のとおりとする。 

ア 自立訓練（機能訓練）を行う場合に置くべき職員及びその員数は，次

のとおりとする。 

(ア) 看護職員，理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 (ア) 看護職員，理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援

員 

ａ 看護職員，理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は，

常勤換算方法で，利用者の数を６で除した数以上とする。 

ａ 看護職員，理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援

員の総数は，常勤換算方法で，利用者の数を６で除した数以上とす

る。 

ｂ （省 略） ｂ （省 略） 

ｃ 理学療法士又は作業療法士の数は，１以上とする。 ｃ 理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士の数は，１以上とする。 

ｄ （省 略） ｄ （省 略） 

(イ)  （省 略） (イ)  （省 略） 

イ （省 略） イ （省 略） 

ウ ア(ア)の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合に ウ ア(ア)の理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困
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は，これらの者に代えて，日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止

するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導

員として置くことができる。 

難な場合には，これらの者に代えて，日常生活を営むのに必要な機能の

減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機

能訓練指導員として置くことができる。 

エ～カ （省 略） エ～カ （省 略） 

(４)～(７) （省 略） (４)～(７) （省 略） 

２～４ （省 略） ２～４ （省 略） 

（施設障害福祉サービスの取扱方針） （施設障害福祉サービスの取扱方針） 

第１８条 （省 略） 第１８条 （省 略） 

 ２ 障害者支援施設は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう，利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならな

い。 

２・３ （省 略） ３・４ （省 略） 

（施設障害福祉サービス計画の作成等） （施設障害福祉サービス計画の作成等） 

第１９条 （省 略） 第１９条 （省 略） 

２ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービス計画の作成に当たっては，

適切な方法により，利用者について，その置かれている環境及び日常生活全

般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握（以下「ア

セスメント」という。）を行い，利用者が自立した日常生活を営むことがで

きるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。 

２ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービス計画の作成に当たっては，

適切な方法により，利用者について，その置かれている環境及び日常生活全

般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握（以下「ア

セスメント」という。）を行うとともに，利用者の自己決定の尊重及び意思

決定の支援に配慮しつつ，利用者が自立した日常生活を営むことができるよ

うに支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。この場合

において，サービス管理責任者は，第２０条の３第１項の地域移行等意向確

認担当者（以下「地域移行等意向確認担当者」という。）が把握した利用者

の地域生活への移行に関する意向等を踏まえるものとする。 

149



（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

 ３ アセスメントに当たっては，利用者が自ら意思を決定することに困難を抱

える場合には，適切に意思決定の支援を行うため，当該利用者の意思及び選

好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。 

３・４ （省 略） ４・５ （省 略） 

５ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議（利

用者に対する施設障害福祉サービス等の提供に当たる担当者等を招集して

行う会議をいい，テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話

装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）を開催し，

前項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について意見を求

めるものとする。 

６ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議（利

用者及び当該利用者に対する施設障害福祉サービス等の提供に当たる担当

者等（地域移行等意向確認担当者を含む。）を招集して行う会議をいい，テ

レビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）

を活用して行うことができるものとする。）を開催し，当該利用者の生活に

対する意向等を改めて確認するとともに，前項に規定する施設障害福祉サー

ビス計画の原案の内容について意見を求めるものとする。 

６ サービス管理責任者は，第４項に規定する施設障害福祉サービス計画の原

案の内容について利用者又はその家族に対して説明し，文書により利用者の

同意を得なければならない。 

７ サービス管理責任者は，第５項に規定する施設障害福祉サービス計画の原

案の内容について利用者又はその家族に対して説明し，文書により利用者の

同意を得なければならない。 

７ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービス計画を作成したときは，当

該施設障害福祉サービス計画を利用者に交付しなければならない。 

８ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービス計画を作成したときは，当

該施設障害福祉サービス計画を利用者及び当該利用者に対して指定計画相

談支援（法第５１条の１７第２項に規定する指定計画相談支援をいう。）を

行う者に交付しなければならない。 

８・９ （省 略） ９・10 （省 略） 

10 第２項から第７項までの規定は，第８項に規定する施設障害福祉サービス

計画の変更について準用する。 

11 第２項から第８項までの規定は，第９項に規定する施設障害福祉サービス

計画の変更について準用する。 

（サービス管理責任者の責務） （サービス管理責任者の責務） 

第２０条 （省 略） 第２０条 （省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

 ２ サービス管理責任者は，業務を行うに当たっては，利用者の自己決定の尊

重を原則とした上で，利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合

には，適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならな

い。 

 （地域との連携等） 

第２０条の２ 障害者支援施設は，施設障害福祉サービスの提供に当たって

は，地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との

交流を図らなければならない。 

 ２ 障害者支援施設は，施設障害福祉サービスの提供に当たっては，利用者及

びその家族，地域住民の代表者，施設障害福祉サービスについて知見を有す

る者並びに市町村の担当者等により構成される協議会（テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。）（以下この条において「地域連携

推進会議」という。）を開催し，おおむね１年に１回以上，地域連携推進会

議において，事業の運営に係る状況を報告するとともに，必要な要望，助言

等を聴く機会を設けなければならない。 

 ３ 障害者支援施設は，前項に規定する地域連携推進会議の開催のほか，おお

むね１年に１回以上，地域連携推進会議の構成員が障害者支援施設を見学す

る機会を設けなければならない。 

 ４ 障害者支援施設は，第２項の規定による報告，要望，助言等についての記

録を作成するとともに，当該記録を公表しなければならない。 

 ５ 前３項の規定は，障害者支援施設がその提供する施設障害福祉サービスの

質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準

ずる措置として市長が定めるものを講じている場合には，適用しない。 

 （地域移行等意向確認担当者の選任等） 

151



（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第２０条の３ 障害者支援施設は，利用者の地域生活への移行に関する意向の

把握，利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の

利用状況等の把握及び利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害

福祉サービス等の利用に関する意向の定期的な確認（以下この条において

「地域移行等意向確認等」という。）を適切に行うため，地域移行等意向確

認等に関する指針を定めるとともに，地域移行等意向確認担当者を選任しな

ければならない。 

 ２ 地域移行等意向確認担当者は，前項の指針に基づき，地域移行等意向確認

等を実施し，アセスメントの際に地域移行等意向確認等において把握又は確

認した内容をサービス管理責任者に報告するとともに，当該内容を第１９条

第６項に規定する施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議に報告しな

ければならない。 

 ３ 地域移行等意向確認担当者は，地域移行等意向確認等に当たっては，法第

７７条第３項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特

定相談支援事業を行う者と連携し，地域における障害福祉サービスの体験的

な利用に係る支援その他の地域生活への移行に向けた支援を行うよう努め

なければならない。 

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第４０条 （省 略） 第４０条 （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

 ３ 障害者支援施設は，感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第２種協定指

定医療機関（次項において「第２種協定指定医療機関」という。）との間で，

新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症，同条第８
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項に

おいて同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

 ４ 障害者支援施設は，協力医療機関が第２種協定指定医療機関である場合に

おいては，当該第２種協定指定医療機関との間で，新興感染症の発生時等の

対応について協議を行わなければならない。 

（地域との連携等）  

第４４条 障害者支援施設は，その運営に当たっては，地域住民又はその自発

的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければなら

ない。 

第４４条 削除 

   附 則 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。ただし，第２条及び第５条の規定は，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部

を改正する法律（令和４年法律第１０４号）附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和７年３月３１日までの間，第１条の規定による改正後の豊中市指定障害福祉サービスの事業の人員，

設備及び運営に関する基準等を定める条例第１９８条の７（同条例第２０１条の２２において準用する場合を含む。）及び第２０１条の１０，第３条の規定に

よる改正後の豊中市指定障害者支援施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新指定障害者支援施設基準条例」という。）第２８条の２

並びに第６条の規定による改正後の豊中市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「新障害者支援施設基準条例」という。）第２０条

の２の規定の適用については，これらの規定中「設けなければ」とあるのは「設けるよう努めなければ」と，「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努

めなければ」とする。 

３ 施行日から令和８年３月３１日までの間，新指定障害者支援施設基準条例第２８条の３及び新障害者支援施設基準条例第２０条の３の規定の適用については，

これらの規定中「選任しなければ」とあるのは「選任するよう努めなければ」と，「報告しなければ」とあるのは「報告するよう努めなければ」とする。 
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市 議 案 第 ２ ８ 号  
豊 中 市 介 護 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定

に つ い て  
 豊 中 市 介 護 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定

す る も の と す る 。  
 
  令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ２ 月 ２ ６ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

令 和 ６ 年 度 か ら 令 和 ８ 年 度 ま で の 各 年 度 に お け る 介 護 保 険

第 １ 号 被 保 険 者 の 保 険 料 率 を 定 め る と と も に ， 所 得 の 低 い 第 １

号 被 保 険 者 の 保 険 料 率 に つ い て 減 額 措 置 を 講 じ る た め ， 提 案 す

る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

豊中市介護保険条例の一部を改正する条例 

豊中市介護保険条例（平成１２年豊中市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（保険料率） （保険料率） 

第３条 令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率は，次の各

号に掲げる第１号被保険者（法第９条第１号に規定する第１号被保険者をい

う。以下同じ。）の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 

第３条 令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率は，次の各

号に掲げる第１号被保険者（法第９条第１号に規定する第１号被保険者をい

う。以下同じ。）の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「法施行令」と

いう。）第３９条第１項第１号に掲げる者 ３８，２０２円 

(１) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「法施行令」と

いう。）第３９条第１項第１号に掲げる者 ３８，２０９円 

(２) 法施行令第３９条第１項第２号に掲げる者 ５５，３９２円 (２) 法施行令第３９条第１項第２号に掲げる者 ５７，５２３円 

(３) 法施行令第３９条第１項第３号に掲げる者 ５７，３０３円 (３) 法施行令第３９条第１項第３号に掲げる者 ５７，９４３円 

(４) 法施行令第３９条第１項第４号に掲げる者 ６６，８５３円 (４) 法施行令第３９条第１項第４号に掲げる者 ７５，５７８円 

(５) 法施行令第３９条第１項第５号に掲げる者 ７６，４０４円 (５) 法施行令第３９条第１項第５号に掲げる者 ８３，９７６円 

(６) 次のいずれかに該当する者 ８６，３３６円 (６) 次のいずれかに該当する者 １００，７７１円 

ア・イ （省 略） ア・イ （省 略） 

(７) 次のいずれかに該当する者 ８６，７１８円 (７) 次のいずれかに該当する者 １０４，９７０円 

ア・イ （省 略） ア・イ （省 略） 

(８) 次のいずれかに該当する者 ９６，６５１円 (８) 次のいずれかに該当する者 １０９，１６８円 

ア 合計所得金額が１，２５０，０００円以上１，９００，０００円未満

であり，かつ，前各号のいずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が１，２５０，０００円以上２，１００，０００円未満

であり，かつ，前各号のいずれにも該当しないもの 

イ （省 略） イ （省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

(９) 次のいずれかに該当する者 ９７，４１５円 (９) 次のいずれかに該当する者 １２５，９６４円 

ア 合計所得金額が１，９００，０００円以上２，１００，０００円未満

であり，かつ，前各号のいずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が２，１００，０００円以上３，２００，０００円未満

であり，かつ，前各号のいずれにも該当しないもの 

イ （省 略） イ （省 略） 

(10) 次のいずれかに該当する者 １１５，７５２円 (10) 次のいずれかに該当する者 １４２，７５９円 

ア 合計所得金額が２，１００，０００円以上２，９００，０００円未満

であり，かつ，前各号のいずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が３，２００，０００円以上４，０００，０００円未満

であり，かつ，前各号のいずれにも該当しないもの 

イ （省 略） イ （省 略） 

(11) 次のいずれかに該当する者 １１６，５１６円 (11) 次のいずれかに該当する者 １５１，１５６円 

ア 合計所得金額が２，９００，０００円以上３，２００，０００円未満

であり，かつ，前各号のいずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が４，０００，０００円以上４，２００，０００円未満

であり，かつ，前各号のいずれにも該当しないもの 

イ （省 略） イ （省 略） 

(12) 次のいずれかに該当する者 １３５，６１７円 (12) 次のいずれかに該当する者 １６７，９５２円 

ア 合計所得金額が３，２００，０００円以上４，０００，０００円未満

であり，かつ，前各号のいずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が４，２００，０００円以上５，２００，０００円未満

であり，かつ，前各号のいずれにも該当しないもの 

イ （省 略） イ （省 略） 

(13) 次のいずれかに該当する者 １４５，１６７円 (13) 次のいずれかに該当する者 １８４，７４７円 

ア 合計所得金額が４，０００，０００円以上６，０００，０００円未満

であり，かつ，前各号のいずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が５，２００，０００円以上６，２００，０００円未満

であり，かつ，前各号のいずれにも該当しないもの 

イ （省 略） イ （省 略） 

(14) 次のいずれかに該当する者 １５２，８０８円 (14) 次のいずれかに該当する者 ２０１，５４２円 

ア 合計所得金額が６，０００，０００円以上８，０００，０００円未満 ア 合計所得金額が６，２００，０００円以上７，２００，０００円未満
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

であり，かつ，前各号のいずれにも該当しないもの であり，かつ，前各号のいずれにも該当しないもの 

イ （省 略） イ （省 略） 

(15) 次のいずれかに該当する者 １６８，０８８円 (15) 次のいずれかに該当する者 ２０９，９４０円 

ア 合計所得金額が８，０００，０００円以上１０，０００，０００円未

満であり，かつ，前各号のいずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が７，２００，０００円以上８，０００，０００円未満

であり，かつ，前各号のいずれにも該当しないもの 

イ （省 略） イ （省 略） 

(16) 次のいずれかに該当する者 １９１，０１０円 

ア 合計所得金額が１０，０００，０００円以上１５，０００，０００円

未満であり，かつ，前各号のいずれにも該当しないもの 

イ （省 略） 

(16) 次のいずれかに該当する者 ２２６，７３５円 

ア 合計所得金額が８，０００，０００円以上１０，０００，０００円未

満であり，かつ，前各号のいずれにも該当しないもの 

イ （省 略） 

(17) 次のいずれかに該当する者 ２１３，９３１円 

ア 合計所得金額が１５，０００，０００円以上２５，０００，０００円

未満であり，かつ，前各号のいずれにも該当しないもの 

イ （省 略） 

(17) 次のいずれかに該当する者 ２６０，３２５円 

ア 合計所得金額が１０，０００，０００円以上１５，０００，０００円

未満であり，かつ，前各号のいずれにも該当しないもの 

イ （省 略） 

(18) 前各号のいずれにも該当しない者 ２３６，８５２円 (18) 前各号のいずれにも該当しない者 ３０２，３１３円 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る

令和３年度から令和５年度までにおける保険料率は，同号の規定にかかわら

ず，２２，９２１円とする。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る

令和６年度から令和８年度までにおける保険料率は，同号の規定にかかわら

ず，２３，９３３円とする。 

３ 第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係

る令和３年度から令和５年度までにおける保険料率は，同号の規定にかかわ

らず，３６，２９１円とする。 

３ 第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係

る令和６年度から令和８年度までにおける保険料率は，同号の規定にかかわ

らず，４０，７２８円とする。 

４ 第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係

る令和３年度から令和５年度までにおける保険料率は，同号の規定にかかわ

４ 第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係

る令和６年度から令和８年度までにおける保険料率は，同号の規定にかかわ
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

らず，５３，４８２円とする。 らず，５７，５２３円とする。 

附 則 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

２ 令和５年度までの各年度における保険料率については，なお従前の例による。 
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市 議 案 第 ２ ９ 号  
豊 中 市 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の

設 定 に つ い て  
 豊 中 市 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に

設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ２ 月 ２ ６ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

国 民 健 康 保 険 法 の 改 正 に 伴 い 退 職 被 保 険 者 に 係 る 規 定 を 削

除 す る と と も に ， そ の 他 所 要 の 規 定 を 改 正 す る た め ， 提 案 す る

も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

豊中市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 豊中市国民健康保険条例（昭和３５年豊中市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（保険料の賦課額） （保険料の賦課額） 

第７条の２ （省 略） 第７条の２ （省 略） 

 ２ 前項の場合において，同項の賦課額に１円未満の端数があるときは，これ

を切り捨てるものとする。 

（一般被保険者に係る基礎賦課総額） （基礎賦課総額） 

第８条 保険料の賦課額のうち退職被保険者等（法附則第７条第１項に規定す

る退職被保険者等をいう。以下同じ。）以外の被保険者（以下「一般被保険

者」という。）に係る基礎賦課額（第１６条，第１６条の３及び第１６条の

４の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては，その減額

することになる額を含む。）の総額（以下「基礎賦課総額」という。）は，

第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を

基準として算定した額とする。 

第８条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額（第１６条，第１６条の３及び第１

６条の４の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては，そ

の減額することになる額を含む。）の総額（以下「基礎賦課総額」という。）

は，第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額

を基準として算定した額とする。 

(１) 当該年度における次に掲げる額の合算額 (１) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 療養の給付に要する費用（一般被保険者に係るものに限る。）の額か

ら当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時

食事療養費，入院時生活療養費，保険外併用療養費，療養費，訪問看護

療養費，特別療養費，移送費，高額療養費及び高額介護合算療養費の支

給に要する費用（一般被保険者に係るものに限る。）の額 

ア 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当

する額を控除した額並びに入院時食事療養費，入院時生活療養費，保険

外併用療養費，療養費，訪問看護療養費，特別療養費，移送費，高額療

養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額 

イ 国民健康保険事業費納付金（法附則第２２条の規定により読み替えら イ 国民健康保険事業費納付金（法附則第７条の規定により読み替えられ

160



（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

れた法第７５条の７第１項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下こ

の条において同じ。）の納付に要する費用（大阪府（以下「府」という。）

が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り，府の国民健康保

険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による

後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者支援金等」という。），高齢者

医療確保法の規定による病床転換支援金等（以下「病床転換支援金等」

という。）及び介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定による納

付金（以下「介護納付金」という。）の納付に要する費用に充てる部分

を除く。）の額 

た法第７５条の７第１項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この

条において同じ。）の納付に要する費用（大阪府（以下「府」という。）

の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法

の規定による後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者支援金等」とい

う。），高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等（以下「病床

転換支援金等」という。）及び介護保険法（平成９年法律第１２３号）

の規定による納付金（以下「介護納付金」という。）の納付に要する費

用に充てる部分を除く。）の額 

ウ～オ （省 略）  ウ～オ （省 略） 

カ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に

要する費用を除く。）の額（退職被保険者等に係る療養の給付に要する

費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並

びに入院時食事療養費，入院時生活療養費，保険外併用療養費，療養費，

訪問看護療養費，特別療養費，移送費，高額療養費及び高額介護合算療

養費の支給に要する費用の額並びに府が行う国民健康保険の一般被保

険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（府の国民健

康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病

床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に

限る。）及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用の額を除く。） 

カ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に

要する費用を除く。）の額（国民健康保険事業費納付金の納付に要する

費用（府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者

支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用

に充てる部分に限る。）の額を除く。） 

(２) 当該年度における次に掲げる額の合算額 (２) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア （省 略） ア （省 略） 

イ 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定によ イ 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により

161



（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

り交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

（府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支

援金等，病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる

部分に限る。以下このイにおいて同じ。）に係るものを除く。）及び同

条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納

付に要する費用に係るものを除く。）の額 

交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

（府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支

援金等，病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる

部分に限る。以下このイにおいて同じ。）に係るものを除く。）及び同

条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納

付に要する費用に係るものを除く。）の額 

ウ 法第７５条の２第１項の国民健康保険保険給付費等交付金（エにおい

て「国民健康保険保険給付費等交付金」という。）（退職被保険者等の

療養の給付等に要する費用（法附則第２２条の規定により読み替えられ

た法第７０条第１項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。以下

同じ。）に係るものを除く。）の額のうち，次に掲げる額の合算額を除

いた額 

ウ 法第７５条の２第１項の国民健康保険保険給付費等交付金の額のう

ち，次に掲げる額の合算額を除いた額 

(ア)～(ウ) （省 略） (ア)～(ウ) （省 略） 

エ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に

要する費用を除く。）のための収入（法附則第９条第１項の規定により

読み替えられた法第７２条の３第１項，第７２条の３の２第１項及び第

７２条の３の３第１項の規定による繰入金並びに国民健康保険保険給

付費等交付金（退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るもの

に限る。）の額並びに算定政令第６条第６項第１号（国民健康保険の調

整交付金等の交付額の算定に関する省令第６条第１号ハからヌまで及

びヲ（大阪府知事が定めたものに限る。）並びに同令附則第７条第２号

及び第３号に掲げる額の合計額を除く。），第２号及び第３号に掲げる

額を除く。）の額 

エ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に

要する費用を除く。）のための収入（法第７２条の３第１項，第７２条

の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項の規定による繰入金並び

に算定政令第６条第６項第１号（国民健康保険の調整交付金等の交付額

の算定に関する省令第６条第１号ハからヌまで及びヲ（大阪府知事が定

めたものに限る。）並びに同令附則第７条第２号及び第３号に掲げる額

の合計額を除く。），第２号及び第３号に掲げる額を除く。）の額 

（一般被保険者に係る基礎賦課額） （基礎賦課額） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第９条 納付義務者に対する保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎

賦課額は，当該世帯に属する一般被保険者について算定した所得割額及び被

保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等

割額（一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には，当

該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額）の

合計額とする。 

第９条 納付義務者に対する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は，当該世帯に

属する被保険者について算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額

の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。 

 ２ 前項の場合において，同項の基礎賦課額に１円未満の端数があるときは，

これを切り捨てるものとする。 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定） （基礎賦課額の所得割額の算定） 

第１０条 前条の所得割額は，一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年

の所得に係る地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１４条の２第１項

に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算さ

れる所得の金額（同法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る

配当所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第８項又は第１１項の規定の

適用がある場合には，その適用後の金額），同法附則第３３条の３第５項に

規定する土地等に係る事業所得等の金額，同法附則第３４条第４項に規定す

る長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３

条の４第１項若しくは第２項，第３４条第１項，第３４条の２第１項，第３

４条の３第１項，第３５条第１項，第３５条の２第１項，第３５条の３第１

項又は第３６条の規定の適用がある場合には，これらの規定の適用により同

法第３１条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除

した金額），地方税法附則第３５条第５項に規定する短期譲渡所得の金額（租

税特別措置法第３３条の４第１項若しくは第２項，第３４条第１項，第３４

条の２第１項，第３４条の３第１項，第３５条第１項又は第３６条の規定の

第１０条 前条第１項の所得割額は，被保険者に係る賦課期日の属する年の前

年の所得に係る地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１４条の２第１

項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算

される所得の金額（同法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係

る配当所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第８項又は第１１項の規定

の適用がある場合には，その適用後の金額），同法附則第３３条の３第５項

に規定する土地等に係る事業所得等の金額，同法附則第３４条第４項に規定

する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３

３条の４第１項若しくは第２項，第３４条第１項，第３４条の２第１項，第

３４条の３第１項，第３５条第１項，第３５条の２第１項，第３５条の３第

１項又は第３６条の規定の適用がある場合には，これらの規定の適用により

同法第３１条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控

除した金額），地方税法附則第３５条第５項に規定する短期譲渡所得の金額

（租税特別措置法第３３条の４第１項若しくは第２項，第３４条第１項，第

３４条の２第１項，第３４条の３第１項，第３５条第１項又は第３６条の規
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

適用がある場合には，これらの規定の適用により同法第３２条第１項に規定

する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額），地方税法附則

第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附

則第３５条の３第１５項の規定の適用がある場合には，その適用後の金額），

同法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等

の金額（同法附則第３５条の２の６第１１項又は第３５条の３第１３項若し

くは第１５項の規定の適用がある場合には，その適用後の金額），同法附則

第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第

３５条の４の２第７項の規定の適用がある場合には，その適用後の金額），

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する

法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項（同法第１２条第５項及び

第１６条第２項において準用する場合を含む。第１６条第１項第１号におい

て同じ。）に規定する特例適用利子等の額，同法第８条第４項（同法第１２

条第６項及び第１６条第３項において準用する場合を含む。同号において同

じ。）に規定する特例適用配当等の額，租税条約等の実施に伴う所得税法，

法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。第

１６条において「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１０

項に規定する条約適用利子等の額及び同条第１２項に規定する条約適用配

当等の額をいう。以下この条において同じ。）の合計額から地方税法第３１

４条の２第２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額

並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額（以下「基礎控除

後の総所得金額等」という。）に，次条の所得割の保険料率を乗じて算定す

る。 

定の適用がある場合には，これらの規定の適用により同法第３２条第１項に

規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額），地方税法

附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同

法附則第３５条の３第１５項の規定の適用がある場合には，その適用後の金

額），同法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所

得等の金額（同法附則第３５条の２の６第１１項又は第３５条の３第１３項

若しくは第１５項の規定の適用がある場合には，その適用後の金額），同法

附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額（同法附

則第３５条の４の２第７項の規定の適用がある場合には，その適用後の金

額），外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関

する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項（同法第１２条第５項

及び第１６条第２項において準用する場合を含む。第１６条第１項第１号に

おいて同じ。）に規定する特例適用利子等の額，同法第８条第４項（同法第

１２条第６項及び第１６条第３項において準用する場合を含む。同号におい

て同じ。）に規定する特例適用配当等の額，租税条約等の実施に伴う所得税

法，法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。

第１６条において「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１

０項に規定する条約適用利子等の額及び同条第１２項に規定する条約適用

配当等の額をいう。以下この条において同じ。）の合計額から地方税法第３

１４条の２第２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金

額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額（以下「基礎控

除後の総所得金額等」という。）に，次条の所得割の保険料率を乗じて算定

する。 

２ （省 略） ２ （省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率） （基礎賦課額の保険料率） 

第１１条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は，次のとおりとする。 第１１条 基礎賦課額の保険料率は，次のとおりとする。 

(１)・(２) （省 略） 

(３) 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ，それぞれア

からウまでに定める額 

ア （省 略） 

イ 特定世帯（特定同一世帯所属者（法第６条第８号に該当したことによ

り被保険者の資格を喪失した者であって，当該資格を喪失した日の前日

以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。）と同一の世帯

に属する一般被保険者が属する世帯であって特定月（同日の属する月を

いう。以下同じ。）以後５年を経過する月までの間にあるもの（当該世

帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。以下同じ。） アに

定める額に２分の１を乗じて得た額 

ウ 特定継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険

者が属する世帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から特定

月以後８年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者

がいない場合に限る。）をいう。以下同じ。） アに定める額に４分の

３を乗じて得た額 

(１)・(２) （省 略） 

(３) 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ，それぞれア

からウまでに定める額 

ア （省 略） 

イ 特定世帯（特定同一世帯所属者（法第６条第８号に該当したことによ

り被保険者の資格を喪失した者であって，当該資格を喪失した日の前日

以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。）と同一の世帯

に属する被保険者が属する世帯であって特定月（同日の属する月をい

う。以下同じ。）以後５年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯

に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。以下同じ。） アに定

める額に２分の１を乗じて得た額 

ウ 特定継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が

属する世帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以

後８年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がい

ない場合に限る。）をいう。以下同じ。） アに定める額に４分の３を

乗じて得た額 

２ （省 略） ２ （省 略） 

 ３ 市長は，第１項に規定する保険料率を決定したときは，速やかに告示しな

ければならない。 

（退職被保険者等に係る基礎賦課額） 

第１１条の２ 納付義務者に対する保険料の賦課額のうち退職被保険者等に

係る基礎賦課額は，当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割

 

165



（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世

帯別平等割額の合計額（退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属

する場合には，所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額）とする。 

（退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定） 

第１１条の３ 前条の所得割額は，退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得

金額等に，第１１条の所得割の保険料率を乗じて算定する。 

 

（退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均等割額の算定） 

第１１条の４ 第１１条の２の被保険者均等割額は，第１１条第１項第２号に

掲げる額と同額とする。 

 

（退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額の算定） 

第１１条の４の２ 第１１条の２の世帯別平等割額は，次の各号に掲げる世帯

の区分に応じ，それぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 次号又は第３号に掲げる世帯以外の世帯 第１１条第１項第３号ア

に定める額 

(２) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する法附則第６条第１項の規

定による退職被保険者（以下「退職被保険者」という。）の属する世帯で

あって特定月以後５年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の

被保険者がいない場合に限る。） 第１１条第１項第３号イに定める額 

(３) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世

帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経

過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限

る。） 第１１条第１項第３号ウに定める額 

 

（基礎賦課限度額） （基礎賦課限度額） 

第１１条の５ 第９条又は第１１条の２の基礎賦課額（一般被保険者と退職被 第１１条の２ 第９条の基礎賦課額は，各年度において法第８２条の３第３項
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

保険者等が同一の世帯に属する場合には，第９条の基礎賦課額と第１１条の

２の基礎賦課額との合算額をいう。第１５条及び第１６条において同じ。）

は，各年度において法第８２条の３第３項の規定による通知が行われた日に

おいて施行されていた国民健康保険法施行令第２９条の７第２項第９号又

は同令附則第４条第２項第６号に掲げる額を超えることができない。 

の規定による通知が行われた日において施行されていた国民健康保険法施

行令第２９条の７第２項第９号に掲げる額を超えることができない。 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額） （後期高齢者支援金等賦課総額） 

第１１条の５の２ 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支

援金等賦課額（第１６条，第１６条の３及び第１６条の４の規定により後期

高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては，その減額する

ことになる額を含む。）の総額（以下「後期高齢者支援金等賦課総額」とい

う。）は，第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除

した額を基準として算定した額とする。 

第１１条の２の２ 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額（第１６

条，第１６条の３及び第１６条の４の規定により後期高齢者支援金等賦課額

を減額するものとした場合にあっては，その減額することになる額を含む。）

の総額（以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。）は，第１号に掲げ

る額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算

定した額とする。 

(１) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（府

の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等

及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分であって，府が行う

国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。） 

(１) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（府

の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等

及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号におい

て同じ。） 

(２) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定によ

り交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

に係るものに限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国

民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用に限る。）のための収入（法附則第９条第１項の規定

により読み替えられた法第７２条の３第１項，第７２条の３の２第１項

(２) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により

交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に

係るものに限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民

健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用に限る。）のための収入（法第７２条の３第１項，第

７２条の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項の規定による繰入
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

及び第７２条の３の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額 金を除く。）の額 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額） （後期高齢者支援金等賦課額） 

第１１条の５の３ 納付義務者に対する保険料の賦課額のうち一般被保険者

に係る後期高齢者支援金等賦課額は，当該世帯に属する一般被保険者につい

て算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯

につき算定した世帯別平等割額（一般被保険者と退職被保険者等とが同一の

世帯に属する場合には，当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算

定した世帯別平等割額）の合計額とする。 

第１１条の２の３ 納付義務者に対する保険料の賦課額のうち後期高齢者支

援金等賦課額は，当該世帯に属する被保険者について算定した所得割額及び

被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平

等割額の合計額とする。 

 ２ 前項の場合において，同項の後期高齢者支援金等賦課額に１円未満の端数

があるときは，これを切り捨てるものとする。 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定） （後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定） 

第１１条の５の４ 前条の所得割額は，一般被保険者に係る賦課期日の属する

年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に，次条の所得割の保険料

率を乗じて算定する。 

第１１条の２の４ 前条第１項の所得割額は，被保険者に係る賦課期日の属す

る年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に，次条の所得割の保険

料率を乗じて算定する。 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） （後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） 

第１１条の５の５ 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料

率は，次のとおりとする。 

第１１条の２の５ 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は，次のとおりとす

る。 

(１)～(３) （省 略） (１)～(３) （省 略） 

２ 第１１条第２項の規定は，前項の保険料率の決定について準用する。 ２ 第１１条第２項及び第３項の規定は，前項の保険料率の決定について準用

する。 

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額） 

第１１条の５の６ 納付義務者に対する保険料の賦課額のうち退職被保険者

等に係る後期高齢者支援金等賦課額は，当該世帯に属する退職被保険者等に
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

つき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世

帯につき算定した世帯別平等割額の合計額（退職被保険者等と一般被保険者

とが同一の世帯に属する場合には，所得割額及び被保険者均等割額の合算額

の総額）とする。 

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定） 

第１１条の５の７ 前条の所得割額は，退職被保険者等に係る基礎控除後の総

所得金額等に，第１１条の５の５の所得割の保険料率を乗じて算定する。 

 

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の算

定） 

第１１条の５の８ 第１１条の５の６の被保険者均等割額は，第１１条の５の

５第１項第２号に掲げる額と同額とする。 

 

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額の算定） 

第１１条の５の９ 第１１条の５の６の世帯別平等割額は，次の各号に掲げる

世帯の区分に応じ，それぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 次号又は第３号に掲げる世帯以外の世帯 第１１条の５の５第１項

第３号アに定める額 

(２) 第１１条の４の２第２号に掲げる世帯 第１１条の５の５第１項第

３号イに定める額 

(３) 第１１条の４の２第３号に掲げる世帯 第１１条の５の５第１項第

３号ウに定める額 

 

（後期高齢者支援金等賦課限度額） （後期高齢者支援金等賦課限度額） 

第１１条の５の１０ 第１１条の５の３又は第１１条の５の６の後期高齢者

支援金等賦課額（一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合

には，第１１条の５の３の後期高齢者支援金等賦課額と第１１条の５の６の

第１１条の２の６ 第１１条の２の３の後期高齢者支援金等賦課額は，各年度

において法第８２条の３第３項の規定による通知が行われた日において施

行されていた国民健康保険法施行令第２９条の７第３項第８号に掲げる額
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第１５条及び第１６条におい

て同じ。）は，各年度において法第８２条の３第３項の規定による通知が行

われた日において施行されていた国民健康保険法施行令第２９条の７第３

項第８号又は同令附則第４条第３項第６号に掲げる額を超えることができ

ない。 

を超えることができない。 

（介護納付金賦課総額） （介護納付金賦課総額） 

第１１条の６ 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第１６条及び第１６

条の４の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあって

は，その減額することになる額を含む。）の総額（以下「介護納付金賦課総

額」という。）は，第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込

額を控除した額を基準として算定した額とする。 

第１１条の３ 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第１６条及び第１６

条の４の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあって

は，その減額することになる額を含む。）の総額（以下「介護納付金賦課総

額」という。）は，第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込

額を控除した額を基準として算定した額とする。 

(１) （省 略） (１) （省 略） 

(２) 当該年度における次に掲げる額の合算額 (２) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定によ

り交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

に係るものに限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国

民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の額 

ア 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により

交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に

係るものに限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民

健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用に限る。）のための収入（法附則第９条第１項の規定

により読み替えられた法第７２条の３第１項及び第７２条の３の３第

１項の規定による繰入金を除く。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用に限る。）のための収入（法第７２条の３第１項及び

第７２条の３の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額 

（介護納付金賦課額） （介護納付金賦課額） 

第１１条の７ （省 略） 第１１条の４ （省 略） 

170



（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

 ２ 前項の場合において，同項の介護納付金賦課額に１円未満の端数があると

きは，これを切り捨てるものとする。 

（介護納付金賦課額の所得割額の算定） （介護納付金賦課額の所得割額の算定） 

第１１条の８ 前条の所得割額は，介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の

属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に，次条の所得割の

保険料率を乗じて算定する。 

第１１条の５ 前条第１項の所得割額は，介護納付金賦課被保険者に係る賦課

期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に，次条の所

得割の保険料率を乗じて算定する。 

（介護納付金賦課額の保険料率） （介護納付金賦課額の保険料率） 

第１１条の９ （省 略） 第１１条の６ （省 略） 

２ 第１１条第２項の規定は，前項の保険料率の決定について準用する。 ２ 第１１条第２項及び第３項の規定は，前項の保険料率の決定について準用

する。 

（介護納付金賦課限度額） （介護納付金賦課限度額） 

第１１条の１０ 第１１条の７の賦課額は，各年度において法第８２条の３第

３項の規定による通知が行われた日において施行されていた国民健康保険

法施行令第２９条の７第４項第８号に掲げる額を超えることができない。 

第１１条の７ 第１１条の４の賦課額は，各年度において法第８２条の３第３

項の規定による通知が行われた日において施行されていた国民健康保険法

施行令第２９条の７第４項第８号に掲げる額を超えることができない。 

（賦課期日後において納付義務の発生，消滅又は被保険者数の異動等があった

場合の保険料の額） 

（賦課期日後において納付義務の発生，消滅又は被保険者数の異動等があった

場合の保険料の額） 

第１５条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し，又は納付義務者の世帯に

属する被保険者数が増加し，若しくは減少し，若しくは当該世帯に属する被

保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険

者でなくなった若しくは国民健康保険法施行令第２９条の７の２第２項に

規定する特例対象被保険者等（以下「特例対象被保険者等」という。）とな

った若しくは特例対象被保険者等でなくなった場合における当該納付義務

者に係る第９条の額，第１１条の２の額，第１１条の５の３の額若しくは第

第１５条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し，又は納付義務者の世帯に

属する被保険者数が増加し，若しくは減少し，若しくは当該世帯に属する被

保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険

者でなくなった若しくは国民健康保険法施行令第２９条の７の２第２項に

規定する特例対象被保険者等（以下「特例対象被保険者等」という。）とな

った場合における当該納付義務者に係る第９条の額，第１１条の２の３の額

（被保険者数が増加し，若しくは減少した場合（特定同一世帯所属者に該当
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

１１条の５の６の額（被保険者数が増加し，又は減少した場合（特定同一世

帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。）又は特

例対象被保険者等となった若しくは特例対象被保険者等でなくなった場合

における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。）若しくは第１１条

の７の額又は次条第１項各号（同条第３項又は第４項の規定により読み替え

て準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額，第１６条の３第

１項（同条第２項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項におい

て同じ。）に規定する第１１条若しくは第１１条の４の基礎賦課額の被保険

者均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た額，第１６条の３第

３項第１号（同条第４項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項

において同じ。）に定める額，第１６条の４第１項各号（同条第３項又は第

４項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に

定める額若しくは同条第５項各号（同条第７項又は第８項の規定により読み

替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額の算定は，そ

れぞれその納付義務が発生した日又は被保険者数が増加し，若しくは減少し

た日（法第６条第１号から第８号までの規定のいずれかに該当したことによ

り被保険者数が減少した場合においては，その減少した日が月の初日である

ときに限り，その前日とする。）若しくは当該世帯に属する被保険者が介護

納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなっ

た日若しくは特例対象被保険者等となった若しくは特例対象被保険者等で

なくなった日の属する月から月割りをもって行う。 

することにより被保険者数が減少した場合を除く。）又は特例対象被保険者

等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。）若

しくは第１１条の４の額又は次条第１項各号（同条第３項又は第４項の規定

により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額，

第１６条の３第１項（同条第３項の規定により読み替えて準用する場合を含

む。次項において同じ。）に規定する第１１条の基礎賦課額の被保険者均等

割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た額，第１６条の３第４項第

１号（同条第６項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項におい

て同じ。）に定める額，第１６条の４第１項各号（同条第３項又は第４項の

規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める

額若しくは同条第５項各号（同条第７項又は第８項の規定により読み替えて

準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額の算定は，それぞれ

その納付義務が発生した日又は被保険者数が増加し，若しくは減少した日

（法第６条第１号から第８号までの規定のいずれかに該当したことにより

被保険者数が減少した場合においては，その減少した日が月の初日であると

きに限り，その前日とする。）若しくは当該世帯に属する被保険者が介護納

付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった

日若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から月割りをもって

行う。 

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者

に係る第９条の額，第１１条の２の額，第１１条の５の３の額若しくは第１

１条の５の６の額若しくは第１１条の７の額又は次条第１項各号に定める

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者

に係る第９条の額，第１１条の２の３の額若しくは第１１条の４の額又は次

条第１項各号に定める額，第１６条の３第１項に定める第１１条の基礎賦課
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

額，第１６条の３第１項に定める第１１条若しくは第１１条の４の基礎賦課

額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た額，第１

６条の３第３項第１号に定める額，第１６条の４第１項各号に定める額若し

くは同条第５項各号に定める額の算定は，その納付義務が消滅した日（法第

６条第１号から第８号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義

務が消滅した場合においては，その消滅した日が月の初日であるときに限

り，その前日とする。）の属する月の前月まで月割りをもって行う。 

額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た額，第１

６条の３第４項第１号に定める額，第１６条の４第１項各号に定める額若し

くは同条第５項各号に定める額の算定は，その納付義務が消滅した日（法第

６条第１号から第８号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義

務が消滅した場合においては，その消滅した日が月の初日であるときに限

り，その前日とする。）の属する月の前月まで月割りをもって行う。 

（低所得者の保険料の減額） （低所得者の保険料の減額） 

第１６条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額の

うち基礎賦課額は，第９条又は第１１条の２の基礎賦課額から，それぞれ当

該各号に定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が第１１条の５に

規定する基礎賦課限度額を超える場合には，当該基礎賦課限度額）とする。 

第１６条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額の

うち基礎賦課額は，第９条の基礎賦課額から，それぞれ当該各号に定める額

を減額して得た額（当該減額して得た額が第１１条の２に規定する基礎賦課

限度額を超える場合には，当該基礎賦課限度額）とする。 

(１) （省 略） (１) （省 略） 

(２) 合計金額が地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（納付

義務者等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては，同号に定め

る金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗

じて得た金額を加えた金額）に当該年度の保険料賦課期日現在において，

当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に２

９０，０００円を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険

料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者については，アに掲げ

る額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保

険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げ

る額とを合算した額 

(２) 合計金額が地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（納付

義務者等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては，同号に定め

る金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗

じて得た金額を加えた金額）に当該年度の保険料賦課期日現在において，

当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に２

９５，０００円を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険

料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者については，アに掲げ

る額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保

険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げ

る額とを合算した額 

 ア・イ （省 略）  ア・イ （省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

(３) 合計金額が地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（納付

義務者等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては，同号に定め

る金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗

じて得た金額を加えた金額）に当該年度の保険料賦課期日現在において，

当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に５

３５，０００円を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険

料の納付義務者であって前２号に該当する者以外の者については，アに掲

げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被

保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲

げる額とを合算した額 

(３) 合計金額が地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（納付

義務者等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては，同号に定め

る金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗

じて得た金額を加えた金額）に当該年度の保険料賦課期日現在において，

当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に５

４５，０００円を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険

料の納付義務者であって前２号に該当する者以外の者については，アに掲

げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被

保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲

げる額とを合算した額 

 ア・イ （省 略）  ア・イ （省 略） 

２ 第１１条第２項の規定は，前項第１号ア及びイ，第２号ア及びイ並びに第

３号ア及びイに規定する額の決定について準用する。 

２ 第１１条第２項及び第３項の規定は，前項第１号ア及びイ，第２号ア及び

イ並びに第３号ア及びイに規定する額の決定について準用する。この場合に

おいて，第１１条第２項及び第３項中「保険料率」とあるのは「額」と読み

替えるものとする。 

３ 前２項の規定は，後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において，第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と，「第９条又は第１１条の２」とあるのは「第１１条の５の３又

は第１１条の５の６」と，「第１１条の５に規定する基礎賦課限度額」とあ

るのは「第１１条の５の１０に規定する後期高齢者支援金等賦課限度額」と，

「当該基礎賦課限度額」とあるのは「当該後期高齢者支援金等賦課限度額」

と，前項中「第１１条第２項」とあるのは「第１１条の５の５第２項におい

て準用する第１１条第２項」と読み替えるものとする。 

４ 第１項第１号（イを除く。），第２号（イを除く。）及び第３号（イを除

３ 前２項の規定は，後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において，第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と，「第９条」とあるのは「第１１条の２の３」と，「第１１条の

２に規定する基礎賦課限度額」とあるのは「第１１条の２の６に規定する後

期高齢者支援金等賦課限度額」と，「当該基礎賦課限度額」とあるのは「当

該後期高齢者支援金等賦課限度額」と，前項中「第１１条第２項及び第３項」

とあるのは「第１１条の２の５第２項において準用する第１１条第２項及び

第３項」と読み替えるものとする。 

４ 第１項第１号（イを除く。），第２号（イを除く。）及び第３号（イを除
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

く。）並びに第２項の規定は，介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において，第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」

と，「第９条又は第１１条の２」とあるのは「第１１条の７」と，「第１１

条の５に規定する基礎賦課限度額」とあるのは「第１１条の１０に規定する

介護納付金賦課限度額」と，「当該基礎賦課限度額」とあるのは「当該介護

納付金賦課限度額」と，第２項中「第１１条第２項」とあるのは「第１１条

の９第２項において準用する第１１条第２項」と読み替えるものとする。 

く。）並びに第２項の規定は，介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において，第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」

と，「第９条」とあるのは「第１１条の４」と，「第１１条の２に規定する

基礎賦課限度額」とあるのは「第１１条の７に規定する介護納付金賦課限度

額」と，「当該基礎賦課限度額」とあるのは「当該介護納付金賦課限度額」

と，第２項中「第１１条第２項及び第３項」とあるのは「第１１条の６第２

項において準用する第１１条第２項及び第３項」と読み替えるものとする。 

（未就学児の被保険者均等割額の減額） （未就学児の被保険者均等割額の減額） 

第１６条の３ 当該年度において，その世帯に６歳に達する日以後の最初の３

月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合にお

ける当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は，第

１１条又は第１１条の４の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から，当

該保険料率に，それぞれ，１０分の５を乗じて得た額（第１１条第２項の規

定により端数の切上げを行った後の額とする。）を控除して得た額とする（第

３項に定める場合を除く。）。 

第１６条の３ 当該年度において，その世帯に６歳に達する日以後の最初の３

月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合にお

ける当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は，第

１１条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から，当該保険料率に，そ

れぞれ，１０分の５を乗じて得た額（第１１条第２項の規定により端数の切

上げを行った後の額とする。）を控除して得た額とする（第４項に定める場

合を除く。）。 

 ２ 第１１条第３項の規定は，前項に規定する額の決定について準用する。こ

の場合において，第１１条第３項中「保険料率」とあるのは「額」と読み替

えるものとする。 

２ 前項の規定は，後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この

場合において，同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課

額」と，「第１１条又は第１１条の４」とあるのは「第１１条の５の５又は

第１１条の５の８」と，「第１１条第２項」とあるのは「第１１条の５の５

第２項において準用する第１１条第２項」と読み替えるものとする。 

３ 前２項の規定は，後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において，第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と，「第１１条」とあるのは「第１１条の２の５」と，「第１１条

第２項」とあるのは「第１１条の２の５第２項において準用する第１１条第

２項」と，前項中「第１１条第３項」とあるのは「第１１条の２の５第２項

において準用する第１１条第３項」と読み替えるものとする。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

３ 当該年度において，第１６条に規定する基準に従い保険料を減額するもの

とした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係

る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は，第１号に掲げる額から第

２号に掲げる額を控除して得た額とする。 

４ 当該年度において，第１６条に規定する基準に従い保険料を減額するもの

とした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係

る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は，第１号に掲げる額から第

２号に掲げる額を控除して得た額とする。 

(１) 第１１条又は第１１条の４の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料

率から，当該保険料率に第１６条第１項各号に規定する場合に応じてそれ

ぞれ同項第１号ア，第２号ア及び第３号アに掲げる割合を乗じて得た額

（第１１条第２項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。）を

控除して得た額 

(１) 第１１条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から，当該保険料

率に第１６条第１項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項第１号ア，

第２号ア及び第３号アに掲げる割合を乗じて得た額（第１１条第２項の規

定により端数の切上げを行った後の額とする。）を控除して得た額 

(２) （省 略） (２) （省 略） 

 ５ 第１１条第３項の規定は，前項に規定する額の決定について準用する。こ

の場合において，第１１条第３項中「保険料率」とあるのは「額」と読み替

えるものとする。 

４ 前項の規定は，後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この

場合において，同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課

額」と，「第１１条又は第１１条の４」とあるのは「第１１条の５の５又は

第１１条の５の８」と，「第１１条第２項」とあるのは「第１１条の５の５

第２項において準用する第１１条第２項」と読み替えるものとする。 

６ 前２項の規定は，後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において，第４項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と，「第１１条」とあるのは「第１１条の２の５」と，「第１１条

第２項」とあるのは「第１１条の２の５第２項において準用する第１１条第

２項」と，前項中「第１１条第３項」とあるのは「第１１条の２の５第２項

において準用する第１１条第３項」と読み替えるものとする。 

（出産被保険者の保険料の減額） （出産被保険者の保険料の減額） 

第１６条の４ 当該年度において，その世帯に出産被保険者（国民健康保険法

施行令第２９条の７第５項第８号に規定する出産被保険者をいう。以下同

じ。）がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦

課額のうち基礎賦課額は，第９条又は第１１条の２の基礎賦課額から，次の

第１６条の４ 当該年度において，その世帯に出産被保険者（国民健康保険法

施行令第２９条の７第５項第８号に規定する出産被保険者をいう。以下同

じ。）がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦

課額のうち基礎賦課額は，第９条の基礎賦課額から，次の各号に掲げる額の
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

各号に掲げる額の合算額を減額して得た額（当該減額して得た額が第１１条

の５に規定する基礎賦課限度額を超える場合には，当該基礎賦課限度額）と

する（第５項に定める場合を除く。）。 

合算額を減額して得た額（当該減額して得た額が第１１条の２に規定する基

礎賦課限度額を超える場合には，当該基礎賦課限度額）とする（第５項に定

める場合を除く。）。 

(１)・(２) （省 略） (１)・(２) （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

３ 前２項の規定は，後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において，第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と，「第９条又は第１１条の２」とあるのは「第１１条の５の３又

は第１１条の５の６」と，「第１１条の５に規定する基礎賦課限度額」とあ

るのは「第１１条の５の１０に規定する後期高齢者支援金等賦課限度額」と，

「当該基礎賦課限度額」とあるのは「当該後期高齢者支援金等賦課限度額」

と，前項中「第１１条第２項」とあるのは「第１１条の５の５第２項におい

て準用する第１１条第２項」と読み替えるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は，介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において，第１項中「出産被保険者をいう。以下」とあるのは「出

産被保険者（介護納付金賦課被保険者である者に限る。）をいう。以下この

項において」と，「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と，「第

９条又は第１１条の２」とあるのは「第１１条の７」と，「第１１条の５に

規定する基礎賦課限度額」とあるのは「第１１条の１０に規定する介護納付

金賦課限度額」と，「当該基礎賦課限度額」とあるのは「当該介護納付金賦

課限度額」と，第２項中「第１１条第２項」とあるのは「第１１条の９第２

項において準用する第１１条第２項」と読み替えるものとする。 

５ 当該年度において，第１６条に規定する基準に従い保険料を減額するもの

とした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納

３ 前２項の規定は，後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において，第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と，「第９条」とあるのは「第１１条の２の３」と，「第１１条の

２に規定する基礎賦課限度額」とあるのは「第１１条の２の６に規定する後

期高齢者支援金等賦課限度額」と，「当該基礎賦課限度額」とあるのは「当

該後期高齢者支援金等賦課限度額」と，前項中「第１１条第２項」とあるの

は「第１１条の２の５第２項において準用する第１１条第２項」と読み替え

るものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は，介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において，第１項中「出産被保険者をいう。以下」とあるのは「出

産被保険者（介護納付金賦課被保険者である者に限る。）をいう。以下この

項において」と，「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と，「第

９条」とあるのは「第１１条の４」と，「第１１条の２に規定する基礎賦課

限度額」とあるのは「第１１条の７に規定する介護納付金賦課限度額」と，

「当該基礎賦課限度額」とあるのは「当該介護納付金賦課限度額」と，第２

項中「第１１条第２項」とあるのは「第１１条の６第２項において準用する

第１１条第２項」と読み替えるものとする。 

５ 当該年度において，第１６条に規定する基準に従い保険料を減額するもの

とした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は，当該減額後の

第９条又は第１１条の２の基礎賦課額から，次の各号に掲げる額の合算額を

減額して得た額（当該減額して得た額が第１１条の５に規定する基礎賦課限

度額を超える場合には，当該基礎賦課限度額）とする。 

付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は，当該減額後の

第９条の基礎賦課額から，次の各号に掲げる額の合算額を減額して得た額

（当該減額して得た額が第１１条の２に規定する基礎賦課限度額を超える

場合には，当該基礎賦課限度額）とする。 

 (１)・(２) （省 略）  (１)・(２) （省 略） 

６ （省 略） ６ （省 略） 

７ 前２項の規定は，後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において，第５項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と，「第９条又は第１１条の２」とあるのは「第１１条の５の３又

は第１１条の５の６」と，「第１１条の５に規定する基礎賦課限度額」とあ

るのは「第１１条の５の１０に規定する後期高齢者支援金等賦課限度額」と，

「当該基礎賦課限度額」とあるのは「当該後期高齢者支援金等賦課限度額」

と，前項中「第１１条第２項」とあるのは「第１１条の５の５第２項におい

て準用する第１１条第２項」と読み替えるものとする。 

７ 前２項の規定は，後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において，第５項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と，「第９条」とあるのは「第１１条の２の３」と，「第１１条の

２に規定する基礎賦課限度額」とあるのは「第１１条の２の６に規定する後

期高齢者支援金等賦課限度額」と，「当該基礎賦課限度額」とあるのは「当

該後期高齢者支援金等賦課限度額」と，前項中「第１１条第２項」とあるの

は「第１１条の２の５第２項において準用する第１１条第２項」と読み替え

るものとする。 

８ 第５項及び第６項の規定は，介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において，第５項中「出産被保険者が」とあるのは「出産被保険者

（介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。）が」

と，「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と，「第９条又は第１

１条の２」とあるのは「第１１条の７」と，「第１１条の５に規定する基礎

賦課限度額」とあるのは「第１１条の１０に規定する介護納付金賦課限度額」

と，「当該基礎賦課限度額」とあるのは「当該介護納付金賦課限度額」と，

第６項中「第１１条第２項」とあるのは「第１１条の９第２項において準用

する第１１条第２項」と読み替えるものとする。 

８ 第５項及び第６項の規定は，介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において，第５項中「出産被保険者が」とあるのは「出産被保険者

（介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。）が」

と，「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と，「第９条」とある

のは「第１１条の４」と，「第１１条の２に規定する基礎賦課限度額」とあ

るのは「第１１条の７に規定する介護納付金賦課限度額」と，「当該基礎賦

課限度額」とあるのは「当該介護納付金賦課限度額」と，第６項中「第１１

条第２項」とあるのは「第１１条の６第２項において準用する第１１条第２

項」と読み替えるものとする。 

   附 則 
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１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の豊中市国民健康保険条例の規定は，令和６年度以後の年度分の保険料について適用し，令和５年度分までの保険料については，なお

従前の例による。 
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市 議 案 第 ３ ０ 号  
豊 中 市 建 築 基 準 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

の 設 定 に つ い て  
 豊 中 市 建 築 基 準 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う

に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ２ 月 ２ ６ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  
 建 築 基 準 法 等 の 改 正 に 伴 い 防 火 に 関 す る 制 限 の 合 理 化 並 び に

既 存 不 適 格 建 築 物 の 改 修 時 等 に お け る 接 道 義 務 の 緩 和 の 認 定 の

申 請 審 査 に 係 る 手 数 料 等 の 名 称 及 び 額 を 定 め る と と も に ， そ の

他 所 要 の 規 定 を 改 正 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

   豊中市建築基準法施行条例の一部を改正する条例 

豊中市建築基準法施行条例（平成１６年豊中市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（長屋） （長屋） 

第４条 長屋は，次の各号に定めるところによらなければならない。 第４条 長屋は，次の各号に定めるところによらなければならない。 

(１) 各戸の主要な出入口は，道路（法第４３条第２項第２号の規定による

許可を受けた長屋にあっては，規則第１０条の３第１号に規定する空地，

同条第２号に規定する公共の用に供する道又は同条第３号に規定する通

路を含む。以下この号において同じ。）に面すること。ただし，長屋が次

のア又はイに該当し，かつ，各戸の主要な出入口が道路に通ずる幅員３メ

ートル以上の敷地内の通路（アに掲げる長屋にあっては，道路から各戸の

主要な出入口までの長さが３５メートル以内の通路に限る。）に面する場

合は，この限りでない。 

(１) 各戸の主要な出入口は，道路（法第４３条第２項第１号の規定による

認定を受けた長屋にあっては規則第１０条の３第１項各号に規定する道

を，法第４３条第２項第２号の規定による許可を受けた長屋にあっては規

則第１０条の３第４項第１号に規定する空地，同項第２号に規定する公共

の用に供する道又は同項第３号に規定する通路を含む。以下この号におい

て同じ。）に面すること。ただし，長屋が次のア又はイに該当し，かつ，

各戸の主要な出入口が道路に通ずる幅員３メートル以上の敷地内の通路

（アに掲げる長屋にあっては，道路から各戸の主要な出入口までの長さが

３５メートル以内の通路に限る。）に面する場合は，この限りでない。 

ア・イ （省 略） ア・イ （省 略） 

(２) （省 略） (２) （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

（階段の数及び構造） （階段の数及び構造） 

第２２条 避難階以外の階を展示場の用途に供する建築物（当該用途に供する

部分の床面積の合計が１００平方メートル以下のものを除く。次条において

同じ。）には，当該用途に供する階から避難階又は地上に通ずる直通階段を

２以上設けなければならない。ただし，当該用途に供する階の当該用途に供

第２２条 避難階以外の階を展示場の用途に供する建築物（当該用途に供する

部分の床面積の合計が１００平方メートル以下のものを除く。次条において

同じ。）には，当該用途に供する階から避難階又は地上に通ずる直通階段を

２以上設けなければならない。ただし，当該用途に供する階の当該用途に供
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

する部分の床面積の合計が１００平方メートル以下の建築物又は当該用途

に供する部分の主要構造部が準耐火構造であるか若しくは不燃材料で造ら

れている建築物については，この限りでない。 

する部分の床面積の合計が１００平方メートル以下の建築物又は当該用途

に供する部分の主要構造部が準耐火構造である建築物（特定主要構造部が耐

火構造である建築物を含む。）若しくは主要構造部が不燃材料で造られてい

る建築物については，この限りでない。 

（個室ビデオ店等の廊下の幅並びに階段の数及び構造） （個室ビデオ店等の廊下の幅並びに階段の数及び構造） 

第２６条 （省 略） 第２６条 （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

３ 主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている建築物に

対する前項の規定の適用については，同項ただし書中「１００平方メートル」

とあるのは，「２００平方メートル」とする。 

３ 主要構造部が準耐火構造である建築物（特定主要構造部が耐火構造である

建築物を含む。）又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物に対する

前項の規定の適用については，同項ただし書中「１００平方メートル」とあ

るのは，「２００平方メートル」とする。 

４～６ （省 略） ４～６ （省 略） 

（階段の数及び構造） （階段の数及び構造） 

第３１条の２ 避難階以外の階をホテル又は旅館の用途に供する建築物（当該

用途に供する部分の床面積の合計が１００平方メートル以下のものを除

く。）には，当該用途に供する階から避難階又は地上に通ずる直通階段を２

以上設けなければならない。ただし，当該用途に供する階の当該用途に供す

る部分の床面積の合計が１００平方メートル以下の建築物又は当該用途に

供する部分の主要構造部が準耐火構造であるか若しくは不燃材料で造られ

ている建築物については，この限りでない。 

第３１条の２ 避難階以外の階をホテル又は旅館の用途に供する建築物（当該

用途に供する部分の床面積の合計が１００平方メートル以下のものを除

く。）には，当該用途に供する階から避難階又は地上に通ずる直通階段を２

以上設けなければならない。ただし，当該用途に供する階の当該用途に供す

る部分の床面積の合計が１００平方メートル以下の建築物又は当該用途に

供する部分の主要構造部が準耐火構造である建築物（特定主要構造部が耐火

構造である建築物を含む。）若しくは主要構造部が不燃材料で造られている

建築物については，この限りでない。 

２ （省 略） ２ （省 略） 

（階段の数及び構造） （階段の数及び構造） 

182



（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第３４条 避難階以外の階を共同住宅，寄宿舎，下宿又は老人ホームの用途に

供する建築物には，次の各号のいずれかに該当する場合を除き，その用途に

供する階から避難階又は地上に通ずる直通階段を２以上設けなければなら

ない。 

第３４条 避難階以外の階を共同住宅，寄宿舎，下宿又は老人ホームの用途に

供する建築物には，次の各号のいずれかに該当する場合を除き，その用途に

供する階から避難階又は地上に通ずる直通階段を２以上設けなければなら

ない。 

(１)・(２) （省 略） (１)・(２) （省 略） 

(３) 当該用途に供する部分の主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃

材料で造られているとき。 

(３) 当該用途に供する部分の主要構造部が準耐火構造であるとき（特定主

要構造部が耐火構造であるときを含む。）又は主要構造部が不燃材料で造

られているとき。 

２ （省 略） ２ （省 略） 

（工事監理者の選任の届出） （工事監理者の選任の届出） 

第６１条 法第６条第１項に規定する建築主事の確認を受けた建築物の建築

主が，工事監理者を選任し，又は変更したときは，市長に届け出なければな

らない。 

第６１条 法第６条第１項に規定する建築主事等の確認を受けた建築物の建

築主が，工事監理者を選任し，又は変更したときは，市長に届け出なければ

ならない。 

２ （省 略） ２ （省 略） 

（確認及び検査等の手数料） （確認及び検査等の手数料） 

第６４条 （省 略） 第６４条 （省 略） 

２～６ （省 略） ２～６ （省 略） 

７ 法第７条第１項の規定に基づく完了検査の申請（当該申請に係る建築物の

工事が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第

５３号。以下「建築物省エネルギー法」という。）第１１条第１項の規定に

基づく特定建築行為である場合に限る。）又は法第１８条第１６項の規定に

基づく通知（当該通知に係る建築物の工事が建築物省エネルギー法第１１条

第１項の規定に基づく特定建築行為である場合に限る。）をしようとする者

７ 法第７条第１項の規定に基づく完了検査の申請（当該申請に係る建築物の

工事が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２７年法律

第５３号。以下「建築物省エネルギー法」という。）第１１条第１項の規定

に基づく特定建築行為である場合に限る。）又は法第１８条第１６項の規定

に基づく通知（当該通知に係る建築物の工事が建築物省エネルギー法第１１

条第１項の規定に基づく特定建築行為である場合に限る。）をしようとする
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

は，第２項及び第５項に定める手数料のほか，建築物ごとに次の表の中欄に

掲げる区分に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を納めなけれ

ばならない。 

者は，第２項及び第５項に定める手数料のほか，建築物ごとに次の表の中欄

に掲げる区分に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を納めなけ

ればならない。 

 次の表 （省 略）  次の表 （省 略） 

８ 次の表の中欄に掲げる承認，指定，許可又は認定の申請をしようとする者

は，それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を納めなければならない。こ

の場合における当該手数料の金額は，１件につきそれぞれ同欄に掲げる金額

とする。 

８ 次の表の中欄に掲げる承認，指定，許可又は認定の申請をしようとする者

は，それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を納めなければならない。こ

の場合における当該手数料の金額は，１件につきそれぞれ同欄に掲げる金額

とする。 

 区分 金額 

事務 名称 

（省 略） 

４１・４２ （省 略） 

（省 略） 
 

 区分 金額 

事務 名称 

（省 略） 

４１ 令第１３７条の１２第６

項の規定に基づく認定の

申請に対する審査 

既存不適格建築物の接道

義務の緩和の認定申請手

数料 

２７，０００円

４２ 令第１３７条の１２第７

項の規定に基づく認定の

申請に対する審査 

既存不適格建築物の道路

内における建築に係る制

限の緩和の認定申請手数

料 

２７，０００円

４３・４４ （省 略） 

（省 略） 
 

９～18 （省 略） ９～18 （省 略） 

附 則 

 この条例は，令和６年４月１日から施行する。ただし，第４条の改正規定は，公布の日から施行する。 
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市 議 案 第 ３ １ 号  
北 部 大 阪 都 市 計 画 新 千 里 南 町 ２ 丁 目 地 区 地 区 計 画

の 区 域 内 に お け る 建 築 物 の 制 限 に 関 す る 条 例 及 び

北 部 大 阪 都 市 計 画 新 千 里 北 町 １ 丁 目 地 区 地 区 計 画

の 区 域 内 に お け る 建 築 物 の 制 限 に 関 す る 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定 に つ い て  
 北 部 大 阪 都 市 計 画 新 千 里 南 町 ２ 丁 目 地 区 地 区 計 画 の 区 域 内 に

お け る 建 築 物 の 制 限 に 関 す る 条 例 及 び 北 部 大 阪 都 市 計 画 新 千 里

北 町 １ 丁 目 地 区 地 区 計 画 の 区 域 内 に お け る 建 築 物 の 制 限 に 関 す

る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す る も の と す る 。 
 
  令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ２ 月 ２ ６ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  
 北 部 大 阪 都 市 計 画 に 係 る 地 区 計 画 の 変 更 に 伴 い ， 建 築 物 の 用

途 の 制 限 に 関 し ， グ ル ー プ ホ ー ム の 建 築 を 可 能 と す る た め ， 提

案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

北部大阪都市計画新千里南町２丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例及び北部大阪都市計画新千里北町１丁目地区地区計

画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 

（北部大阪都市計画新千里南町２丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正） 

第１条 北部大阪都市計画新千里南町２丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成２５年豊中市条例第５５号）の一部を次のように改

正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

別表 別表 

建築制限の事項 新千里南町２丁目地区 

１ 建築物の用途の制

限 

(１)・(２) （省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) （省 略） 

(４) 前３号の建築物に附属するもの（令第１３０条

の５で定めるものを除く。） 

（省 略） 
 

建築制限の事項 新千里南町２丁目地区 

１ 建築物の用途の制

限 

(１)・(２) （省 略） 

(３) 認知症高齢者グループホーム（老人福祉法（昭

和３８年法律第１３３号）第５条の２第６項に規定

する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設

をいう。）又は障害者グループホーム（障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第５条第１７項に規

定する共同生活援助を行う施設をいう。）で，延べ

面積が２００平方メートル未満のもの 

(４) （省 略） 

(５) 前各号の建築物に附属するもの（令第１３０条

の５で定めるものを除く。） 

（省 略） 
 

（北部大阪都市計画新千里北町１丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正） 
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第２条 北部大阪都市計画新千里北町１丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成２９年豊中市条例第３７号）の一部を次のように改

正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

別表 別表 

建築制限の事項 新千里北町１丁目地区 

１ 建築物の用途の制

限 

(１)・(２) （省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 前２号の建築物に附属するもの（令第１３０条

の５で定めるものを除く。） 

（省 略） 
 

建築制限の事項 新千里北町１丁目地区 

１ 建築物の用途の制

限 

(１)・(２) （省 略） 

(３) 認知症高齢者グループホーム（老人福祉法（昭

和３８年法律第１３３号）第５条の２第６項に規定

する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設

をいう。）又は障害者グループホーム（障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第５条第１７項に規

定する共同生活援助を行う施設をいう。）で，延べ

面積が２００平方メートル未満のもの 

(４) 前３号の建築物に附属するもの（令第１３０条

の５で定めるものを除く。） 

（省 略） 
 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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市 議 案 第 ３ ２ 号  
豊 中 市 水 道 事 業 及 び 公 共 下 水 道 事 業 の 設 置 等 に 関  
す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定 に つ い て  

 豊 中 市 水 道 事 業 及 び 公 共 下 水 道 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の

一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ２ 月 ２ ６ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

地 方 自 治 法 の 改 正 に よ る 引 用 条 項 の 移 動 に 伴 い ， 所 要 の 規 定

を 整 備 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

豊中市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

豊中市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年豊中市条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第６条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４３条の２の２第８項の規定により水道事業又は公共下水道事業の業

務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければなら

ない場合は，当該賠償責任に係る賠償額が５００，０００円以上である場合

とする。 

第６条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４３条の２の８第８項の規定により水道事業又は公共下水道事業の業

務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければなら

ない場合は，当該賠償責任に係る賠償額が５００，０００円以上である場合

とする。 

附 則 

この条例は，令和６年４月１日から施行する。 
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市 議 案 第 ３ ３ 号  
豊 中 市 水 道 事 業 給 水 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の

設 定 に つ い て  
 豊 中 市 水 道 事 業 給 水 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に

設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ２ 月 ２ ６ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

水 道 料 金 及 び 証 明 手 数 料 の 額 を 改 正 す る と と も に ， 加 入 金 の

廃 止 そ の 他 所 要 の 規 定 を 改 正 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

豊中市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 豊中市水道事業給水条例（昭和３５年豊中市条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（工事の施行） （工事の施行） 

第１３条 （省 略） 第１３条 （省 略） 

２～４ （省 略） ２～４ （省 略） 

５ 管理者は，水の供給を受ける者の給水装置が，第１項の指定給水装置工事

事業者の施行した工事に係るものでないときは，その者の給水契約の申込み

を拒み，又はその者に対する給水を停止することができる。ただし，水道法

（昭和３２年法律第１７７号。以下「法」という。）第１６条の２第３項の

厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき，又は当該給水装置

の構造及び材質が第１１条第１項に規定する基準に適合していることを確

認したときは，この限りでない。 

５ 管理者は，水の供給を受ける者の給水装置が，第１項の指定給水装置工事

事業者の施行した工事に係るものでないときは，その者の給水契約の申込み

を拒み，又はその者に対する給水を停止することができる。ただし，水道法

（昭和３２年法律第１７７号。以下「法」という。）第１６条の２第３項の

国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき，又は当該給水装置

の構造及び材質が第１１条第１項に規定する基準に適合していることを確

認したときは，この限りでない。 

第４章 料金，加入金及び手数料 第４章 料金及び手数料 

（料金） （料金） 

第２８条 料金は，次の各号に定める基本料金の額及び従量料金の額の合計額

に，当該合計額に消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第２９条に規定す

る消費税の税率（以下「消費税率」という。）を乗じて得た額及びその額に

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７２条の８３に規定する地方消費

税の税率（以下「地方消費税率」という。）を乗じて得た額を加算した額（そ

の加算した額に１円未満の端数があるときは，これを切り捨てる。）とする。

ただし，臨時用に係る料金は，第２号に定める従量料金の額に，当該額に消

第２８条 料金は，次の各号に定める基本料金の額及び従量料金の額の合計額

に，当該合計額に消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第２９条に規定す

る消費税の税率（以下「消費税率」という。）を乗じて得た額及びその額に

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７２条の８３に規定する地方消費

税の税率（以下「地方消費税率」という。）を乗じて得た額を加算した額（そ

の加算した額に１円未満の端数があるときは，これを切り捨てる。）とする。

ただし，臨時用に係る料金は，第２号に定める従量料金の額に，当該額に消
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

費税率を乗じて得た額及びその額に地方消費税率を乗じて得た額を加算し

た額（その加算した額に１円未満の端数があるときは，これを切り捨てる。）

とする。 

費税率を乗じて得た額及びその額に地方消費税率を乗じて得た額を加算し

た額（その加算した額に１円未満の端数があるときは，これを切り捨てる。）

とする。 

(１) 基本料金 (１) 基本料金 

メーターの口径 基本料金 

（１月につき） 

２５ミリメートル以下 ７６０円

３０ミリメートル ９２０円

４０ミリメートル １，１６０円

５０ミリメートル １，７００円

７５ミリメートル ３，８６０円

１００ミリメートル ６，０２０円

１５０ミリメートル １７，９１０円

２００ミリメートル ４０，１８０円

２５０ミリメートル ７１，０７０円
 

メーターの口径 基本料金 

（１月につき） 

２５ミリメートル以下 ９９０円

３０ミリメートル １，２００円

４０ミリメートル １，５１０円

５０ミリメートル ２，２１０円

７５ミリメートル ５，０２０円

１００ミリメートル ７，８７０円

１５０ミリメートル ２３，４５０円

２００ミリメートル ５２，４８０円

２５０ミリメートル ９２，９５０円
 

(２) 従量料金 (２) 従量料金 

用途 使用水量 

（１月につき） 

従量料金 

（１立方メートルにつき） 

一般用 １立方メートルから１０立方メート

ルまでの分 

２０円

１０立方メートルを超え２０立方メ

ートルまでの分 

１３１円

２０立方メートルを超え３０立方メ

ートルまでの分 

２１１円

用途 使用水量 

（１月につき） 

従量料金 

（１立方メートルにつき） 

一般用 １立方メートルから１０立方メート

ルまでの分 

２４円

１０立方メートルを超え２０立方メ

ートルまでの分 

１３５円

２０立方メートルを超え３０立方メ

ートルまでの分 

２１５円
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

３０立方メートルを超え５０立方メ

ートルまでの分 

２６８円

５０立方メートルを超え１００立方

メートルまでの分 

３３８円

１００立方メートルを超え５００立

方メートルまでの分 

３７７円

５００立方メートルを超える分 ４２１円

湯屋用 １立方メートルから３００立方メー

トルまでの分 

６０円

３００立方メートルを超え２，０００

立方メートルまでの分 

８９円

２，０００立方メートルを超える分 １１３円

臨時用 １立方メートルにつき ５６５円
 

３０立方メートルを超え５０立方メ

ートルまでの分 

２７２円

５０立方メートルを超え１００立方

メートルまでの分 

３４２円

１００立方メートルを超え５００立

方メートルまでの分 

３８１円

５００立方メートルを超える分 ４２５円

湯屋用 １立方メートルから３００立方メー

トルまでの分 

６４円

３００立方メートルを超え２，０００

立方メートルまでの分 

９３円

２，０００立方メートルを超える分 １１７円

臨時用 １立方メートルにつき ５６９円
 

２ （省 略） ２ （省 略） 

３ 私設消火栓を公共のための消火演習以外の消火演習に使用したときの料

金は，消火栓１栓１回について５，６５０円として算定した金額に，当該金

額に消費税率を乗じて得た額及びその額に地方消費税率を乗じて得た額を

加算した額とし，１回の使用時間は，１０分以内とする。 

３ 私設消火栓を公共のための消火演習以外の消火演習に使用したときの料

金は，消火栓１栓１回について５，６９０円として算定した金額に，当該金

額に消費税率を乗じて得た額及びその額に地方消費税率を乗じて得た額を

加算した額とし，１回の使用時間は，１０分以内とする。 

４ （省 略） ４ （省 略） 

（加入金） 

第３５条の２ 加入金は，次の区分に応じた金額に，当該金額に消費税率を乗

じて得た額及びその額に地方消費税率を乗じて得た額を加算した額とし，給

水装置の新設又は増径工事申込者から徴収する。この場合において，増径工

事申込者から徴収する加入金は，新口径に係る加入金と旧口径に係る加入金
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

との差額とする。 

メーターの口径 加入金 

２０ミリメートル以下 １２２，０００円

２５ミリメートル ２４４，０００円

３０ミリメートル １，１００，０００円

４０ミリメートル ２，３５０，０００円

５０ミリメートル ４，２２０，０００円

７５ミリメートル １２，２４０，０００円

１００ミリメートル ２６，１１０，０００円

１５０ミリメートル以上 管理者が別に定める額 
 

 

２ 加入金は，給水装置の工事が次の各号に掲げるものである場合は，前項の

規定にかかわらず，当該工事の申込者から徴収するものとし，その額は，当

該各号に定めるところにより算定する。 

 

(１) 受水槽を設置し，又はその設置されている建物又は施設に係るもの 

管理者が別に定める基準により算出した計画１日使用水量を一般住居の

１日標準使用水量で除した数（その数に小数点以下の端数が生じたとき

は，切り上げる。）に，１２２，０００円に，当該金額に消費税率を乗じ

て得た額及びその額に地方消費税率を乗じて得た額を加算した額を乗じ

て得た額と，申込みに係る給水装置について前項の規定を適用した場合に

おける加入金の額のいずれか多い方の額 

 

(２) １個のメーターで２以上の専用給水装置に給水する共同住宅等に係

るもの（当該工事が受水槽の設置又は撤去を伴う改造工事である場合を除

く。） 各戸又は各箇所に引き込む給水管の口径をメーターの口径とみな

し，前項の表の区分に応じた各戸又は各箇所ごとの金額の合計額に，当該
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

合計額に消費税率を乗じて得た額及びその額に地方消費税率を乗じて得

た額を加算した額 

３ 前項の場合において，改造工事（増径工事を含む。以下同じ。）の申込者

から徴収する加入金の額については，管理者が別に定める。ただし，受水槽

を撤去し，配水管から給水栓まで直結する改造工事であって，管理者が別に

定めるものについては，加入金を徴収しない。 

 

４ 加入金は，管理者が定める期日までに前納しなければならない。   

５ 既納の加入金は，還付しない。ただし，管理者が特別の理由があると認め

るときは，この限りでない。 

  

６ その他加入金に関する必要な事項は，管理者が別に定める。   

（手数料） （手数料） 

第３６条 手数料は，次のとおりとし，申込者から徴収する。 第３６条 手数料は，次のとおりとし，申込者から徴収する。 

(１)～(４) （省 略） (１)～(４) （省 略） 

(５) 証明手数料（１件につき） ３００円 (５) 証明手数料（１件につき） ４５０円 

２～４ （省 略） ２～４ （省 略） 

（料金，加入金，手数料等の減免） （料金，手数料等の減免） 

第３７条 管理者は，公益上その他特別の事由があると認めるときは，この条

例によって納付しなければならない料金，加入金，手数料その他の費用を減

免することができる。 

第３７条 管理者は，公益上その他特別の事由があると認めるときは，この条

例によって納付しなければならない料金，手数料その他の費用を減免するこ

とができる。 

（違反処分） （違反処分） 

第３９条 次の各号のいずれかに該当するときは，５０，０００円以下の過料

を科し，その理由が継続する間給水を停止し，損害があったときは，これを

賠償させることができる。 

第３９条 次の各号のいずれかに該当するときは，５０，０００円以下の過料

を科し，その理由が継続する間給水を停止し，損害があったときは，これを

賠償させることができる。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

(１) 料金，加入金又は手数料の徴収を免れようとして，詐欺その他不正な

行為をしたとき 

(１) 料金又は手数料の徴収を免れようとして，詐欺その他不正な行為をし

たとき 

(２)～(７) （省 略） (２)～(７) （省 略） 

（停水処分） （停水処分） 

第４０条 管理者は，料金，加入金，手数料又は工事費その他この条例により

納付しなければならない金額を指定期限内に納付しないときは，完納するま

で給水を停止することができる。 

第４０条 管理者は，料金，手数料又は工事費その他この条例により納付しな

ければならない金額を指定期限内に納付しないときは，完納するまで給水を

停止することができる。 

（過料） （過料） 

第４１条 詐欺その他不正な行為によって，料金，加入金又は手数料の徴収を

免れた者に対し，徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当

する金額が５０，０００円を超えないときは，５０，０００円とする。）以

下の過料を科することができる。 

第４１条 詐欺その他不正な行為によって，料金又は手数料の徴収を免れた者

に対し，徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額

が５０，０００円を超えないときは，５０，０００円とする。）以下の過料

を科することができる。 

附 則 

１ この条例は，令和６年８月１日から施行する。ただし，第１３条第５項の改正規定は，令和６年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の豊中市水道事業給水条例（以下「改正後の条例」という。）第２８条第１項の規定は，この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

以後の使用水量に係る料金から適用し，施行日前の使用水量に係る料金については，なお従前の例による。 

３ 施行日前から継続している水道の使用に係る施行日以後最初の定例日に計量された使用水量に係る料金については，改正後の条例第２８条第１項及び前項の

規定にかかわらず，なお従前の例による。 

４ 施行日前の給水装置の工事の申込みに係る加入金については，なお従前の例による。 

５ 改正後の条例第３６条第１項第５号の規定は，施行日以後の申込みに係る手数料から適用し，施行日前の申込みに係る手数料については，なお従前の例によ

る。 
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市 議 案 第 ３ ４ 号  
豊 中 市 下 水 道 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定 に  
つ い て  

 豊 中 市 下 水 道 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す

る も の と す る 。  
 
  令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ２ 月 ２ ６ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

下 水 道 使 用 料 の 額 を 改 正 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

豊中市下水道条例の一部を改正する条例 

 豊中市下水道条例（昭和３９年豊中市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（使用料の算定方法） （使用料の算定方法） 

第１５条 使用料の額は，使用者が排除した汚水の量に応じ，１使用月につき，

次の表に定めるところにより算定した金額（次項本文の規定の適用がある場

合は，当該規定の適用後の金額）に，当該金額に消費税法（昭和６３年法律

第１０８号）第２９条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７２条の８３に規定する地方消費

税の税率を乗じて得た額を加算した額（その加算した額に１円未満の端数が

あるときは，これを切り捨てる。）とする。 

第１５条 使用料の額は，使用者が排除した汚水の量に応じ，１使用月につき，

次の表に定めるところにより算定した金額（次項本文の規定の適用がある場

合は，当該規定の適用後の金額）に，当該金額に消費税法（昭和６３年法律

第１０８号）第２９条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７２条の８３に規定する地方消費

税の税率を乗じて得た額を加算した額（その加算した額に１円未満の端数が

あるときは，これを切り捨てる。）とする。 

種別 使用料 

基本使用料 従量使用料（１立方メートルにつき） 

一 般

汚水 

４２２円１立方メートルから１０立方メートルまでの分 

１０円

１０立方メートルを超え２０立方メートルまでの分 

７７円

２０立方メートルを超え５０立方メートルまでの分 

９７円

５０立方メートルを超え１００立方メートルまでの分 

１１６円

１００立方メートルを超え５００立方メートルまでの分 

１４３円

種別 使用料 

基本使用料 従量使用料（１立方メートルにつき） 

一 般

汚水 

５９１円１立方メートルから１０立方メートルまでの分 

１６円

１０立方メートルを超え２０立方メートルまでの分 

８３円

２０立方メートルを超え５０立方メートルまでの分 

１０３円

５０立方メートルを超え１００立方メートルまでの分 

１２２円

１００立方メートルを超え５００立方メートルまでの分 

１４９円
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

５００立方メートルを超え１，０００立方メートルまでの

分 

１８３円

１，０００立方メートルを超える分 

２２５円

公 衆

浴 場

汚水 

１立方メートルにつき 

１９円

臨 時

汚水 

１立方メートルにつき 

２２５円
 

５００立方メートルを超え１，０００立方メートルまでの

分 

１８９円

１，０００立方メートルを超える分 

２３１円

公 衆

浴 場

汚水 

１立方メートルにつき 

２５円

臨 時

汚水 

１立方メートルにつき 

２３１円
 

備考 （省 略） 備考 （省 略） 

２～４ （省 略） ２～４ （省 略） 

附 則 

１ この条例は，令和６年８月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の豊中市下水道条例（以下「改正後の条例」という。）第１５条第１項の規定は，この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以

後に排除された汚水に係る使用料から適用し，施行日前に排除された汚水に係る使用料については，なお従前の例による。 

３ 施行日前から継続している公共下水道の使用に係る施行日以後最初に算定された汚水の量に係る使用料については，改正後の条例第１５条第１項及び前項の

規定にかかわらず，なお従前の例による。 
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市 議 案 第 ３ ５ 号  
豊 中 市 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改

正 す る 条 例 の 設 定 に つ い て  
 豊 中 市 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

を 次 の よ う に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ２ 月 ２ ６ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  
 一 般 病 床 の 病 床 数 の 減 少 そ の 他 所 要 の 規 定 を 整 備 す る た め ，

提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

豊中市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 豊中市病院事業の設置等に関する条例（昭和４１年豊中市条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（経営の基本） （経営の基本） 

第４条 （省 略） 第４条 （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

３ 病床数は，６１３床とし，うち病床の種別ごとの病床数は，次のとおりと

する。 

３ 病床数は，５６３床とし，うち病床の種別ごとの病床数は，次のとおりと

する。 

(１) 一般病床 ５９９床 (１) 一般病床 ５４９床 

(２) （省 略） (２) （省 略） 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第７条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４３条の２の２第８項の規定により病院事業の業務に従事する職員の

賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は，当該賠償

責任に係る賠償額が５００，０００円以上である場合とする。 

第７条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４３条の２の８第８項の規定により病院事業の業務に従事する職員の

賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は，当該賠償

責任に係る賠償額が５００，０００円以上である場合とする。 

   附 則 

 この条例は，令和６年４月１日から施行する。 
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市 議 案 第 ３ ６ 号  
豊 中 市 立 学 校 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設

定 に つ い て  
 豊 中 市 立 学 校 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設

定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ２ 月 ２ ６ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

豊 中 市 立 庄 内 南 小 学 校 ， 豊 中 市 立 庄 内 西 小 学 校 ， 豊 中 市 立 千

成 小 学 校 及 び 豊 中 市 立 第 七 中 学 校 を 廃 止 し ， 豊 中 市 立 庄 内 よ つ

ば 学 園 を 設 置 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  

202



豊中市条例第  号 

豊中市立学校設置条例の一部を改正する条例 

 豊中市立学校設置条例（令和４年豊中市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

豊中市に次の小学校，中学校及び義務教育学校を設置する。 豊中市に次の小学校，中学校及び義務教育学校を設置する。 

区分 名称 位置 

小学校 （省 略） 

豊中市立庄内南小学校 豊中市大黒町１丁目２番１５号 

豊中市立庄内西小学校 豊中市庄本町４丁目１番１０号 

豊中市立千成小学校 豊中市大黒町１丁目２番１５号 

（省 略） 

中学校 （省 略） 

豊中市立第七中学校 豊中市庄内栄町５丁目１０番１号 

（省 略） 

義 務 教

育 学 校 

（省 略） 

 
 

区分 名称 位置 

小学校 （省 略） 

 

（省 略） 

中学校 （省 略） 

 

（省 略） 

義 務 教

育 学 校 

（省 略） 

豊中市立庄内よつば学園 豊中市千成町２丁目２番６５号 
 

   附 則 

 この条例は，市規則で定める日から施行する。 
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市 議 案 第 ３ ７ 号  
奨 学 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定 に つ い  
て  

 奨 学 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す る も

の と す る 。  
 
  令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ２ 月 ２ ６ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

基 金 の 額 を 改 正 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

奨学基金条例の一部を改正する条例 

奨学基金条例（昭和４３年豊中市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第２条 基金の額は，３２６，０３９，５０３円とする。 第２条 基金の額は，３４６，８７２，５０３円とする。 

附 則 

この条例は，令和６年３月２９日から施行する。 
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市 議 案 第 ３ ８ 号  
豊 中 市 火 災 予 防 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定  
に つ い て  

 豊 中 市 火 災 予 防 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定

す る も の と す る 。  
 
  令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ２ 月 ２ ６ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

地 方 公 共 団 体 の 手 数 料 の 標 準 に 関 す る 政 令 の 改 正 に 伴 い ， 貯

蔵 所 の 設 置 の 許 可 申 請 に 関 す る 手 数 料 の 額 を 改 正 す る た め ， 提

案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

   豊中市火災予防条例の一部を改正する条例 

 豊中市火災予防条例（昭和３７年豊中市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

別表第９ 別表第９ 

 手数料を徴収する

事務 

金額 

（省 略） 

(２) （省 略） 

２ 法第１１条第

１項前段の規定

に基づく貯蔵所

の設置の許可の

申請に対する審

査 

ア～エ （省 略） 

オ 浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の

申請に係る審査 次に掲げる浮き蓋付特定屋外タ

ンク貯蔵所の区分に応じ，それぞれ次に定める金

額 

(１) 危険物の貯蔵最大数量が１，０００キロリ

ットル以上５，０００キロリットル未満の浮き

蓋付特定屋外タンク貯蔵所 

１，１８０，０００円

(２) 危険物の貯蔵最大数量が５，０００キロリ

ットル以上１０，０００キロリットル未満の浮

き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 

１，４１０，０００円

(３) 危険物の貯蔵最大数量が１０，０００キロ

リットル以上５０，０００キロリットル未満の

 手数料を徴収する

事務 

金額 

（省 略） 

(２) （省 略） 

２ 法第１１条第

１項前段の規定

に基づく貯蔵所

の設置の許可の

申請に対する審

査 

ア～エ （省 略） 

オ 浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の

申請に係る審査 次に掲げる浮き蓋付特定屋外タ

ンク貯蔵所の区分に応じ，それぞれ次に定める金

額 

(１) 危険物の貯蔵最大数量が１，０００キロリ

ットル以上５，０００キロリットル未満の浮き

蓋付特定屋外タンク貯蔵所 

１，４５０，０００円

(２) 危険物の貯蔵最大数量が５，０００キロリ

ットル以上１０，０００キロリットル未満の浮

き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 

１，７２０，０００円

(３) 危険物の貯蔵最大数量が１０，０００キロ

リットル以上５０，０００キロリットル未満の
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 

１，５９０，０００円

(４) 危険物の貯蔵最大数量が５０，０００キロ

リットル以上１００，０００キロリットル未満

の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 

１，９５０，０００円

(５) 危険物の貯蔵最大数量が１００，０００キ

ロリットル以上２００，０００キロリットル未

満の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 

２，２７０，０００円

(６) 危険物の貯蔵最大数量が２００，０００キ

ロリットル以上３００，０００キロリットル未

満の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 

４，５５０，０００円

(７) 危険物の貯蔵最大数量が３００，０００キ

ロリットル以上４００，０００キロリットル未

満の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 

５，８２０，０００円

(８) 危険物の貯蔵最大数量が４００，０００キ

ロリットル以上の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵

所 

７，０７０，０００円

カ～サ （省 略） 

（省 略） 

浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 

１，９２０，０００円

(４) 危険物の貯蔵最大数量が５０，０００キロ

リットル以上１００，０００キロリットル未満

の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 

２，３６０，０００円

(５) 危険物の貯蔵最大数量が１００，０００キ

ロリットル以上２００，０００キロリットル未

満の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 

２，７４０，０００円

(６) 危険物の貯蔵最大数量が２００，０００キ

ロリットル以上３００，０００キロリットル未

満の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 

５，６４０，０００円

(７) 危険物の貯蔵最大数量が３００，０００キ

ロリットル以上４００，０００キロリットル未

満の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 

７，２４０，０００円

(８) 危険物の貯蔵最大数量が４００，０００キ

ロリットル以上の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵

所 

８，７９０，０００円

カ～サ （省 略） 

（省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（省 略） 
 

（省 略） 
 

附 則 

この条例は，令和６年４月１日から施行する。 
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市議案第３９号 

   工事請負契約の締結について 

 

 次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

 

 

  令和６年（２０２４年）２月２６日提出 

 

 

                  豊中市長  長 内 繁 樹  

 

 

記 

 

件     名 契 約 金 額        契 約 先         

児童福祉関連複合施設 

大規模改修工事 
660,000,000 円 株 式 会 社 河 崎 組 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

 上記の工事について請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき 

契約及び財産の取得又は処分並びに重要な公の施設に関する条例第２条の

規定により提案するものである。  
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） 場　　　　　所

豊中市桜の町３丁目１２番１０号児童福祉関連複合施設大規模改修工事

担 当 部 (局) 課 (室)

財務部 施設課仮　契　約　日 令和  6 年  2 月  1 日

契 約 業 者 名 （株）河崎組 履行期間
本契約締結日 から

契約方法
一般競争入札

種別 建築工事
令和  7 年  2 月 28 日 まで 落札

契 約 金 額     660,000,000 契 約 業 者 大阪府豊中市南桜塚２－６－３０ 電 送
令和  5 年 11 月 30 日  午後 1 時 00 分

(内消費税額)     60,000,000 所  在  地

入 札 期 間
令和  6 年  1 月  9 日  午前 9 時 00 分　から

予定価格(税込)     666,083,000 低入札調査価格(税込)     612,795,700 落 札 金 額     660,000,000 令和  6 年  1 月 10 日  午後 5 時 00 分　まで
予定価格(税抜)     605,530,000 低入札調査価格(税抜)     557,087,000 落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。 開 札 日 時 令和  6 年  1 月 11 日  午前 10 時 00 分

合 算 又 は 按 分 状 況 № 業 者 名 及 び 入 札 経 過 第１回 第２回 第３回 第４回 落札比率(円) (円

入

) (円) (円)

工　　

　

 事　　 概　　 要

札

備　　　　　　　　　

　

 考

児童福祉関連複合

結

施設の大規模改修工事

　

一式を行うもの。

92

果

4-0 落札
1

（株）河

　

崎組     600,

表

000,000 99.

　

09%

　　　　　　　　　　件　　　　　名 （電子入札対象案件

失格基準価格(税抜)　直接工事費　：436,664,980円
　　　　　　　　  　共通仮設費　：   22,923,889円
　　　　　　　　　  現場管理費　：   26,254,252円
　　　　　　　　　  一般管理費等：   17,662,203円
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業 者 経 歴 表

技　術

職員数

924-0 千円 人 千円

(株)河崎組 8 1,042,969 豊中市

備考

市営岡町北住宅１、２棟建替工事
30,000

件　　名 児童福祉関連複合施設大規模改修工事

業　　　者　　　名 資　本　金 主な工事経歴 請負金額 発注者
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市議案第４０号 

   工事請負契約の締結について 

 

 次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

 

 

  令和６年（２０２４年）２月２６日提出 

 

 

                  豊中市長  長 内 繁 樹  

 

 

記 

 

件     名 契 約 金 額        契 約 先         

児童福祉関連複合施設 

大規模改修給排水衛生 

設備工事 

196,680,000 円 柳 生 設 備 株 式 会 社 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

 上記の工事について請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき 

契約及び財産の取得又は処分並びに重要な公の施設に関する条例第２条の

規定により提案するものである。  
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） 場　　　　　所

豊中市桜の町３丁目１２番１０号児童福祉関連複合施設大規模改修給排水衛生設備工事

担 当 部 (局) 課 (室)

財務部 施設課仮　契　約　日 令和  6 年  2 月  1 日

契 約 業 者 名 柳生設備（株） 履行期間
本契約締結日 から

契約方法
一般競争入札

種別 空調・給排水
令和  7 年  2 月 28 日 まで 落札

契 約 金 額     196,680,000 契 約 業 者 大阪府大阪市北区南森町２－４－３２ 電 送
令和  5 年 12 月  7 日  午後 1 時 00 分

(内消費税額)     17,880,000 所  在  地

入 札 期 間
令和  6 年  1 月 16 日  午前 9 時 00 分　から

予定価格(税込)     200,645,500 低入札調査価格(税込)     184,593,200 落 札 金 額     196,680,000 令和  6 年  1 月 17 日  午後 5 時 00 分　まで
予定価格(税抜)     182,405,000 低入札調査価格(税抜)     167,812,000 落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。 開 札 日 時 令和  6 年  1 月 18 日  午前 11 時 00 分

合 算 又 は 按 分 状 況 № 業 者 名 及 び 入 札 経 過 第１回 第２回 第３回

入

第４回 落札比率(円)

　

(円) (円) (円)

工

札

　　 事　　 概　　

　

 要

備　　　　　　　

結

　　 考

児童福祉関連

　

複合施設の大規模改修

果

給排水衛生設備工事一

　

式を行う
もの。

730

表

1-0 落札
1

柳生設備

　

（株）     178

　

,800,000 98

　

.02%
801-0

2

　

伊丹産業電設（株）  

　

   182,000

　

,000
5102-0

　

失格
3

オーディーエー

　

（株）     160

　

,944,000

　　件　　　　　名 （電子入札対象案件

失格基準価格(税抜)　直接工事費　：125,214,495円
　　　　　　　　　  共通仮設費　：　 4,449,024円
　　　　　　　　　  現場管理費　：   15,972,013円
　　　　　　　　　  一般管理費等：  　5,325,445円
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業 者 経 歴 表

技　術

職員数

7301-0 千円 人 千円

柳生設備(株) 41 223,438 大阪市

備考

（仮称）北部こども相談センター建設機械
設備工事20,000

件　　名 児童福祉関連複合施設大規模改修給排水衛生設備工事  

業　　　者　　　名 資　本　金 主な工事経歴 請負金額 発注者
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市議案第４１号 

   工事請負契約の締結について 

 

 次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

 

 

  令和６年（２０２４年）２月２６日提出 

 

 

                  豊中市長  長 内 繁 樹  

 

 

記 

 

件     名 契 約 金 額        契 約 先         

児童福祉関連複合施設 

大規模改修空調設備工事 
223,289,000 円 柳 生 設 備 株 式 会 社 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

 上記の工事について請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき 

契約及び財産の取得又は処分並びに重要な公の施設に関する条例第２条の

規定により提案するものである。  
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　から

　まで

No. 第３回 （円） 第４回 （円） 落札比率

　

仮　契　約　日 令和　6　年　2　月　1　日

　　　　　　　　件　　　　名 　　　　　 (電子入札対象案件） 場　　　　　　　　　所

児童福祉関連複合施設大規模改修空調設備工事 豊中市桜の町３丁目１２番１０号

担　当　部　（局）　課　（室）

財務部　施設課

契 約 業 者 名 柳生設備（株） 履行期間
本契約締結日

契約方法
一般競争入札
落札

種別 空調・給排水
令和7年2月28日

契　約　金　額 223,289,000 契　約　業　者
所　　在　　地

大阪府大阪市北区南森町２－４－３２ 電　　　　　　送 令和 5 年 12 月　 7 日　午後  1 時 00 分

（内消費税額）

予定価格（税込） 266,105,400 低入札調査価格（税込） 244,816,000 落 札 金 額 223,289,000

222,560,000 落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。 開　札　日　時

20,299,000
入　札　期　間

令和 6 年　 1 月 16 日　午前  9 時 00 分 から

令和 6 年　 1 月 17 日　午後  5 時 00 分 まで

5

令和 6 年　 1 月 18 日　午前  10 時 30 分

合　算　又　は　按　分　状　況 業 者 名 及 び 入 札 経 過 第１回 （円） 第２回 （円）

予定価格（税抜） 241,914,000 低入札調査価格（税抜）

83.91%柳生設備（株） 202,990,000
1

7301－0 落札

備　　　　　　　　　　考

　　　失格基準価格(税抜)　　直接工事費　　167,800,790円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　共通仮設費　　　 5,835,928円
　　　　　　　　　　　　　　　　　  現場管理費      19,344,570円
　　　　　　　　　　　　　　　　　  一般管理費等　　7,197,915円

工　事　概　要
児童福祉関連複合施設の大規模改修空調設備工事一式を行うもの。

ビルコン・アオイ特定建設工事共同企業体 207,207,000

2
801-0 失格

オーディーエー（株） 203,920,000

伊丹産業電設（株） 201,900,000

5102-0 失格

2118-0

豊工業（株）
失格

222,435,000

　入 札 結 果 表

3

4
10344-0 失格
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業 者 経 歴 表

技　術

職員数

7301-0 千円 人 千円

柳生設備(株) 41 223,438 大阪市

備考

（仮称）北部こども相談センター建設機械
設備工事20,000

件　　名 児童福祉関連複合施設大規模改修空調設備工事  

業　　　者　　　名 資　本　金 主な工事経歴 請負金額 発注者
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市議案第４２号 

   工事請負契約の締結について 

 

 次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

 

 

  令和６年（２０２４年）２月２６日提出 

 

 

                  豊中市長  長 内 繁 樹  

 

 

記 

 

件     名 契 約 金 額        契 約 先         

児童福祉関連複合施設 

大規模改修電気設備工事 
317,900,000 円 西 田 電 気 株 式 会 社 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

 上記の工事について請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき 

契約及び財産の取得又は処分並びに重要な公の施設に関する条例第２条の

規定により提案するものである。  
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　から

　まで

No. 第３回 （円） 第４回 （円） 落札比率

　

　見　積　結　果　表

備　　　　　　　　　　考

　失格基準価格：設定なし

　本案件は、令和５年１２月７日に一般競争入札案件として公告し、令和
６年１月１８日に開札したところ入札者がなかったため、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第８号の規定により随意契約を締結するもの。

工　事　概　要
児童福祉関連複合施設の大規模改修電気設備工事一式を行うもの。

西田電気（株） 289,000,000

合　算　又　は　按　分　状　況 業 者 名 及 び 入 札 経 過 第１回 （円） 第２回 （円）

1
1729－0 採用

99.92%

317,900,000
見　積　合　せ

令和 6 年  1 月　30 日　午後  3 時 00 分
契約検査課予定価格（税抜） 289,224,000 低入札調査価格（税抜） 設定なし 落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。

28,900,000

予定価格（税込） 318,146,400 低入札調査価格（税込） 設定なし 落 札 金 額

種別 電気工事
令和7年2月28日

契　約　金　額 317,900,000 契　約　業　者
所　　在　　地

豊中市蛍池北町１−４−２８
電　　　　　送 令和 5 年  12 月　7 日　午後  1 時 00 分

（内消費税額）

契 約 業 者 名 西田電気（株） 履行期間
本契約締結日

契約方法
随意契約８号該当
採用

　　　　　　　　件　　　　名 　　　　　 (電子入札対象案件） 場　　　　　　　　　所

児童福祉関連複合施設大規模改修電気設備工事 豊中市桜の町３丁目１２番１０号

担　当　部　（局）　課　（室）

財務部　施設課仮　契　約　日 令和　6　年　2　月　1　日
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業 者 経 歴 表

技　術

職員数

1729-0 千円 人 千円

西田電気(株) 10 124,925 豊中市

備考

豊中市立武道館ひびき及び豊中市立青年の
家いぶき大規模改修電気設備工事20,000

件　　名 児童福祉関連複合施設大規模改修電気設備工事

業　　　者　　　名 資　本　金 主な工事経歴 請負金額 発注者
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随 意 契 約 理 由 書 
 

件 名 児童福祉関連複合施設大規模改修電気設備工事 

契 約 の 相 手 方 西田電気株式会社 

根 拠 法 令 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号 

随 意 契 約 理 由 

本工事は、児童福祉関連複合施設の大規模改修を行うもので、当該

施設は令和７年４月の開所が必須であり、令和６年度中に工事を完了

させる必要があります。 

令和６年１月１８日の入札では入札参加者の施工形態を特定建設

工事共同企業体又は単体企業とし、幅広く一般競争入札の公募を行い

ましたが、入札者がなかったことから、再度入札を実施しても入札参

加者は見込めません。よって、必要な工事期間を確保するため、これ

までの施工実績や応札実績、現時点での手持ち工事案件数を総合的に

勘案して、西田電気株式会社を選定し、協議を行った結果、同意が得

られたことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規

定により随意契約を締結するものです。 

 

備 考  
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児童福祉関連複合施設大規模改修工事

児童福祉関連複合施設大規模改修給排水衛生設備工事

児童福祉関連複合施設大規模改修空調設備工事

児童福祉関連複合施設大規模改修電気設備工事

豊中市桜の町３丁目１２番１０号

千
里
川

配置図

ＮＮ

主要地方道　大阪中央環状線

市道　桜の町第３７号線

児童福祉関連複合施設

件　名 場　所

凡　例

今回施工箇所
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市議案第４３号 

   特定事業契約の締結について 

 

 次のとおり特定事業契約を締結するものとする。 

 

 

  令和６年（２０２４年）２月２６日提出 

 

 

                  豊中市長  長 内 繁 樹  

 

 

記 

 

件     名 契 約 金 額        契 約 先         

豊中市営西谷住宅建替事

業 
5,236,000,000 円 東 レ 建 設 グ ル ー プ 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

 上記の特定事業契約について契約を締結したいので、民間資金等の活用

による公共施設等の整備等の促進に関する法律第１２条の規定により提案

するものである。  
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契 約 業 者 名 履行期間

契　約　金　額 5,236,000,000

(内消費税額) 476,000,000

予定価格(税込) 5,236,000,000 最低制限価格(税込)

予定価格(税抜) 4,760,000,000 最低制限価格(税抜)

No. 第１回 (円) 第３回 (円) 第４回 (円) 落札比率

1 採用 4,760,000,000 100.0%

 本契約締結日 　から
令和13年3月31日まで

契約方法

備　　　　　　　考

合　算　又　は　按　分　状　況 業 者 名 及 び 入 札 経 過 第２回 (円)

東レ建設グループ

代表企業　東レ建設(株)
構成企業　(株)日建ハウジングシステム
構成企業　オーディーエー(株)
構成企業　西田電気(株)
構成企業　橋本建設(株)
構成企業　(株)L.B.C総合事務所
構成企業　パナソニックホームズ(株)

概　  　　　　　要
市営西谷住宅用地における既存住宅等の解体撤去、建替住宅等の整備、活
用用地における民間施設等の整備を一体的に行うもの。

設定なし 落 札 金 額 5,236,000,000
見　積　合　せ 令和 6 年 2月 9日 午後  1時 00分

設定なし 落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。

東レ建設グループ

契　約　業　者
所　　在　　地

代表企業　東レ建設(株)
大阪府大阪市北区中之島三丁目3番3号

電　　　　　　送 令和 6 年 １月 10日 午前 11時 00分

 随意契約２号該当
 採用

見 積 結 果 表

件　　　　　　　　　名 場　　　　　　　　　所

豊中市営西谷住宅建替事業

仮　契　約　日 令和　6年　2月　15日

豊中市東豊中町5丁目151-1、151-2（地番）
 

担　当　部　(局)　課　(室)

都市計画推進部　住宅課
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技　術
職員数

請負金額 発注者 備考

人
244

千円
＊4,889,020

大阪府

人
83

千円
 144,212

エヌ・ティ・ティ都
市開発(株)

人
7

千円
156,373

豊中市

人
5

千円
124,925

豊中市

人
0

千円
248,468

豊中市上下水道局

人
 0

千円
 ＊1,976,700

吹田市

人
1,003

千円
 ＊7,163,000

神戸市

＊グループの
受注金額を示す

業 者 経 歴 表

業　　　者　　　名 資　本　金 主な設計、工事経歴

東レ建設グループ

代表企業　東レ建設(株) 千円
1,503,000

大阪府営吹田佐竹台住宅(５丁目)及び大阪
府営吹田高野台住宅(４丁目)民活プロジェ
クト

構成企業　(株)日建ハウジングシステム 千円
 20,000

(仮称)大阪市中央区内本町２丁目計画（設
計・工事監理）

構成企業　オーディーエー(株) 千円
 35,000

豊中市立障害福祉センター及び（仮称）児
童発達支援センター整備給排水衛生設備工
事

構成企業　西田電気(株) 千円
 20,000

豊中市立武道館ひびき及び豊中市立青年の
家いぶき大規模改修電気設備工事

構成企業　橋本建設(株) 千円
 45,000

令和3年度水道配水管敷設工事（№603服部
緑地）

構成企業　パナソニックホームズ(株) 千円
28,375,000

市営東多聞台住宅建替事業

件　　名 豊中市営西谷住宅建替事業

構成企業　(株)L.B.C総合事務所 千円
6,000

（仮称）岸部中住宅統合建替事業
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 件 名 豊中市営西谷住宅建替事業  場 所 豊中市東豊中町5丁目151-1、151-2（地番）

【東豊中複合施設】
・東豊中こども園

・東豊中老人憩の家

・地域福祉活動支援センター 事業用地

用地面積
約14,500㎡

ゆたかこども園
東豊中図書館

凡 例

今回施工箇所
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市議案第４４号                      

   指定金融機関の指定について  

                

 令和６年（２０２４年）８月１日から令和７年（２０２５年）７月３１

日まで株式会社三井住友銀行を豊中市指定金融機関に指定する。   

        

 

  令和６年（２０２４年）２月２６日提出       

 

 

            豊中市長  長 内 繁 樹  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）                       

  地方自治法施行令第１６８条第２項の規定により指定金融機関を指定

するため、提案するものである。          
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市議案第４５号 

   市道路線の認定及び変更について 

 

 別紙調書のとおり、市道路線の認定及び変更をするものとする。 

 

 

  令和６年（２０２４年）２月２６日提出 

 

 

                豊中市長  長 内 繁 樹  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 市道路線の認定及び変更をしたいので、道路法第８条第２項及び第１０

条第３項の規定により提案するものである。 
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永楽荘３丁目８５番１３地先から
永楽荘３丁目８５番１地先まで

春日町２丁目６０番７地先から
春日町２丁目６０番１２地先まで

上新田４丁目１９００番６地先から
上新田４丁目１９００番１０地先まで

箕輪２丁目９１番１４地先から
箕輪２丁目９１番１７地先まで

東泉丘１丁目７８６番３地先から
東泉丘１丁目７８６番１１地先まで

栗ケ丘町６６番１１地先から
栗ケ丘町６６番１６地先まで

中桜塚２丁目９５番３地先から
中桜塚２丁目１００番１２地先まで

浜１丁目４１２番１４地先から
浜１丁目４１２番１２地先まで

浜３丁目７５３番１地先から
浜３丁目７５３番１４地先まで

名神口３丁目１１１番８地先から
名神口２丁目１４３番１地先まで

　　都市計画法の開発行為に基づき当市に帰属されたものです。

　　（図面対照番号　１号・２号・３号・５号・６号・７号・９号）

２．認定理由番号第４号・第８号の路線は、私有道路敷の寄附を受けたものです。

　　（図面対照番号　４号・８号）

市道路線認定理由説明書

１．認定理由番号第１号から第３号、第５号から第７号、第９号の路線は、

市道路線認定調書

図面対
照番号

理由
番号

路　線　名
起　　点
終　　点

重要な経過地

1 1 永楽荘第８１号線

2 2 春日町第７３号線

3 3 上新田第５０号線

4 4 箕輪第３２号線

5 5 東泉丘第３１号線

6 6 栗ケ丘町第１８号線

7 7 中桜塚第９０号線

8 8 浜第４８号線

9 9 浜第４９号線

10 10 名神口歩第１号線

３．認定理由番号第１０号の路線は、大阪府より管理引継ぎを受けたものです。

　　（図面対照番号　１０号）
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（5）

（7）

（10）

（9）

（2）

（6）

（3）

（1）

（4）

（8）

市

道

路

線

認

定

位

置

図

豊中市全図
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主

要

地

方

道

豊

中

亀

岡

線

永楽荘３丁目

永楽荘２丁目

永楽荘４丁目

春日町５丁目

春日町４丁目

豊中市全図

（１ ）　永楽荘第８ １ 号線 路線認定図

凡   例

認定路線

起　点

終　点

延　長 m 幅　員 m永楽荘３丁目８ ５ 番１ ３地先

永楽荘３丁目８ ５ 番１ 地先    32.89

最小 4.70

最大 7.81
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報恩寺

春日荘

聖マリア幼稚園

ホーキ

谷池公園

野畑庭球場

野畑公園

善

牧

者

修

道

院

春日町２丁目

春日町３丁目

永楽荘１丁目

春日町４丁目

永楽荘２丁目

宮山町４丁目

春日町１丁目 向丘１丁目

向丘２丁目

豊中市全図

（２）　春日町第７ ３ 号線 路線認定図

凡   例

認定路線

起　点

終　点

延　長 m 幅　員 m春日町２丁目 ６０番７ 地先

春日町２丁目 ６０番１２地先    58.07

最小 4.70

最大 4.70
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主

要

地

方

道

旧

大

阪

中

央

環

状

線

上新田郵便局

吹田千里

郵便局

新田橋

府

道

吹

田

箕

面

線

長

谷

橋

新

田

配

水

場

上新田２丁目

上新田４丁目

豊中市全図

（３）　上新田第 ５ ０号線 路線認定図

凡   例

認定路線

起　点

終　点

延　長 m 幅　員 m上新田４丁目１９ ００番６地先

上新田４丁目１９ ００番１０地先    44.10

最小 4.70

最大 4.70
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箕輪郵便局

螢池小学校

箕
輪
橋

仏光幼稚園

如来寺

府

道

高

速

大

阪

池

田

線

主

要

地

方

道

大

阪

国

際

空

港

線

超

光

寺

麻

田

共

同

墓

地

蛍

池

南

公

園

箕輪２丁目

箕輪３丁目

蛍池南町３丁目

蛍池南町２丁目

箕輪１丁目

蛍池中町１丁目

蛍池南町１丁目

豊中市全図

（４ ）　箕 輪第３２号線 路線認定図

凡   例

認定路線

起　点

終　点

延　長 m 幅　員 m箕 輪２丁目９ １番１４ 地先

箕 輪２丁目９ １番１７地先    25.14

最小 4.70

最大 4.70
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打

越

池

市

立

養

護

老

人

ホ

ー

ム

永

寿

園

と

よ

な

か

東泉丘１丁目

東泉丘４丁目

東泉丘３丁目

西泉丘１丁目

西泉丘２丁目

熊野町２丁目

豊中市全図

（５）　東泉丘第３ １号線 路線認定図

凡   例

認定路線

起　点

終　点

延　長 m 幅　員 m東泉丘１丁目７ ８ ６ 番３ 地先

東泉丘１丁目７ ８ ６ 番１１地先   190.21

最小 4.70

最大 5.70
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八坂小橋

第三中学校

熊野田小学校

熊野田幼稚園

くまのだ保育園

熊野田

公民分館

夕日丘公園

八

坂

橋

望

橋

栗ケ丘町

赤阪１丁目

夕日丘１丁目

中桜塚５丁目

豊中市全図

（６）　栗ケ丘町第１８号線 路線認定図

凡   例

認定路線

起　点

終　点

延　長 m 幅　員 m栗ケ丘町６６番 １１地先

栗ケ丘町６６番 １６地先    42.63

最小 6.70

最大 6.70
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主

要

地

方

道

旧

大

阪

中

央

環

状

線

国
道

１
７
６

号

豊中市役所

さくらづか保育園

瑞輪寺

原田神社

福祉会館

母子福祉センター

大門公園

野球場

桜塚公園

Ｎ

Ｔ

Ｔ

西

日

本

豊

中

ビ

ル

中桜塚２丁目

中桜塚３丁目

北桜塚１丁目

北桜塚３丁目

中桜塚１丁目

岡町

北桜塚２丁目

豊中市全図

（７ ）　中桜塚第９ ０号線 路線認定図

凡   例

認定路線

起　点

終　点

延　長 m 幅　員 m中桜塚２丁目９ ５ 番３ 地先

中桜塚２丁目１ ００番１ ２地先   102.52

最小 4.35

最大 4.96
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府道豊中吹田線

浄明寺

小曽根小学校

関西電力浜変電所

南

郷

春

日

大

社

小

曽

根

郵

便

局

第

十

二

中

学

校

デ

イ

サ

ー

ビ

ス

セ

ン

タ

ー

浜１丁目

浜２丁目

小曽根１丁目

北条町１丁目
北条町３丁目

豊中市全図

（８）　浜第４８号線 路線認定図

凡   例

認定路線

起　点

終 　点

延　長 m 幅　員 m浜１丁目４１２番１４地先

浜１丁目４１２番１２地先    19.17

最小 4.70

最大 4.70
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名
神
高
速
道
路

浜センター

国道 ４７９

小曽根変電所

特別養護老人ホームふるる

第

十

二

中

学

校

高

川

セ

ン

タ

ー

高

川

こ

ど

も

園

浜３丁目

浜２丁目

浜４丁目

小曽根４丁目

小曽根３丁目

小曽根１丁目

豊中市全図

（９ ）　浜第４９ 号線 路線認定図

凡   例

認定路線

起　点

終　点

延　長 m 幅　員 m浜３丁目 ７５ ３番１地先

浜３丁目 ７５ ３番１４地先    95.86

最小 4.70

最大 6.78
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宮
前
橋

福井橋

名神工業

三輪建設

島田西公園

府

道

高

速

大

阪

池

田

線

豊

中

イ

ン

タ

ー

チ

ェ

ン

ジ

赤

穂

橋

豊

島

川

豊

能

南

部

排

水

幹

線

水

路

名神口２丁目

上津島１丁目

名神口３丁目

名神口１丁目

庄内栄町２丁目

今在家町

豊中市全図

（１ ０）　名神口歩第１ 号線 路線認定図

凡   例

認定路線

起　点

終　点

延　長 m 幅　員 m名神口３ 丁目１ １ １ 番 ８地先

名神口２丁目１ ４ ３ 番 １ 地先   110.78

最小 1.90

最大 1.96
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前

後
庄本町２丁目１７８番１地先から
庄本町２丁目１７８番１地先まで

庄本町２丁目１７８番３地先から
庄本町２丁目１７８番３地先まで

市道路線変更理由説明書

１．変更理由番号第１号の路線は、大阪府より譲与を受けた道路と従来路線を統合するものです。

　　（図面対照番号　１号）

1 1 庄本町第２７号線

前

後

市道路線変更調書

図面対
照番号

理由
番号

路　線　名
起　　点
終　　点

重要な経過地

242



（1）

市

道

路

線

変

更

位

置

図

豊中市全図
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府道庄本
牛立線

庄内西小学校

庄本センター

府

道

高

速

大

阪

池

田

線

主

要

地

方

道

大

阪

池

田

線

庄

本

跨

線

橋

庄

内

西

こ

ど

も

園

庄

本

郵

便

局

二

葉

北

公

園

庄

本

老

人

デ

イ

サ

ー

ビ

ス

セ

ン

タ

ー

変更前路線

二葉町１丁目

庄本町３丁目

庄本町２丁目

庄本町４丁目

二葉町２丁目

島江町２丁目

庄本町１丁目 庄内宝町２丁目

島江町１丁目

変
更
後
路
線

豊中市全図

（１ ）　庄本 町第２７ 号線 路線変更図

凡   例

変更前路線

変更後路線

変更前路線

起　点

終　点

延　長 m 幅　員 m庄本 町２丁目１ ７ ８ 番１ 地先

庄本 町２丁目１ ７ ８ 番１ 地先    30.40

最小 1.82

最大 1.82

変更後路線

起　点

終　点

延　長 m 幅　員 m庄本 町２丁目１ ７ ８ 番３ 地先

庄本 町２丁目１ ７ ８ 番３ 地先    38.48

最小 1.82

最大 3.28
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市議案第４６号 

   包括外部監査契約の締結について 

 

 次のとおり包括外部監査契約を締結するものとする。 

 

  令和６年（２０２４年）２月２６日提出 

 

 

                 豊中市長  長 内 繁 樹 

 

記 

 

１ 契約の目的 

地方自治法の定めるところにより、特定の事件について監査を受

けるとともに、監査の結果に関する報告を受けること 

２  契約期間 

令和６年（２０２４年）４月１日から令和７年（２０２５年）３

月３１日まで 

３  契約金額 

１１，８８０，０００円を上限とする額 

４ 費用の支払方法 

監査の結果に関する報告提出の後に一括払い 

５  契約先 

住所 大阪市淀川区西宮原 

資格 公認会計士 

名前 小室 将雄 

 

 

（提案理由） 

  上記の者と包括外部監査契約を締結したいので、地方自治法第２５２

条の３６第１項の規定により提案するものである。 
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包括外部監査人の経歴 

 

住  所     大阪市淀川区西宮原 

 

名  前     小
こ

 室
むろ

  将
まさ

 雄
お

 

  

         ４９歳 

 

最終学歴     流通科学大学 情報学部 経営情報学科 

 

資格取得年月日  平成１６年(2004年)４月２１日 公認会計士名簿に登録 

 

主たる経歴     

就任年月 所  属 

平成 10年 10月 

(1998年) 
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社 

平成 26年 7月 

(2014年) 
有限責任監査法人トーマツ パートナーに就任 

 

包括外部監査に関わる主たる経歴  

実施年度 団体名 役割 監査・研修テーマ                                                       

平成 26年度 

(2014年度) 

八尾市 補助者 

生活保護事業に関する事務の執行について 

平成 27年度 

(2015年度) 
市単費事業に関する事務の執行について 

平成 28年度 

(2016年度) 

外郭団体の財務に関する事務の執行及び当該外郭団体の出納その

他の事務の執行について 

平成 29年度 

(2017年度) 

和歌山市 監査人 

窓口業務に関する財務事務について 

平成 30年度 

(2018年度) 
公共施設マネジメントに関する財務事務の執行について 

令和元年度 

(2019年度) 

水道事業（工業用水道事業を含む）に関する財務事情の執行及び経

営に係る事業の管理について 

令和 2年度 

(2020年度) 

吹田市 監査人 

下水道事業に関する財務事務の執行及び経営に係る事務の管理に

ついて 

令和 3年度 

(2021年度) 
補助金等に係る財務に関する事務の執行について 

令和 4年度 

(2022年度) 

 

 

 

指定管理者制度の運用に関する事務の執行について 

令和 5年度 

(2023年度) 
豊中市 監査人 行財政改革の推進と地方公会計の活用について 
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( 1 ) 

市議案第４７号 

 

 

豊中市・吹田市・池田市・箕面市・摂津市消防通信指令事務協議

会規約の一部変更に関する協議について 

 

 

地方自治法第２５２条の６の規定により、豊中市・吹田市・池田市・箕面

市・摂津市消防通信指令事務協議会規約の一部を次のとおり変更することにつ

いて、吹田市、池田市、箕面市及び摂津市と協議するものとする。 

 

令和６年（２０２４年）２月２６日提出 

 

 

豊中市長  長 内 繁 樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

協議会の事務所の移転に伴い、規約の一部変更について関係市と協議を行うため、

本案を提出するものである。 
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( 1 ) 

豊中市・吹田市・池田市・箕面市・摂津市消防通信指令事務協議会規約 

の一部を変更する規約（案） 

 

豊中市・吹田市・池田市・箕面市・摂津市消防通信指令事務協議会規約（令和３年

２月１日締結）の一部を次のように変更する。 

第５条中「吹田市江坂町１丁目２１番６号吹田市消防本部内」を「吹田市佐竹台１

丁目６番３号吹田市総合防災センター内」に改める。 

 

附 則 

この規約は、締結の日から施行する。 
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( 1 ) 

 

豊中市・吹田市・池田市・箕面市・摂津市消防通信指令事務協議会規約現行・変更案対照表 

    は変更箇所 

現            行 変     更     案 

 

（協議会の事務所） 

第５条 協議会の事務所は、吹田市江坂町１丁目２１番６号吹田市消防本部内とす

る。 

 

 

（協議会の事務所） 

第５条 協議会の事務所は、吹田市佐竹台１丁目６番３号吹田市総合防災センター内

とする。 
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